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で
あ
る
。
「
主
観
的
共
犯
論
」
で
あ
る
。

共
犯
は
、
論
理
的
に
「
他
人
と
の
共
働
」
を
前
提
と
す
る
。
正
犯
と
共
犯
の
分
別
は
、
社
会
生
活
の
要
請
で
も
あ
る
。
こ
の
分
別

(l) 

は
ロ
ー
マ
法
以
来
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
が
、
犯
罪
の
主
役
が
正
犯
で
、
脇
役
が
共
犯
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
脇
役
だ
け
の
「
共
働
」
で
芝
居
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
「
主
役
不
在
」
の
故
の
み
を
も
っ
て
共
犯
も
不
在
で
あ
る
と
す

(2) 

る
の
は
愚
か
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
正
犯
を
前
提
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。

す
で
に
前
稿
な
ど
で
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
「
自
殺
者
（
主
役
）
」
は
不
処
罰
で
も
、
わ
が
刑
法
二
0
二
条
前
段
な
ど
で
は

「自
殺

関
与
者
（
脇
役
）
」
は
処
罰
さ
れ
る
し
、
「
自
傷
」
は
不
処
罰
で
あ
っ
て
も
、

「自
傷
関
与
」
は
「
非
理
性
的
自
己
否
定
」
で
あ
る
限
り
は
処

(3) 

罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
も
盛
ん
で
あ
る
。
本
稿
で
も
採
り
上
げ
る
が
、
「
共
犯
へ
の
共
犯
（
脇
役
へ
の
脇
役
）
」
も
、
す

で
に
立
法
さ
れ
て
い
る
（
刑
法
六
一
条
二
項
・
六
二
条
二
項
）
。
こ
の
よ
う
な
考
量
は
、
「
共
犯
の
独
立
処
罰
」
即
ち

「共
犯
独
立
性
論
」

を
肯
定
す
る
可
能
性
を
示
す
。

(
4
)
 

ブ
ー
リ
は
、
「
原
因
」
と
「
条
件
」
の
区
別
を
前
提
と
し
た
従
来
の
「
因
果
関
係
論
」
を
非
論
理
的
で
あ
る
と
し
て
「
平
等
条
件
説
」

を
採
り
、

「正
犯
」
と
「
共
犯
」
の
区
別
は
こ
れ
を
「
主
観
面
」
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
「
み
ず
か
ら
の
た
め
に
み
ず
か
ら

の
犯
罪
」
を
行
う
の
が
正
犯
で
あ
り
、

「他
人
（
正
犯
）
の
た
め
に
他
人
（
正
犯
）
の
犯
罪
」
に
共
働
す
る
の
が
共
犯
で
あ
る
と
考
え
る
の

(5) 

で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が
、

一
八
八

0
年
代
の
ド
イ
ツ
帝
国
裁
判
所
の
判
例
に
採
用
さ
れ
て
現
在
に
迄
及
ん
で
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り

た
し
か
に
、
純
粋
に
客
観
面
だ
け
で
正
犯
と
共
犯
を
分
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
原
因
」
は

「諸
条
件
の
総
体
」
に
過
ぎ
な
い
の
で

(6) 

あ
る
。
後
に
も
触
れ
る
が
、
今
な
お
「
主
観
的
共
犯
論
」
の
名
残
り
を
示
す
判
例
も
あ
る
。

問
題
提
起
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し
か
し
、
主
観
的
相
違
だ
け
で
正
犯
と
共
犯
を
分
別
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
「
他
人
の
犯
罪
」
と

「
み
ず
か
ら
の
犯
罪
」

と
い
う
区
別
が
曖
昧
で
あ
る
。
ベ

ー
リ
ン
グ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
共
犯
も

「
み
ず
か
ら
の
行
為
」
で

「
み
ず
か
ら
の
犯
罪

（共
犯
）」

を

(8
)
 

行
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
主
観
面
の
偏
重
は
「
思
想
処
罰
」
の
危
険
を
内
包
す
る
。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
、
「
単
な
る
思
想
は
罰
せ
ら
れ
な

い
」
と
確
言
し
た
が
、
こ
れ
が
破
ら
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
、

「盗
ん
で
こ
い
」
と
奨
め
た
だ
け
で
「
窃
盗
教
唆
未
遂

（刑
法

二
三
五
条
・
六

一
条
未
遂
）
」
と
な
り
、
「
死
ん
で
し
ま
え
」
と
罵
っ

た
だ
け
で

「自
殺
教
唆
未
遂

（刑
法
二
0
三
条
）
」
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
。
ブ
ー
リ
は
、
「
勧
奨
」
は

「共
犯
行
為
」
で
あ
っ
て
単
な
る
「
思
想
」
で
は
な
い
と
反
論
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
で
は
冗
談
も
い

え
な
く
な
る
程
に

「共
犯
未
遂
」
が
拡
大
す
る
危
険
が
生
じ
る
。
刑
事
政
策
的
に
も
好
ま
し
く
な
い
。
唆
か
さ
れ
た
者
が
現
実
に

「窃
盗
」

を
開
始
し
た
時
点
、
罵
ら
れ
た
者
が
現
実
に

「自
殺
」
を
開
始
し
た
時
点
迄
、
刑
罰
権
の
発
動
を
自
制
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

「共

犯
従
属
性
説
（
論
）
」
で
あ
る
。
「
共
犯
従
属
性
説

（論）
」
は
、
客
観
的
な

「実
行
の
着
手
」
（
刑
法
四
三
条
）
を
侯

っ
て
始
め
て
「
重
い

腰
」
を
上
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
共
犯
独
立
性
説
（
論
）
」
は

「腰
が
軽
る
過
ぎ
る
」
こ
と
に
な
る
。

(9
)
 

三

一
方
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
は、

「
原
因
説
」
を
採
っ
て
、
「客
観
的
共
犯
論
」
を
強
力
に
推
進
し
た
。

た
し
か
に
、
「
原
因
」
と
「
条
件
」
の
区
別
は
自
然
科
学
的
に
は
正
確
さ
に
欠
け
る
も
の
が
あ

っ
た
に
し
て
も
、
生
活
の
要
請
に
は
合
致

し
て
い
る
。
刑
法
上
「
原
因
」
と
「
条
件
」
と
は
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
原
因
設
定
者
が
「
正
犯
」
で
あ
り
、
条
件
設
定
者
が
「
共

犯
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
長
い
歴
史
的
試
練
に
耐
え
抜
い
て
き
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
構
成
要
件
実
現
者
が
「
正
犯
」
で
あ
り
、
構
成

要
件
の
実
現
に
幾
許
か
の
寄
与
を
な
し
た
の
が

「共
犯
」
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
延
長
上
に
あ
る
。
勿
論
、
正
犯
に
と

っ
て
も
共
犯

に
と
っ
て
も
「
結
果
」
に
対
し
て
「
相
当
因
果
関
係
」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
し
か
し
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
の
考
え
に
は
重
大
な
欠
陥
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
共
犯
の
可
罰
性
は
正
犯
の
可
罰
性
の

(JO
)
 

「借
用
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

「
可
罰
性
借
用
論
」
で
あ
る
。「
共
犯
行
為
」
は
、
そ
れ
自
体
が
可
罰
性
を
具
備
し
な
い

「取
る
に
足
り
な
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い
う
の
で
あ
る
。

当
時
の
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
五
五
条
は
、

「正
犯
」
が
、
こ
の
よ
う
に
曖
昧
な
の
は
刑
法
解
釈
論
と
し
て 1

0
 

い
行
為
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
可
罰
性
は
正
犯
か
ら
借
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
共
犯
の
「
罪
数
」
は

(11) 

正
犯
の
罪
数
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
し
、
共
犯
の

「
可
罰
性
」
は
正
犯
の

「
可
罰
性
」
を
借
り
受
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
共
犯
は
正
犯

に
「
従
属
」
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
正
犯
に

「隷
属
」
す
る
の
で
あ
る
。
条
件
設
定
者
の
み
な
ら
ず
、
正
犯
の
周
囲
に
「
う
ろ
う
ろ
」

し
て
い
た
者
は
み
な

「共
犯
」
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
殺
人
犯
を
生
ん
だ
両
親
は
殺
人
の
条
件
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。

ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
に
と

っ
て
、
正
犯
は
共
犯
を

「隷
属
」
さ
せ
る
に
値
す
る
力
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
が
、
後
に

述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
正
犯
自
体
が
同
様
に

「う
ろ
う
ろ
」
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
ヘ
の
疑
問
の
一
っ
で
あ
る
。

(12) 

と
こ
ろ
で
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
は
、
正
犯
が
事
実
上
「
出
廷
す
れ
ば
よ
い

(sich
g
e
s
t
e
l
l
e
n
)
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
た
。
正

犯
の

「死
亡
」
や

「時
効
」
な
ど
は
、

「共
犯
処
罰
」
の
障
碍
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
八
七

一
年

―
二
歳
未
満
の
少
年
は
こ
れ
を

「訴
追
」
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、

歳
の
少
年
に
対
す
る
教
唆
は
処
罰
可
能
な
筈
で
あ
る
の
に
、
五
一
条
の
精
神
病
者
へ
の
教
唆
同
様
「
可
罰
的
行
為
の
不
存
在
」
を
理
由
に

(13
)
 

「
教
唆
犯
」
た
り
え
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

何
故
、
同
じ

「責
任
無
能
力
」
が
異
な

っ
た
扱
い
を
受
け
て
よ
い
の
か
。
そ
の
根
拠
は
不
明
確
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
正
当
防
衛
」
は

「違

法
阻
却
事
由
」
で
あ
る
の
に
、
正
当
防
衛
に
よ
っ
て

「
人
を
殺
し
た
者
」
を

「殺
人
の
正
犯
」
と
呼
ぶ
必
要
が
な
い
の
は
何
故
か
と
い
う

(14) 

点
も
実
は
今
尚
不
明
確
で
あ
る
。
共
犯
を
隷
属
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
失
格
で
あ
る
。
「曖
昧
な
正
犯
に
取
る
に
足
り
な
い
共
犯
」
が
共
働
し
て
も
、
人
を
説
得
す
る
「
正
犯
・
共
犯
論
」
を
展
開
す
る
こ
と
は

(15
)
 

の
要
請
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
現
在
に
至

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
の
「
正
犯
な
け
れ
ば
共
犯
な
し
」

る
迄
学
説
の
主
流
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
「
貸
し
主
」
が
い
な
け
れ
ば
、
「
借
り
主
」
も
い
な
い
の
は
当
然
だ
と
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一
九
四
三
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
四
八
条
•
四
九
条
が
、
「
可
罰
的
行
為
へ
の
共
働
」
か
ら
「
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
た
行
為

一
応
の
決
着
を
み
る
に
至
っ
た
が
、
詳
細
は
後
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、

二
0
世
紀
初
頭
の
ベ
ー
リ
ン
グ
の
「
正
犯
・
共
犯
論
」
を
眺
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

四
ベ
ー
リ
ン
グ
も
、
「
主
観
的
共
犯
論
」
に
左
祖
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
正
犯
」
は

「構
成
要
件
実
現
者
」
で
あ
り
、
「
共
犯
」
は
「
そ

の
寄
与
者
」
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
、
構
成
要
件
の
実
現
に

「
因
果
関
係
」
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
条
件
関

係
で
足
り
る
か
相
当
因
果
関
係
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
さ
し
て
重
大
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
殺
人
犯
の
両
親
が
、
「
殺
人
の

(17) 

共
犯
」
た
り
う
る
か
ど
う
か
は
、

「生
活
用
語
例
」
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
の
が
普
通
な
の
で
あ
る
。

ベ
ー
リ
ン
グ
の
考
え
が
、
こ
の
関
係
で
重
要
な
の
は
、

「
現
実
の
正
犯
」
な
し
に
も
共
犯
は
成
立
し
う
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

(18) 

ベ
ー
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
「
現
実
の
正
犯
」
を
求
め
る
の
は
過
当
な
要
求
で
あ
っ
て
、
正
犯
は

「正
犯
像
」
と
し
て
「
目
標
」
に
さ
れ
る

こ
と
で
足
り
る
の
で
あ
っ
た
。
「
正
犯
像
」
は

「指
導
形
象
」
な
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
は

「緊
急
状
態
」
に
陥
っ
て
な
い
者
が
、
「
他
人

の
緊
急
避
難
」
に
便
乗
し
た
り
、
こ
れ
を
利
用
し
た
り
す
る
と
き
は
、
利
用
さ
れ
た
緊
急
避
難
者
は
「
正
犯
」
で
は
な
い
が
、
利
用
し
た

者
は
「
共
犯
」
た
り
う
る
。
観
念
的
な
指
導
形
象
と
し
て
の
「
殺
傷
罪
」
等
の
「
正
犯
像
」
は
明
確
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
、

「
丑
の
刻
詣
り
」

こ
れ
を
示
唆
す
る
古
い
大
審
院
判
決
も
あ
る
。
詳
細
は
後
に
展
開
す
る
。

の
勧
奨
等
は
、
人
に
殺
傷
罪
の

「印
象
」
を
与
え
ず
、
「
正
犯
像
」
も
不
明
確
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
罰
す
る

の
は
、
限
り
な
く
「
思
想
処
罰
」
に
接
近
す
る
。
ベ
ー
リ
ン
グ
も
、
「
丑
の
刻
詣
り
」
等
の

「絶
対
的
不
能
未
遂
」
は
「
定
型
外

(aty,

(19
)
 

p
i
s
c
h
)
」
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
正
犯
の
「
不
能
未
遂
」
は
、
共
犯
に
と
っ
て
も
「
正
犯
像
」
を
欠
き
、
「
共
犯
未
遂
」
と
な
る
が
、

(20) 

「
正
犯
像
」
の
存
在
自
体
が
不
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
特
に
密
や
か
な
「
丑
の
刻
詣
り
」
は
殺
人
像
を
形
成
し
な
い
の
で
あ
る
。

(21) 

ベ
ー
リ
ン
グ
に
す
こ
し
遅
れ
て
、
ベ
ロ
ル
ッ
ハ
イ
マ
ー
も
、
「
可
罰
性
借
用
論
」
に
反
対
し
て
、
共
犯
は
「
み
ず
か
ら
の
足
」
で
大
地
に

へ
の
共
働
」
に
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

）
の
問
題
は
、
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注 さ
き
に
二
言
し
た
よ
う
に
、

立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
「
正
犯
像
へ
の
従
属
」
を
求
め
る
の
が
正
当
な
「
共
犯
従
属
性
論
」
で
あ
る
と
考
え
た
。

ベ
ロ
ル

ッ
ハ
イ
マ
ー
は
、
ベ
ー
リ
ン
グ
に
従

っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
共
通
の
思
想
に
出
た
こ
と
は
歴
然
と
し
て

い
る
。

わ
た
く
し
は
、

(22) 

こ
れ
に
対
し
て
、
ホ
ェ
ッ
プ
ナ
ー
は
、
ベ
ー
リ
ン
グ
に
反
対
し
て
、

「
現
実
の
正
犯
」
が
共
犯
の
前
提
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
し
か

し
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
の
「
正
犯
」
に
内
包
さ
れ
た
曖
昧
さ
が
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

へ
の
移
行
・
改
正
に
よ

っ
て
、
こ
の
問
題

(23) 

は

一
応
の
結
着
を
み
た
が
、
そ
れ
は
、
「
有
責
な
正
犯
」
か
ら
「
違
法
な
正
犯
」
へ
の
移
行
が
看
取
さ
れ
る
部
分
に
止
ど
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
「
正
犯
」
が

「
現
実
」
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
「
観
念
的
」
な
表
象
で
足
り
る
か
と
い
う
問
題
の
解
決
に
は
及
ば
な
か

っ
た

(24) 

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
の
趨
勢
は
、
両
者
の
混
清
の
上
に

「現
実
の
正
犯
」
を
想
定
し
て
き
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(25
)
 

ベ
ー
リ
ン
グ
は
、
「
極
端
従
属
性
論
」
を
採
る
か
「
制
限
従
属
性
論
」
を
採
る
か
は
立
法
者
の
選
択
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
観
念
的
な

正
犯
像
」

一
九
四
三
年
の
「
極
端
従
属
性
論
」
か
ら
「
制
限
従
属
性
論
」

へ
の
従
属
で
足
り
る
と
主
張
し
た
。
本
稿
は
、
ベ
ー
リ
ン
グ
の
示
唆
に
従

っ
て
、
共
犯
は

「制
限
従
属
性
論
の
正
犯
像
に
従
属

す
る
共
犯
」
と
し
て
の
「
現
実
の
正
犯
な
き
共
犯
」
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
不
法
な
正
犯
像
」
を
前

提
に
す
る

「共
犯
論
」
の
展
開
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
に
、
「
正
犯
像
」
す
ら
立
法
さ
れ
て
い
な
い
の
に

「
不
法
共
働
」
で
あ
る
こ
と

が
明
白
な

「自
殺
関
与
罪
（
刑
法
二
0
二
条
前
段
）
」
の
正
当
性
の
確
認
が
必
要
と
な
る
。

(l
)A.v

•Feu

e
rbach

, 
L
e
h
r
b
u
c
h
 d
e
s
 g
e
m
e
i
n
e
n
 in D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
 g
u
l
t
1
g
e
n
 p
e
m
l
i
c
h
e
n
 R
e
c
h
t
s
,
 11 A

ufl
.
 19

3
2
,
 §§ 

4lff.
,
 48ff.

な
お、

R.
v
.
 Hi

p
p
e
], 

D
e
u
t
s
c
h
e
s
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 I
L

 
1
9
3
0
,
 S.
 439ff.
,
 452ff.
,
 468ff.
,
 48

l
f
f
.
,
y
u
 &.ca!、
内

[E3XBH
・
抑

m
辻
i
瞑
臼
声
女
中
上
逸

8

(平
_
中

5
-
―
)

四
I

―
去
ハ
百
K
Z
5
T

。

ベ
ー
リ
ン
グ
に
従
っ
て
き
た
。
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(
2
)
R
.
 
V•Hippe!, 

S
trafrecht, 
II, 
S. 4
5
l
f
 .. 
4
76ff., 
48lff. 

(3)
内
田
文
昭
「
『受
託
傷
害
」
・
「自
傷
関
与
」
の
可
罰
性
ー

「正
犯
な
き
共
犯
」
肯
定
論
序
説
・
―
-
|」

神
奈
川
大
学
法
学
部
五
0
周
年
記
念
論
文
集
（
平

成
二
八
）
四
二
五
頁
以
下。

(
4
)
M
.
 v. 
Buri, D
i
e
 C
a
u
s
a
litat u
n
d
 i
h
r
e
 s
t
r
a
f
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
n
 B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
,
 1
8
8
5
`
S
.
 38ff.. 
4lff.

な
お
、
内
田
概
要
中
巻
四
―
―10
頁
以
下
。

(
5
)
M
.
 v. 
Buri, Causalitat, S. 
64. 

(
6
)

一
九
六
二
年
一

0
月
一
九
日
の
連
邦
裁
判
所
第
一
――
刑
事
部
判
決

(
B
G
H
.
Str. 
18, 
1963, S. 
87ff., 
89ff.)

は
、
―

一人
の
謀
殺
実
行
者
の
「
心
的
関
心

(i
n
n
e
r
e
 H
a
l
t
u
n
g
)
」
が
、
「
他
人
の
犯
罪
」
へ
の
関
与
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
「
実
行
す
る
耕
助
犯
」
し
か
認
め
な
か
っ
た
。
ロ
ク
シ
ン

(C.
R
o
x
i
n
,
 T
a
,
 

t
e
r
s
c
h
a
ft
 un
d
 T
a
th
e
r
r
s
c
h
a
f
t
,
 7
 Aufl. 2
0
0
0
`
S
.
 1
0
5
 A
n
m
.
 5
2
)

は
、
こ
れ
を
、
ブ
ー
リ
以
来
の
「
極
端
な
主
観
的
共
犯
論
」
の
再
来
で
あ
る
か
に
捉
え

よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
「
心
的
関
心
」
は
、
必
ず

「客
観
化
」
す
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
主
観
説
と
客
観
説
は
対
立
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
（
内
田
・
概
要
中
巻
―
――
六
八
頁
以
下
）
。
な
お
、
こ
の
第
三
刑
事
部
判
決
に
つ
い
て
は
、
後
出
‘
=
＿
・
三
注

(11)
。

(
7
)
E
.
 B
e
l
i
n
g
,
 D
i
e
 L
e
h
r
e
 v
o
m
 V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
 1
9
0
6
`
S
.
 234ff., 
416ff., 
426. 

(
8
)
D
.
 48. 
19. 
1
8
1
1
c
o
r
p
s
 iuris 
civilis, I, 
D
.
 A
l
b
e
r
t
u
s
 et, 
1848, P. 
918.

な
お
、
内
田

・
概
要
中
巻
三
五
四
頁
以
下
。

(
9
)
K
.
 B
i
r
k
m
e
y
e
r
,
 D
i
e
 L
e
h
r
e
 v
o
n
 d
e
r
 T
e
i
l
n
a
h
m
e
,
 1
890, S. 
15ff., 
83ff., 
144ff.̀
266ff. 

(
1
0
)
K
.
 B
i
r
k
m
e
y
e
r
,
 L. 
v. 
T
.
 S. 
144ff., 
266ff. 

(
1
1
)
K
.
 B
i
r
k
m
e
y
e
r
,
 L. v. 
T. S. 
180ff.

こ
れ
に
つ
き
、
内
田
文
昭

「共
犯
の
罪
数
」
神
奈
川
法
学
三
六
巻
二
号

一
八
九
頁
以
下
。

(
1
2
)
K
.
 B
i
r
k
m
e
y
e
r
,
 L. 
v. 
T
.
 S. 
153. 

(
1
3
)
K
.
 B
i
r
k
m
e
y
e
r
,
 L. v. 
T
.
 S. 
120ff., 
158ff. 

(14)
責
任
能
力
を
欠
く
精
神
病
者
や
一
四
歳
未
満
の
刑
事
未
成
年
者
の
「
犯
行
」
は
「
正
犯
行
為
」
で
あ
る

（前
注

(13)
）。

し
か
し
、
正
当
防
衛
・
緊
急
避

難
は
こ
れ
を

「
正
犯
行
為
」
と
呼
ぶ
必
要
は
な
い
。
大
手
術
に
成
功
し
た
医
師
を
「
傷
害
の
正
犯
」
と
呼
ぶ
の
も
愚
か
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
こ
と

を
明
確
に
し
た
の
は
、

一
九
七
百
年
改
正
の
ド
イ
ツ
刑
法
―
一
六
条
・
ニ
七
条
で
あ
っ
て
、
一
八
七
一
年
ド

イ

ツ
刑
法
四
八
条
•
四
九
条
も
、

一
九
四
三
年
改

正
の
四
八
条
•
四
九
条
も
、
明
確
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
外
科
手
術
」
は
、
「
刑
罰
が
科
さ
れ
た
行
為
」
（旧
四
八
条
•
四
九
条
）
に
は

該
当
す
る
が
、
新
二
六
条
・
ニ
七
条
の
「
違
法
な
行
為
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
出
、
二
注

(23)
。

(
1
5
)
K
.
 B
i
r
k
m
e
y
e
r
,
 L. 
v. 
T. S
.
1
4
6
,
 163, 
179. 

(
1
6
)
E
.
 B
e
l
i
n
g
,
 L•V. 

V
.
 S. 
390ff., 
403ff., 
4
16ff.̀
453ff.; 
ders. G
r
u
n
d
z
u
g
e
 d
e
s
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
,
 
11 Aufl. 
1930, S. 
34ff., 
3
7
`
6
0
f
f
 

(
1
7
)
E
.
 B
e
l
i
n
g
,
 G
r
u
n
d
z
u
g
e
,
 11 Aufl. S. 
37. 
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(
1
8
)
E
.
 Be

l
m
g
`
L
.
 
V•V

. 
S
.
 

416ff.
,
 453ff.; 

d
e
r
s
.
 Me

t
h
o
d
i
k
 d
e
r
 G
e
s
e
t
z
g
e
b
u
n
g,
 19

2
2
,
 S.
 

92ff.
｀
188ff. 

(
1
9
)
E
.
 Be

l
i
n
g
,
 L. 

v
.
 V
.
 

S
.
 

416£
.
 

す
で
に
、

一
九

0
0年
六
月
ニ―

日
の
帝
国
裁
判
所
第

一
刑
事
部
判
決

(R
G
.S
t
r
,
 

3
3
,
 19

0
0
,
 

S
.
 

32lff.
,
 

322£.)

は
、
夫
を
祈
り
殺
そ
う
と
し
た
妻
は
人
倫

に
は
反
す
る
が
、
殺
人
で
は
な
い
と
し
て
い
た
。
内
田
・
概
要
中
巻
三
八

一
頁
注

(16
)。

(
2
0
)
E
.
 Be

l
i
n
g
`
L
.
 V
.
 V
.
 

S
.
 

466ff.
前
注

(19
)
。

(
21
)
H
.
 Be

r
olz
h
e
i
m
e
r
`
D
i
e
 a
k
z
e
s
s
o
r
i
s
c
h
e
 N
a
t
u
r
 d
e
r
 T
e
i
l
n
a
h
m
e
,
 19

0
9、
S
.
lff., 14ff.疇
5
3ff.

(
22
)
W
.
 Ho

p
f
n
e
r
,
 Be

m
e
r
k
u
n
g
e
n
 z
u
 B
e
li
n
g
s
 L
e
n
r
e
 v
o
n
 d
e
r
 T
e
i
l
n
a
h
m
e
,
 ZS

t
r
W
.
 27
,
 19

0
7
,
 S.
 

465ff.
,
 466ff. 

(23)
前
注

(14)
。

(24)
内
田
・
神
奈
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
三
八
頁
以
下
、
四
四

0
頁
以
下
。
な
お
、
後
出
六
注

(27
)

（

28
)

（

29
)。

(25
)
E
.
 

B
e
li
n
g,
 Me

t
h
o
d
i
k
,
 S.
 103£. 

共
犯
独
立
性
論
に
と
っ
て
は
、
正
犯
は
論
理
的
に
は
共
犯
の
前
提
で
あ
っ
た
が
、
解
釈
論
上
は
共
犯
の
前
提
で
は
な
い
。
そ
れ
故

に
こ
そ
、
共
犯
の
独
立
処
罰
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
共
犯
従
属
性
論
で
は
、
解
釈
論
上
も
正
犯
な
し
に
は
共
犯
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
現
実
の
正
犯
」
を
要
請
す
る
立
場
で

は
、
さ
ら
に
、
「現
実
の
正
犯
」
な
し
に
は
共
犯
も
存
在
し
え
な
い
。
こ
れ
が
学
説
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。

(
l
)
 

M
.
E
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、
「
実
行
行
為
（
構
成
要
件
実
現
行
為
）
」
に
従
属
す
る
の
が
「
共
犯
」
で
あ
る
と
す
る
「
最
小
（
少
）
限
従
属

形
式
」
と
、
「
構
成
要
件
実
現
の
違
法
行
為
」
に
従
属
す
る
の
が
「
共
犯
」
で
あ
る
と
す
る
「
制
限
従
属
形
式
」
と
、

「構
成
要
件
実
現
の

違
法
・
有
責
行
為
」
に
従
属
す
る
の
が

「共
犯
」
で
あ
る
と
す
る
「
極
端
従
属
形
式
」
の
三
つ

の
従
属
形
式
に
分
類
し
た
上
、
正
犯
に
「
加

共
犯
従
属
性
論
と
処
罰
の
間
隙
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重
・
減
免
事
由
」
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
「
共
犯
」
も
そ
の
影
響
を
受
け
る
と
す
る
「
誇
張
従
属
形
式
」
を
採
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
の
「
隷
属
形
式
」
は
「
完
全
従
属
形
式
」
を
想
定
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
う
ち
、
「
最
小
（
少
）
限
従
属
形
式
」
を
採
る
こ
と
は
非
常
識
で
あ
る
。
「
外
科
手
術
」
等
の

「
正
当
行
為
」
も
「
傷
害
罪
」

の
構

成
要
件
に
該
当
し
、
看
護
師
等
が
そ
の
「
共
犯
」
と
さ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方、

「誇
張
従
属
形
式
」
や

「完
全
従
属
形
式
」
を

採
る
こ
と
も
、
逆
の
意
味
で
非
常
識
で
あ
る
。
共
犯
の
成
立
が
余
り
に
も
制
約
さ
れ
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
正
犯
の
個
人
的
な
事
情
が
共

犯
の
成
立
を
妨
げ
る
と
い
う
の
は

「個
人
責
任
の
原
則
」
に
反
す
る
。
共
犯
は
、

「
み
ず
か
ら
拡
張
さ
れ
た
構
成
要
件
」
を
実
現
し
、
「
違

(2) 

法
（
不
法
）
を
共
働
」
し
、
「
み
ず
か
ら
の
責
任
」
を
負
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
M
.
E
・
マ
イ
ヤ
ー
も
、
「
制
限
従
属
形
式
」
を
採
る
こ

と
を
提
唱
し
た
。

二

―
九
四
三
年
の
改
正
に
よ
り
、
さ
き
に
も

一
言
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
、

「制
限
従
属
形
式
」
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(3) 

リ
オ
ン
の
提
言
が
容
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
責
任
無
能
力
者
へ
の
共
犯
」
が
肯
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
刑
法
四
八
条
・

四
九
条
と
違

っ
て
、
わ
が
刑
法
六

一
条
・
六
二
条
は
、

「制
限
従
属
形
式
」
を
採
用
し
た
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か

っ
た
。
明
治
四

0
年

（
一
九

0
七
年
）
以
来
、
わ
が
刑
法
六
一
条
・

六
二
条
は
何
の
変
更
を
も
受
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で

重
要
な
の
は

、

「極
端
従
属
形
式
信
奉
者
」
に
と
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
旧
四
八
条
•
四
九
条
は

「正
犯
な
き
共
犯

」
を
肯
定
し

た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
責
任
無
能
力
者
へ
の
共
犯
」
は
、
「
極
端
従
属
形
式
」
に
と
っ
て
は

「正
犯
な
き

共
犯
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
責
任
無
能
力
者
へ
の
加
担
は
間
接
正
犯
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、

「見
せ
掛
け
」

(5
)
 

の
解
決
策
を
提
示
し
た
だ
け
で
あ
る
。
責
任
無
能
力
者
が
「
道
具
」
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
操
り
人
形
」
に

な
り
切
れ
な
か
っ
た

「責
任
無
能
力
者
」
は
「
無
罪
」
で
も
、
「
操
ろ
う
と
し
た
者
」
は
皆

「共
犯
」
で
あ
る
。
や
は
り
、
「
正
犯
な
き
共

犯
」
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
「
制
限
従
属
形
式
」
を
採
り
、
「
間
接
正
犯
」
と
い
う
便
法
に
訴
え
な
い
限
り
、
「
責
任
無
能
力
者
」
へ
の
共
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法
」
と
す
る
の
は
正
当
な
制
限
従
属
性
論
で
は
な
い
。

働
は
「
無
罪
」
と
な
り
、
大
き
な
処
罰
の

「
間
隙
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
当
な
処
罰
は
許
さ
れ
な
い

が
、
不
当
な
無
罪
も
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
制
限
従
属
形
式
」
は
、
さ
ら
に

「
正
当
行
為
へ
の
加
担
」
に
も
看
過
で
き
な
い
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。
通
常
の
「
外
科
手
術
へ
の
共
働
」

は
「
合
法
共
働
」
で
あ
る
か
ら
「
共
犯
」
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
「
正
当
防
衛
」
・
「
緊
急
避
難
」
へ
の
「
共
働
」
は
「
不
法
共
働
」

と
な
る
こ
と
が
あ
る
。「
正
当
防
衛
へ
の
共
働
」

等
は
「
共
同
正
当
防
衛
」
た
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
正
当
防
衛
の
利
用
」
や

「緊
急
避

(6
)
 

難
へ
の
便
乗
」
は
「
不
法
共
働
」
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
A
が
B
を
殺
す
た
め
に
虚
言
を
弄
し
、

C
が
狙

っ
て
い
る
か
ら
機
先
を
制
し
て

C
を
攻
撃
し
た
方
が
よ
い
と
申
し
向
け
、

C
に
嬰
い
掛
ら
せ
た
が
、
武
芸
に
秀
い
で
た

C
は
難
な
く
「
正
当
防
衛
」
に
出
て

B
を
殺
し
た

場
合
と
か
、
後
に
改
め
て
検
討
す
る
が
、
依
頼
を
受
け
て
堕
胎
に
応
じ
た
無
免
許
医
が
、

「
同
意
堕
胎
（
刑
法
ニ
―
三
条
）
」
に
失
敗
し
て

妊
掃
の
「
生
命
の
危
機
」
を
招
き
、
専
門
医
の
適
切
な
処
置
に
よ
り
妊
婦
は
助
か
っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
「
不
法
共
働
」

に
出
た
が
故
に
「
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
A
は、

C
の
正
当
防
衛
を
「
利
用
」
し
て
目
的
を
達
し
、
無
免
許
医
は
、
専
門

医
の
緊
急
避
難
に

「便
乗
」
し
て
事
無
き
を
え
た
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
合
法
行
為
」
に
併
行
し
た

「不
法
共
働
」
を
認
め
る
べ
き
で
あ

(
7
)
 

る
。
ベ
ー
リ
ン
グ
も
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
ま
た
、
専
門
医
の
緊
急
避
難
に
関
し
て
は
、
大
正

一
0
年
五
月
七
日
の
大
審
院
判
決
が
貴
重
で

(
8
)
 

あ
る
。
後
に
改
め
て
検
討
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
制
限
従
属
形
式
」
を
形
式
的
に
墨
守
し
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
「
無

(9
)

（

10
)
 

罪
」
で
よ
い
と
い
う
。
到
底
是
認
で
き
な
い
。
ベ
ー
リ
ン
グ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
行
為
も
不
法
も
、
各
個
人
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

共
犯
自
身
の
「
違
法
（
不
法
）
」
を
要
請
す
る
限
り
、
「
制
限
従
属
形
式
」
に
は
不
当
な
「
処
罰
の
間
隙
」
は
な
い

こ
と
に
な
る
。

刑
法
は
、
「
不
法
」
を
禁
圧
す
れ
ば
足
り
る
。
「
一
般
予
防
」
の
目
的
も
達
成
さ
れ
る
。
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
へ
の
加
担
を
す
べ
て

「合



111 正犯なき共犯論の展開 (383) 

か
ら
で
あ
る
。

「
現
実
の
正
犯
」
を
必
要
と
す
る
か
「
表
象
さ
れ
た
正
犯
」
で
足
り
る
か
は
、
現
実
の
正
犯
と
表
象
さ
れ
た
正
犯
と
が
、
喰
い
違
う

場
合
に
問
題
と
な
る
。
正
犯
の

「
殺
人
行
為
」

を
表
象
し
て
実
行
行
為
者
を
教
唆
し
た
と
こ
ろ
、
正
犯
は
「
過
失
行
為
」
に
出
た
に
過
ぎ

な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
が
典
型
で
あ
る
。

(II
)
 

M
.
E
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、

「過
失
犯
へ
の
故
意
の
共
犯
」
を
認
め
な
が
ら
も
、
共
犯
従
属
性
論
は
、
共
犯
の

「刑
」
も
「
過
失
犯
の
そ
れ
」

に
止
ど
ま
る
不
都
合
な
結
果
と
な
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

M
.
E
・
マ
イ
ヤ
ー
が
「
現

実
の
正
犯
」
に
拘
泥
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
表
象
さ
れ
た
正
犯
」
が
故
意
犯
で
あ
る
と
き
は
、
共
犯
も
「
故
意
犯
の
共
犯
」
と
さ
れ
る
べ
き

(12) 

で
あ
る
。
「
共
犯
者
が
表
象
し
た
正
犯
像
へ
の
共
犯
」
と
い
う
発
想
は
、
「

M
.
E
・
マ
イ
ヤ
ー
の
不
都
合
な
結
果
」
と
い
う
解
釈
論
上
の

難
問
を
氷
解
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
大
な
成
果
で
あ
る
。「
表
象
さ
れ
た
正
犯
」
で
足
り
る
と
主
張
す
る
ベ
ー
リ
ン
グ
は
「
故
意
犯

へ
の
共
犯
」
を
肯
定
し
て
し
か
る
べ
き
筈
の
と
こ
ろ
、
明
確
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
自
然
的
正
犯
・
共
犯
論
」
を

(13)

（

14) 

主
唱
す
る
ザ
ウ
ア
ー
が
、
「
故
意
犯
へ
の
共
犯
」
に
好
意
的
で
あ
る
。
昭
和
五
四
年
一
月
二
四
日
の
京
都
地
裁
舞
鶴
支
部
判
決
が
、
「
重
過

失
致
死
罪
に
対
す
る
殺
人
料
助
犯
」
の
成
立
を
肯
定
す
る
。
正
当
で
あ
る
。

問
題
は
、
「
錯
誤
」
の
場
合
だ
け
に
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
同
意
堕
胎
」
に
失
敗
し
た
被
告
人
（
無
免
許

医
か
ど
う
か
判
然
と
は
し
な
い
が
重
大
な
問
題
で
は
な
い
）
が
、
専
門
医
の
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
い
う
大
正

一
0
年
五
月
七

日
の
大
審
院
判
決
の
事
案
も
、
こ
の
関
係
で
貴
重
な
示
唆
を
提
示
す
る
。
「正
当
行
為
の
利
用

・
便
乗
」
は
、

な
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
一
義
的
に
「
教
唆
犯
」
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
正
当
な
考
え
に
達
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る

題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
義
的
に
「
間
接
正
犯
」
と

尤
も
、
以
上
の
考
量
は
、
「
現
実
的
な
正
犯
」
か

「表
象
さ
れ
た
正
犯
」
か
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
従
属
性
の

「程
度
」
は
、
こ
の
問
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で
あ
る
と
す
る
考
え
は
こ
れ
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五 右
判
決
の
被
告
人
の
心
中
に
去
来
す
る
の
は
最
早
「
同
意
堕
胎
」
で
は
な
い
。
専
門
医
の

「業
務
上
堕
胎
像
」
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け

(15
)
 

で
あ
る
。
大
審
院
は
、
医
師
の

「正
当
業
務
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
」
で
あ
る
と
判
示
し
た
が
、
医
師
の
緊
急
避
難
へ
の
教
唆
犯
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
医
師
は
、
被
告
人
の
道
具
と
し
て
操
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
告
人
は
、
「
み
ず
か
ら
描

い
た
正
犯
像
」
へ
の
教
唆
犯
で
あ

っ
て
、
消
失
し
た
同
意
堕
胎
罪
の
教
唆
犯
の
限
度
で
責
任
を
負
え
ば
足
り
る
わ
け
で
も
な
い

(16
)
 

八
条
二
項
）
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

恋
敵
を
痛
い
目
に
遭
わ
せ
よ
う
と
し
て
、
虚
言
を
弄
し
て
警
察
官
の
現
行
犯
逮
捕
を
悠
洒
し
た
悪
友
は
、

「正
当
業
務
行
為
」
を
悪

(17) 

用
し
た
「
不
法
共
働
」
で
あ
る
。

「
合
法
行
為
に
併
行
す
る
不
法
共
働
（
混
合
的
不
法
共
働
）
」
を
是
認
す
る
限
り
、
「
制
限
従
属
形
式
」
に
は
「
処
罰
の
間
隙
」
は
な
い
と

い
っ
て
よ
い
。
尤
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
「
合
法
行
為
」
が
不
法
共
働
を
凌
駕
す
る
こ
と
が
あ
る
。
共
働
者
の

一
人
の
失
敗
を
他
の
全
員

が
協
力
し
て
補
正
で
き
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
逆
に
、
無
免
許
医
の
失
敗
を
補
正
す
る
た
め
に
専
門
医
が
全
力
を
傾
注
し
た
が
、
妊
婦

の
異
常
体
質
の
故
に
救
命
で
き
な
か

っ
た
よ
う
な
場
合
も
あ
ろ
う
。
専
門
医
は

「偶
然
の
失
敗
」
に
責
任
を
負
う
必
要
は
な
い
が
、
当
初

の
無
免
許
医
の

「
同
意
堕
胎
傷
害

（刑
法
ニ
―
三
条
後
段
）」

が
消
失
す
る
謂
れ
は
な
い
。「
混
合
的
不
法
共
働
」
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ

う
に
「
浮
動
的
」
な
結
末
が
想
定
さ
れ
る
が
、
「
不
法
も
各
人
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
解
決
す
れ
ば
足
り
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
不
法
共
働
同
志
の
両
立
・
併
立
形
態
（
真
正
の
不
法
共
働
）
」
で
は
、
当
初
か
ら
の
「
不
法
共
働
」
が
ほ
ぽ
固
定
さ

れ
た
ま
ま
推
移
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
の
問
題
も
、
よ
り
鮮
明
な
「
か
た
ち
」
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
い
か
に

考
え
る
べ
き
か
。
こ
れ
も
、
本
稿
の
最
重
要
課
題
の
―
つ
で
あ
る
。

四

「
制
限
従
属
形
式
」
の
下
で
は
、
「
正
当
行
為
へ
の
関
与
」
は
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら

「
不
可
罰
」

（刑
法
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な
い
。 わ

が
刑
法
三
七
条
の
下
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
生
命
対
財
物
の
衝
突
の
よ
う
な
場
合
は
勿
論
の
こ
と
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
の
よ

(18) 

う
に
生
命
対
生
命
の
衝
突
の
場
合
を
含
め
て
、
「緊
急
避
難
」
は
す
べ
て

「違
法
阻
却
」
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
ド
イ

ツ
刑
法
は
、
「
違
法
阻
却
緊
急
避
難

（三
四
条
）
」
と
「
責
任
阻
却
緊
急
避
難
（
三
五
条
）
」
を
区
別
す
る
か
ら
、
制
限
従
属
形
式
の
下
で
は
、

違
法
阻
却
緊
急
避
難
へ
の
関
与
は
「
共
犯
た
り
え
ず
」
、
責
任
阻
却
緊
急
避
難
へ
の
関
与
は
「
共
犯
た
り
う
る
」
が
、
関
与
者
自
身
に
「
適

(19
)
 

法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は

「赦
さ
れ
う
る
」
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
易
い
。

し
か
し
、
実
は
、
そ
の
よ
う
な
形
式
的
な
区
別
で
は
な
く
し
て
、
緊
急
避
難
へ
の

「協
力
」・

「支
援
」
か
、
緊
急
避
難
の
「
誘
発
」

・
「便

(20) 

乗
」
か
と
い
う
実
質
的
な
区
別
に
訴
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ル
ド
ル
フ
ィ
ー
が
、

「緊
急
避
難
」
は
違
法
性
を

「減
弱
」
さ
せ
る
こ
と
は(21

)
 

あ
っ
て
も
、

「
違
法
阻
却
」
を
認
め
て
は
い
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
緊
急
避
難
を
促
進
す
る
関
与
者
は
「
赦
さ
れ
て
よ
い
」
と
し
、

ロ
ク
シ
ン

が
、
責
任
阻
却
緊
急
避
難
に
関
与
し
た
「
部
外
者
」
が

「赦
さ
れ
る
謂
れ
は
な
い
」
と
し
て
い
る
の
も
、
「
極
端
従
属
形
式
」
か
「
制
限
従

属
形
式
」
か
の
形
式
面
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
緊
急
避
難
の
実
質
が
そ
の
「
誘
発
l

.

「便
乗
」
迄
を
も
「
合
法
共
働
」
と
し
て
は
な

(22
)
 

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
し
示
す
議
論
に
出
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
ま
た
、
ロ
ク
シ
ン
が
、

「正
当
救
助

(N
o
,

t
h
i
f
e
)

」
を

「合
法
共
働
」
と
み
る
の
も
当
然
な
の
で
あ
る
。「
正
当
救
助
」
は
、
「
正
当
防
衛
の
代
行
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

窟

な
お
、
最
近
、
グ
ロ

ッ
フ
は
、
「
不
法
従
属
」
も
不
要
な

「最
小

（
少
）
限
従
属
形
式
」
を
採
る
が
、
大
手
術
を
終
え
た
医
師
を

「
傷
害

罪
の
正
犯
」
と
し
、
協
力
者
を

「
そ
の
財
助
犯
」
と
す
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
到
底
承
服
で
き
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

さ
ら
に
ま
た
、
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
の
「
実
行
者
」
を

「正
犯
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
実
益
も
な
い
し
、
「
関
与
者
を
殺
傷
罪
の
共
犯
」
と

す
る
こ
と
も
意
味
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
「共
同
正
当
防
衛
」
は
「
殺
傷
罪
の
共
同
正
犯
」
た
り
え
な
い
し
、
正
当
防
衛
の

「支
援

者
」
も
、
「殺
傷
罪
の
共
犯
」
で
は
な
い
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、

「正
当
防
衛

・
緊
急
避
難
の
悪
用
・
便
乗
者
l

が

「共
犯
」
と
な
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(
1
)
M
.
 

E
.
 Ma

y
e
r
,
 De

r
 Al
l
ge
m
e
m
e
 T
e
i! 
d
e
s
 D
e
u
tsc
h
e
n
 Strafrechts
,
 

2
 A
u
fl
.
 

1
9
2
3
,
 S
.
 

3
8
7
f
f
.
,
 3

9
0
f
f
.
,
 4

0
5
f
f
.
,
 4

1
1
.
 

(2
)
M
.
 

E
.
 Ma

y
e
r
.
 De

r
 A
li
g
.
 T.
 S.
 

4
1
1. 

(3
)
T
h
.
 Li
o
n
,
 

Ist B
e
ihi
lfe
 z
u
m
 S
e
lb
s
g
o
r
d
 s
trafbar ?,

 G
A
.
 

1
8
5
8
,
 S
.
 

4
5
8
f
f
.
,
 4

6
5
.

こ
れ
に
つ
き
、
内
田
文
昭

「受
託
殺
人
・
自
殺
関
与
の
可
罰
性
ー

「正

犯
な
き
共
犯
」
肯
定
論
序
説
」
町
野
朔
先
生
古
稀
記
念
上
巻

（
平
成
―
一六）

――
―
六
一
頁
以
下
、
一＿
一八
四
頁
注

(108)
、
三
九
0
頁
。

(4
)
M
.
 E
.
 Ma

y
e
r,
 De

r
 A
li
g
.
 T.
 S.
 

3
7
6
f
f
.
 

(5
)
「間
接
正
犯
」
と
い
う
観
念
は
「
不
幸
な
生
れ
」
で
あ
っ
た
（
内
田
・
概
要
中
巻
四
五
二
頁
以
下
）
。
そ
れ
は
、

「教
唆
犯
の
代
用
品
」
で
は
な
く
し
て
、

「
直
接
正
犯
」
と
並
ぶ
「
正
犯
」
な
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
新
二
五
条
一
項
は
こ
の
こ
と
を
宣
言
し
た
。

最
決
昭
和
五
八
年
九
月
ニ―

日
刑
集
三
七
条
七

号
一
〇
七

0
頁
も
同
様
で
あ
る
。
「
教
唆
犯
た
り
え
な
い
行
為
」
は
こ
れ
を
「
無
罪
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
教
唆
犯
た
り
え
な
い

よ
う
な

「取
る
に
足
り
な
い
行
為
」
は
、
い
か
な
る
事
情
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
決
し
て
「
間
接
正
犯
」
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
内
田
文

昭

「間
接
正
犯
と
自
手
犯
」
神
奈
川
法
学
四
四
巻
ニ
・

三
号
一

四
七
頁
以
下
、
ニ
―
一
頁
以
下
。
な
お
、
後
注

(15)
。

(
6
)
わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
な
形
態
を
「
混
合
的
不
法
共
働
」
と
呼
び
た
い
。
合
法
行
為
に
「
併
行
す
る
不
法
共
働
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
出
、

三

・
一
注

(47)
。
さ
ら
に
後
注

(7
)
（
8
)
（15
)。

(
7
)
E
.
 Be

li
n
g,
 L. 

v
.
 

V
.
 

S
.
 

4
2
6
,
 4

5
4
.

な
お
、

C
.
R
ox
in
,
 St

rafrecht. A
li
g
.
 T. I, 

4
 A
ufl
.
 

2
0
0
6
,
 S
.
 

9
9
0
f
.
 

(
8
)
大
判
大
一

0
年
五
月
七
日
刑
録
二
七
輯
二
五
七
頁
以
下
。
後
注

(15)
。

(9)
町
野
朔
「
惹
起
説
の
整
備
・
点
検
ー
共
犯
に
お
け
る
違
法
従
属
と
因
果
性
ー
」
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
（
平
成
六
）
ー
ニ
ニ
頁
以
下
‘

―
ニ
ニ
頁
以
下
。

(
10
)
E
.
 Be

li
n
g,
 L. 

v
.
 

V
.
 

S
.
 

2
3
4
f
f
.

な
お
、
後
出
、

三

・一

注

(42
)。

(
11
)

M
.
 E.
 Ma

y
e
r
.
 De

r
 A
li
g
.
 T. S
.
 

4
0
8
.
 

(12)
後
出
‘

-――・ニ
注

(
11
)

（15
)。
な
お
、
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ツ

(H
.U
.
 

K
a
n
toro
w
ic
z
,
 

D
e
r
 Strafg
e
s
e
t
z
e
n
t
w
u
r
f
 u
n
d
 W
i
sse
n
s
c
h
a
f
t,
 

M
K
r
.
 
u
.
 

Strf R. 

7
,
 1

9
1
0ー

1
9
1
1.
S
.
 

2
5
9
f
f
.
.
 3

0
6
f
f
.
.
 3

0
8
f
.
)
 
~
、
「土
ハ
知
苫
口
身
」
が
”
羊
が
知

(
L
ャ
ニ
止g
Bの
「
北
ハg
B」
レh
は
る
こ
と
を

明
碑
モ
に
す
る
。
わ
た
く
し
も
、
「共
犯
が
み
ず
か

ら
が
表
象
し
た
正
犯
」
へ
の
共
犯
に
従
属
す
る
の
で
あ
っ
て
「
現
実
の
正
犯
」
に
従
属
す
る
の
で
は
な
い
と
考
え
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
内
田
文
昭

・
過
失

注

り
う
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
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と
共
犯
（
総
判
研
・
刑
法

(26)
）
（
昭
四

0
)
一
七
八
頁
以
下
、

一
八
0
頁
以
下
。

(
1
3
)
W
.
 

S
a
u
e
r
,
 

A
ll
g
e
m
e
in
e
 St
r
a
i
r
e
c
h
t
s
le
h
r
e
,
 

3
 A
u
ll..
 

1
9
5
5
,
 S
.
 

3
0
3
f
f
.
,
 2

5
3
f
f
.

な
お
、
内
田
・
総
判
刑

(26)

五
―
―
頁
以
下
。

(14)
京
都
地
裁
舞
鶴
支
判
昭
和
五
四
年
一
月
二
四
日
判
時
九
五
六
号

一
三
五
頁
。
こ
れ
に
つ
き
、
内
田

・
概
要
中
巻
五

一
六
頁
注

(
7
)。
さ
ら
に
、
後
出
、

三
・
＿

注

(46)
。
な
お
前
注
(
1
2
)
0

(15
)
前
注

(
8
)
の
大
審
院
判
決
は
、
「
同
意
堕
胎
」
に
着
手
し
て
失
敗
し
、
妊
婦
・
胎
児
に
重
大
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
被
告
人
に
は
、
医
師
の
「
正
当
業

務
行
為
ヲ
利
用
シ
テ
堕
胎
ヲ
遂
行
シ
タ
ル
者
二
外
ナ
ラ
サ
ル
カ
故
二
堕
胎
罪
ノ
間
接
正
犯
ヲ
以
テ
論
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
判
示
し
た
（
刑
録
二
七
輯
二
六

一頁）
。
被
告
人
は
、
妊
婦
の
子
宮
に
ガ
ー
ゼ
を
挿
入
、
出
血
を
招
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
被
告
人
の
心
中
に
去
来
す
る
の
は
、
最
早
「
同
意
堕
胎
」
で

は
な
い
。
医
師
に
依
頼
し
た
「
業
務
上
堕
胎
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
医
師
を

「道
具
」
と
し
て
利
用
し
た
の
で
は
な
く
し
て
、
「
教
唆
」
し
た
の
で
あ
る
。

医
師
の
緊
急
避
難
に
併
行
し
た
不
法
共
働
、
即
ち
「
混
合
的
不
法
共
働
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

同
時
に
、
「
間
接
正
犯
」
の
曖
昧
さ
を
も
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
。
平
野
龍

一
・
刑
法
総
論

II
（昭
和
五

0
)
三
六
二
頁
の
批
判
は
、
事
案
が
「
間
接
正
犯
」
を
肯
定
さ
せ
る
に
足
り
な
か
っ
た
こ
と
を

指
摘
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。
な
お
、
島
田
聡

一
郎
「
適
法
行
為
を
利
用
す
る
違
法
行
為
」
立
教
法
学
五
五
号
二
二
貝
以
下
、
八
八
頁
注

(170)
。

「
間
接
正
犯
」
は
、
シ
ュ

ー
バ
ー
ト

(
M
.S
c
h
u
b
a
r
th
,
 

E
ig
e
n
h
a
n
d
i
g
e
s
 D
e
li
k
t
 u
n
d
 m
itte
lb
a
r
e
 T
a
t
e
r
s
c
h
aft
,
 

S
c
h
w
.
N
.
 

f. 
S
t
r
 R
.
1
1
4
,
 1

9
9
6
,
 S
.
 

3
2
5
f
f.)
 

の
「
操
り
人
形
師
l

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
生
活
の
要
請
の
産
物
で
あ
っ
て
、
ロ
ク
シ
ン

(
C
.
R
o
xin
,
 

S
tr
a
f
r
e
c
h
t,
 Ali
g
.
 T.
 II, 2

0
0
3
,
 S
.
 

1
0
6
f
f., 
6
7
l
f
f
.
,
 

7
5
9
ff., 
7
7
 4ff.
,
 7

9
1
)

の
「
芸
式
致
8

犯
」
の
産
物
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
務
員
が
、
非
公
務
員
の
妻
に
「
収
賄
」
を
指
示
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
常
に
「
間

接
正
犯
」
た
り
う
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

「緊
急
救
助
義
務
違
反
」
は
常
に
「
違
反
者
」
の
す
べ
て
に
「
同
じ
刑
罰
」
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
も

な
い
の
で
あ
る
（
後
出
‘
-―ー
・
一
注

(35)
以
下
、

五
注

(29)
以
下
）
。
な
お
、
前
注

(
5
)
。

(16)
こ
の
よ
う
な
視
座
に
お
い
て
は
、
刑
法
六
五
条
二
項
は
、
各
共
働
者
が

「
み
ず
か
ら
の
不
法
に
対
す
る
責
任
」
を
負
う
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
と
考

え
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
内
田
・
概
要
中
巻
四
三
四
頁
以
下
、
五
四
九
以
下
、
五
五
五
頁
注

(
l
)、
五
五
六
頁
注

(2
)。

(
17
)

M
.
 

E
.
 

M
a
y
e
r
,
 

D
e
r
 A
li
g
.
 

T
.
 

S
.
 

3
9
1

も
、
「
懲
戒
権
」
の
行
使
を
支
援
し
た
者
を
「
共
犯
」
と
す
る
「
最
小
（
少
）
限
従
属
形
式
」
の
採
用
を
否
定
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
理
由
は
、

「合
法
共
働
l

し
か
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
混
合
的
共
働
」
で
は
、
「
合
法
行
為
」
を
利
用
し
た
者
迄

を
も
「
無
罪
」
と
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
者
は
、
「
間
接
正
犯
」
た
り
う
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
共
犯
」
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
前
注

(15)
、

後
出
、

三
・
一

注

(46)
（
47
)。

(18)
内
田
・
概
要
中
巻

―
二
0
頁
以
下
。

(19
)
こ
れ
が
、
従
来
の
通
説
で
あ
る
。
前
出
、
注

(14)
以
下
、

＿
注

(28)
以
下
。

一
八

一
頁、

二
0
九
頁
、
内
田

・
概
要
中
巻
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(20)H.]. R
u
d
o
l
p
h
i
.
 1st die T
e
i
l
n
a
h
m
e
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n
 e
m
e
r
 N
o
t
s
ta
n
d
s
tat. 1. 
S. 
d
e
r
 §§ 
5
2
.
 5
3
 A
b
s
.
 3
 u
n
d
 5
4
 S
t
G
B
 s
tr
a
f
b
a
r
.
N
S
t
r
W
.
 7
8
.
 1
9
5
6
.
 S. 6
7
f
f
.
.
 7
4
f
f
.『

84ff•. 

8
9
f
f
.
 
9
l
f
f
.
,
 
9
8
f
.
 

(
2
1
)
C
.
 R
o
x
i
n
`
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
.
 A
lig. 
T
.
 I. 
4
 
A
u
fl 
S. 9
9
0
f
.
 

(
2
2
)
C
.
 R
o
x
i
n
.
 Strafrecht. Alig. 
T. I

,
 
4
 
A
u
fl. 
S. 7
1
3
f
f
.
 

(
2
3
)
W
.
 G
r
o
p
p
,
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
`
A
l
i
g
.
 
T. 3
 
Aufl. 2
0
0
5
.
 
S. 3
5
2
£
 

カ
ン
ト
は
、

「自
殺
」
を

「自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
違
反
の
不
法
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
人
は

「生
き
る
義
務
」
を
背
負
っ
て
い

る
か
ら

「自
殺
」
は

「
不
法
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
心
共
に
疲
れ
果
て
て
、

「
み
ず
か
ら
の
命
」
を
断
っ
た
人
を
非
難
す
る
の
も

「理

(2
)
 

性
的
」
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
「
赦
免
」
を
与
え
て
よ
い
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(3
)
 

こ
れ
に
対
し
て
、
初
期
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
人
は
義
務
を
達
成
す
る
た
め
に
は
「
死
ぬ
権
利
」
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た

が
、
や
が
て
、
考
え
を
改
め
、
「
自
殺
」
も
国
民
の
義
務
に
反
し
「
違
法

(r
e
c
h
t
s
w
i
d
r
i
g
)
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
罰
す
る
の
も
理
性
的
で

は
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
一
四
二
条
も
、
自
殺
は
国
民
の
義
務
に
反
す
る
が
、
他
人
の
権

(5
)

（

6
)
 

利
を
害
し
な
い
が
故
に
刑
法
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
な
い
と
考
え
た
。
ブ
リ
ン
ゲ
バ
ー
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
を

「慣
習
法
的
な
も
の
」

以
後
、

「自
殺
不
処
罰
」
を
宜
言
す
る
立
法
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
、

と
し
て
捉
え
た
が
、
正
鵜
を
射
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

自
殺
関
与
の
共
犯
性
独
立
共
犯

不
法
共
働
の
諸
形
態

一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
第



117 正犯なき共犯論の展開 (389) 

(7
)
 

二
部
第
二

0
章
第
一
―
節
八

0
三
条
以
下
の
「
自
殺
者
の
不
利
益
規
定
」
も
「
自
殺
処
罰
規
定
」
で
は
な
か
っ
た
。

(8) 

二

「
自
殺
不
処
罰
」
の
刑
法
上
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
諸
種
の
考
え
方
が
あ
る
。
ベ
ー
リ
ン
グ
は
、

「構
成
要
件
外
」
に
置
か
れ
て
い

(9
)
 

る
と
い
う
が
、
シ
ュ
ミ

ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
は
、
単
に

「責
任
阻
却
事
由
」
が
存
在
す
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
わ
た
く
し
は
、
形
式
的

に
は
ベ
ー
リ
ン
グ
が
妥
当
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
シ

ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
「
個
人
的
な
適
法
行
為
の

期
待
可
能
性
」
の
不
存
在
で
は
な
く
し
て
、
「
人
間
的
な
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
迄
も
が
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
考
量
が
、

(10
)
 

自
殺
を

「構
成
要
件
外
」
に
置
い
た
根
拠
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
自
殺
は

「
不
法

(
U
n
r
e
c
h
t
)
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

「構
成
要
件

外
の
不
法
」
は
幾
つ
も
あ
る
。
単
な
る
「
モ
ラ
ル
違
反
」
は
構
成
要
件
外
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
不
法
」
で
あ
る
。
社
会
的
に
有
害
な
行
為

(11
)
 

は
「
不
法
」
な
の
で
あ
る
。「
モ
ラ
ル
」

・
「
人
倫
」
に
反
す
る
行
為
と
「
不
法
」
と
の
区
別
が
刑
法
の
永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

(12
)
 

ロ
ク
シ
ン
は
、

「他
人
の
生
命
」
は
タ
ブ
ー
で
あ
る
が

「
み
ず
か
ら
の
生
命
」
は
「
み
ず
か
ら
の
判
断
」
で
処
分
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

(13) 

と
い
う
。
し
か
し
、
お
よ
そ
生
命
は
質
的
に
も
量
的
に
も
比
較
で
き
な
い
法
益
で
あ
る
と
も
い
う
。

「
み
ず
か
ら
の
生
命
」
を
比
較
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
筈
の
と
こ
ろ
、

ロ
ク
シ
ン
は
両
者
を
「
比
較
」
す
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、

「自
己
の
生
命
」
と
「
他
人
の
生
命
」
と
い
う
区
別
自
体
が
妥
当
で
な
い
。
他
人
の
生
命
は

「
タ
ブ
ー」

で
あ
る
か
ら
侵
す

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
自
己
の
生
命
を
「
処
分
」
す
る
こ
と
は
「
不
法
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。

自
己
の
生
命
も

「
タ
ブ
ー
」
で
な
け
れ
ば
、
他
人
の
生
命
を

「
タ
ブ
ー
」
と
し
て
人
為
的
に
処
分
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
主
張
に
出
る
こ
と
は
で

き
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
生
命
を
「
タ
ブ
ー
」
と
し
な
い
で
、
他
人
の
生
命
だ
け
を
「
タ
ブ
ー
」
と
す
る
こ
と
は

「
人
類
不
滅

(14
)
 

の
要
請
」
に
悸
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
生
命
と
他
人
の
生
命
と
を
ロ
ク
シ
ン
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
は
「
人
倫
律
」
に
反
す
る
。
リ
ス
ト

(15) 

も、

「大
義
名
分
」
か
ら
す
る

「英
雄
的
自
殺
」
す
ら

「人
命
軽
視
」
の
謗
り
を
免
れ
な
い
と
し
て
い
た
。
自
殺
は

「不
法
」
で
あ
る
。

今
す
こ
し
、

「自
殺
」
の
法
益
侵
害
性
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。

一
貫
し
な
い
。
「他
人
の
生
命
」
と
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一
九

(16)
 

そ
も
そ
も

「法
益
」
は
「
公
益
」
で
あ
る
。「
そ
の
人
」
だ
け
に
向
け
ら
れ
た

「法
」
は
な
い
と
い

っ
て
よ
い
。
M
.
E・

マ
イ
ヤ
ー
や

(17) 

ア
ル
ミ
ン

・
カ
ウ
フ
マ
ン
も
明
言
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
法
益
」
や
「
国
家
的
法
益
」
は
勿
論
、

「個
人
的
法
益
」
と
い
え
ど
も

無
制
限
に

「個
人
」
の
自
由
に
委
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
「
個
人
財
産
」
も
恣
に
処
分
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
し

（文
化
財
保
護
法
一
九
三
条
以
下
）
、
不
要
に
な

っ
た
「
財
産
」
を
恣
に
処
分
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い

（廃
棄
物
処
理
法

一
六

(18
)
 

条
・

ニ
五
条

一
項

一
四
号
）。

す
で
に
ヒ

ッ
ペ

ル
が
看
破
し
て
い
た
よ
う
に
、

「法
益
」
は
す
べ
て
「
公
益
」
な
の
で
あ
る
。
「
生
命
」
は
、

(19
)
 

す
べ
て
の
法
益
（
公
益
）
を
支
え
る
「
根
元
的
価
値
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
至
高
の
法
益
」
な
の
で
あ
る
。
ロ
ク
シ
ン
が
「
生
命
」
は

量
的
・
質
的
に
比
較
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
「
自
己
の
生
命
」
と
い
う
主
張
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
帰
結
に
他
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て、

「生
命
」
を

「個
人
の
意
思
」
で
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
生
命
の
起
源
」
は
、
お
そ
ら
く
永
久
に
解
明
で
き
な

(20
)
 

い
で
あ
ろ
う
が
、

差
し
支
え
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
生
命
の
預
り
主
」
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
れ
ば
よ
い

(21
)
 

の
で
あ
る
。
最
近
で
も
、
た
と
え
ば
リ
ン
ダ
ー
は
、
「
生
命
」
を
人
間
存
在
の
た
め
の
「
先
験
的
条
件
」
で
あ
る
と
み
て
い
る
が
、
そ
の
必

要
は
な
い
。「
人
類
不
滅
の
現
実
的
要
請
」
に
応
え
る

「使
徒
の
も
の
」
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
視
座
に
お

い
て、

(22
)
 

五
四
年
三
月

一
0
日
の
連
邦
裁
判
所
刑
事
連
合
部
決
定
が
、

「自
殺
」
は
極
端
な
例
外
を
除
い
て

「
人
倫
律
」
に
反
し
「
不
法
」
で
あ
る
と

説
示
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
貴
重
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「人
倫
律
」
が
有
効
に
機
能
し
え
な
い
よ
う
な
「
特
殊
な
自

殺
」
以
外
は

「不
法
」
な
の
で
あ
る
。
戦
場
に
お
け
る
負
傷
兵
の
「
自
決
」
な
ど
が
「
極
端
な
例
外
」
と
し
て
想
定
さ
れ
よ
う
か
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
四
囲
に
弄
ば
れ
た

「苦
悩
の
自
殺
」
す
ら
を
も

「自
発
的
意
思
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
「
自
由
死
」・

「自
己

(23
)
 

責
任
自
殺
」
と
呼
ぶ
の
は
、
ブ
リ
ン
ゲ
バ
ー
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に

「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る。

ボ
ッ
ト
ケ
は
、

「生
き
る
義
務」

と、

「
自
己
責
任
自
殺
」
を
求
め
た
「
自
殺
す
る
権
利
」
と
は
、
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
「
自
由
死
論
」
を
展
開
す
る
。

初
期
の
フ

ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
の

「自
殺
論
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
ボ

ッ
ト
ケ
の
視
座
で
、
「
自
由
死
」
が
、

そ
れ
程
迄
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四

(25
)
 

に
意
味
を
も
つ
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、

「自
由
死
勧
奨
」
も
ま
た
当
然
肯
定
さ
れ
て
よ
い
筈
で
あ
る
。
だ
が
、

「
自
爆
勧
奨
」
な
ど
を
除
い
て
、
「
自
由
死
」
を
礼
讃
す
る
よ
う
な
「
反
人
道
的
行
為
」
に
出
る
者
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
自
由
死
」
・
「
自
由

死
勧
奨
」
と
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
ば
か
り
か
、
い
み
じ
く
も
一
九
五
四
年
の
連
合
部
決
定
が
喝
破
し
た
よ
う
に
、

「
人
倫
律
に
反

す
る
行
為
の
奨
め
」
な
の
で
あ
る
。

(26
)
 

リ
ス
ト
が
反
対
し
て
い
る
が
、

真
の
自
由
死
と
は
、

て
き
た
の
は
、
す
で
に
明
白
な
よ
う
に
、

ぶ
の
は
、

(27
)
 

せ
い
ぜ
い
「
英
雄
的
自
殺
」
・
「
殉
死
」
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
判
例
が
取
り
上
げ

四
囲
に
弄
ば
れ
た
「
苦
悩
死
」
で
あ
る
。
勿
論
「
自
由
死
」
で
は
な
い
。
学
説
は
、
さ
ら
に
、

(28
)
 

「
自
殺
ご
っ
こ
」
・
「
興
味
の
自
殺
」
な
ど
を
も
「
自
由
死
」
に
算
入
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
忽
然
と
生
じ
る
「
自
殺
意
思
」
と
は
、
カ

(29
)
 

ン
ト
の
「
無
原
因
の
自
発
的
意
思
」
で
あ
り
、
現
実
世
界
の
「
自
由
意
思
」
の
産
物
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を

一
括
し
て
「
自
由
死
」
と
呼

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
「
矛
盾
」
に
充
ち
た
「
独
断
」
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ボ
ッ
ト
ケ
は
、
「
生

き
る
義
務
」
の
自
覚
が
、
「
自
殺
願
望
」
を
生
じ
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
発
想
に
出
る
が
、
そ
の
よ
う
な
生
活
現
象
も
あ
り
え
な
い
で
は
な
い

(32) 

と
い
う
主
張
に
止
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
ボ
ッ
ト
ケ
も
、
「
自
由
死
」
は
、
無
制
約
に
肯
定
さ
れ
る
謂
れ
は
な
く
、
「
相
対
的
」
に
許
容
さ
れ

る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
「
一
般
的
な
行
為
の
自
由

(
A
ll
g
e
m
e
i
n
e
Handlungsfreiheit
)
」
だ
け
の
強
調
は
、
「
英
雄
的
自
殺
」
は
も
と
よ

り
「
自
殺
ご
っ
こ
」
の
類
も
ま
た
「
自
由
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
「
自
殺
」
は
、
間
接
正
犯
の

(33
)
 

「道
具
」
と
な
っ
た
場
合
以
外
は
、
実
質
的
に
は
「
無
制
約
」
の
「
自
由
死
」
と
な
る
。

(34) 

ボ
ッ
ト
ケ
は
、
結
局
は

「自
殺
礼
讚
者
」
な
の
で
あ
る
。

(35
)
 

し
か
し
、
「
自
殺
」
は
い
か
な
る
自
殺
も
「
法
益
侵
害
」
・
「
不
法
」
で
あ
る
。
連
合
部
決
定
の
「
極
端
な
例
外
」
と
は
、
予
測
し
え
な
い

人
間
将
来
の
営
み
に
備
え
た

「留
保
」
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の

し
た
が
っ
て
、

「自
殺
関
与
」
も
「
共
犯
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
刑
法
二

0
二
条
前
段
は
、
こ
の
こ
と
を
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る
。
特
に
、

主
張
し
た
の
で
あ
る
。
極
め
て
正
当
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
は
こ
れ
を
怠

っ
て
き
た
。
「正
犯
な
け
れ
ば
共
犯
な
し
」
で
あ
る
。
わ
た
＜

(36) 

し
は
、
こ
れ
を
「
共
犯
従
属
性
論
の
呪
縛
」
と
み
て
き
た
。
し
か
し
、
リ
ス
ト
や
ゲ
ル
ラ
ン
ト
以
来
、
「
独
立
罪
と
し
て
の
自
殺
関
与
罪
」

(37)

（

38)

（

39
)
 

を
提
唱
す
る
学
説
は
跡
を
断
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
最
近
で
は
、
ザ
ウ
ァ

ー
の

「自
然
的
共
犯
」
や
デ
ン
カ
ー
の

「他
人
所
為
へ
の
共
犯
」

に
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
な
り
に
一
応
の
検
討
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
今
は
深
入
り
し
な
い
。

一
九
五
四
年
の
刑
事
連
合
部
決
定
も
、
自
殺
・
自
傷
開
始
者
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
る
「
不
救
助
」
を
罰
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
三
条

(40
)
 

C

に
よ
り
、
「
自
殺
関
与
不
処
罰
」
は
後
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
自
殺
不
救
助
は
、
刑
事
連
合
部
に
と
っ
て
は
同
時
に

「
自
殺
捐
助
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
判
例
に
も
、
「
自
殺
関
与
」
は
現
行
法
上
「
不
処
罰
」
で
あ
る
に
止
ど
ま
る
と
明
言
す
る
も
の
が

(41
)
 

出
始
め
た
こ
と
だ
け
を
特
記
し
た
い
。
す
で
に
実
務
は
、
人
倫
と
法
の
分
裂
が
、
社
会
の
混
乱
を
招
く
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

刑
法
二

0
二
条
前
段
は
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
の

「例
外
規
定
」
で
は
な
い
。
「
正
犯
な
き
共
犯
」
の
「
処
罰
規
定
」
が
多
く
な
い

と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
関
与
者
に
は
、
実
行
者
の
「
自
殺
像
」
も
鮮
明
に
与
え
ら
れ
て
い
い
。

(43
)
 

し
か
し
、
自
殺
関
与
は
、

刑
法
二
0
二
条
に
よ
り
処
罰
可
能
だ
と
し
て
も
、
常
に
処
罰
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
シ
ム

ソ
ン
の

「慈
悲
の
自
殺
関
与
」
で
は
、
生
き
る
こ
と
に
絶
望
し
た
自
殺
者
の
「
真
情
」
に
「
共
鳴
」
し
た
関
与
者
個
人
の

「個
人
的
な
真
情
」
が
酌

ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
真
正
の
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
ド
イ
ツ
の
判
例
も
あ

五

一
九
八
四
年
七
月
四
日
の
連
邦
裁
判
所
第一二
刑
事
部
判
決
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
三
条
C

に
違
反
し
た
家
庭
医
の

「自
殺
放

置
」
に
つ
き
、
夜
半
か
ら
翌
朝
迄
「
死
の
床
」
に
付
き
添

っ
て
老
寡
婦
の
臨
終
を
見
届
け
た
被
告
人
医
師
に
対
し
て
、

「適
法
行
為
の
期
待

(44
)

（

45) 

可
能
性
」
不
存
在
を
理
由
と
し
て
、

「無
罪
」
を
言
渡
し
た
の
で
あ
る
。
前
稿
で
も
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
。

本
稿
は
、
以
上
の
考
量
を
前
提
と
し
て
、
「
不
法
共
働
の
共
犯
性
」
を
論
考
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
さ
き
に
も
確
認
し
た
が
、

「重
過
失
致
死
罪
」
へ
の

「故
意
殺
人
罪
の
料
助
犯
」
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、

「責
任
共
働
」
は
存
在
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
け
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人
倫
律
は
、

「自
殺
」

・
「
自
傷
」
を
許
さ
な
い
。
し
か
し
、
法
は
、

「正
当
防
衛
」

．＿
緊
急
避
難
」
に
よ
る
「
他
殺
」
・
「
他
傷
」
す
ら
も

許
し
て
い
る
。
人
倫
律
と
法
律
の
違
い
が
こ
こ
に
あ
る
。

(48) 

「
緊
迫
不
正
の
侵
害
」
に
出
た
者
の
「
生
命
」
も
、
「
不
正
な
生
命
」
で
は
な
い
。
こ
れ
を
奪
う
の
は

「
人
倫
」
に
悸
る
、
し
か
し
、
「
正

当
防
衛
」
の
要
件
を
充
足
す
る
限
り
「
違
法
」
で
は
な
い
。
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
の
寓
例
で
、
生
き
残
っ
た
者
は
、
「
人
倫
」
に
反
す

(49
)
 

る
が
、

「自
己
保
全
」
の
主
張
故
に
、
わ
が
刑
法
三
七
条
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。(50)

（

51) 

人
倫
と
法
と
は
、
こ
れ
迄
そ
の
相
違
が
奈
辺
に
あ
る
の
か
、
烈
し
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ア
ル
ト
ウ
ー
ル

・
カ
ウ
フ
マ
ン
が

い
う
よ
う
に
、
両
者
を
巧
み
に
切
り
分
け
る
メ
ス
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。「
人
倫
違
反
」
に
つ
き
、
「
人
倫
共
同
体
」
は
こ
れ
を
許
さ

六

小
括
し
て
お
こ
う
。

ら
な
る
検
討
に
入
る
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、

「
業
務
上
堕
胎
の
緊
急
避
難
」
に
出
た
専
門
医
は
「
合
法
共
働
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
救
わ
れ
た
無
免
許
医
は
「
不
法
共
働
」

で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
無
免
許
医
に
は
、
「
業
務
上
堕
胎
の
正
犯
像
」
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
、
「
業
務
上
堕
胎
罪
の
教

(47
)
 

唆
犯
」
し
か
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
の
は
、
「
同
じ
不
法
共
働
」
の
内
部
に
お
け
る

「正
犯
な
き
共
犯
」

な
の
で
あ
る
。

「
自
殺
関
与
」
は
、
常
に
「
不
法
共
働
」
で
あ
る
か
ら

「
可
罰
的
」
で
あ
る
。
わ
が
二

0
二
条
前
段
は
こ
の
こ
と
を
明
確
に
宣
言
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ム
ソ
ン
の
「
慈
悲
の
自
殺
関
与
」
は
、
「
貞
正
の
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
を
否
定
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
。
最
近

の
ド
イ
ツ
判
例
の
傾
向
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

「
不
法
共
働
」
の
最
も
単
純
な
形
態
と
し
て
の
「
自
殺
関
与
罪
」
の
一
構
成
要
件
的
不
法
」
と

「有
責
性
」
を
確
認
し
、
さ

(46) 

は
絶
え
ず
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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注
で
あ
る
。

七 人
は
、
「
み
ず
か
ら
の
意
思
」
で
生
き
享
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
後
の
「
人
生
」
も
ま
ま
な
ら
ぬ
一
生
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

せ
め
て
「
死
ぬ
と
き
」
だ
け
は
「
自
分
が
決
め
る
」
と
い
う
願
い
は
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

「自
由
死
讃
美
」
で
は

(53)
 

な
い
。「
消
極
的
な
自
由
死
肯
定
」
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
生
き
る
義
務
」
の
信
奉
者
は
、
「
積
極
的
な
生
命
讃
歌
」
に
出
て
い
る
。
地
球
上
の

「他
の
生
命
体
」
と
同
じ
で
あ

る
。
永
続
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
生
命
不
滅
の
願
望
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
こ
と
に
「
感
謝
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(54) 

こ
れ
が
、
真
の

「
自
律
」
な
の
で
あ
る
。

ボ
ッ
ト
ケ
は
、
こ
の
視
座
に
欠
け
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
幼
児
や
精
神
病
者
こ
そ

「
自
由
死
」
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

(55
)
 

責
任
能
力
者
の

「
意
思
決
定
」
は
す
べ
て

「
自
律
」
の
枠
内
に
あ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
、
す
で
に
ハ
イ
ニ

(56)

（

57) 

ッ
ツ
は
、
「
自
殺
」
が
「
人
倫
律
」
に
反
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
し
て
い
た
し
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
も
、
「
自
由
死
意
思
」
は

「
生
命
」

に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

活
澄
な

「自
由
死
肯
定
論
」

部
決
定
を
経
て
、
「
自
殺
関
与
は
処
罰
さ
れ
な
い
だ
け
に
止
ど
ま
る
」
と
い
う
最
近
の
ド
イ
ツ
判
例
の
貞
意
は
、
「
自
殺
関
与
の
処
罰
規
定
」

が
新
設
さ
れ
た
と
き
に
は
、
問
題
は
す
べ
氷
解
す
る
と
い
う
表
白
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
現
行
刑
法
上
、
す
で
に
幾
多
の

「正
犯
な
き
共
犯
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
そ
れ
ら
の
確
認

な
い
が
、
「
法
共
同
体
」
は
、

一
定
の
要
件
の
下
で
、
こ
れ
を

「許
容
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
か
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

へ
の
反
省
は
、
当
時
か
ら
も
か
な
り
有
力
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
九
五
四
年
の
連
合
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旨
監
匡
約

II
 

1く
や
属
'
¥II
ギ
¥II

藍
111
<

<
賦
弐
f'-'

匝
・
要
艇
三
K
l!肘

組
小

活
団

0
匝

母
揺

始
回

Il
lは

賦
：出

（笈
）゚
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尤
も
、
ハ
イ
ニ
ッ
ツ

(E
.H
e
i
n
it
z
`
T
e
il
n
a
h
m
e
 u
n
d
 u
n
t
e
rl
a
s
s
e
 H
i
lfe
le
is
t
u
n
g
 b
ei
m
 S
e
lb
st
m
o
rd
,
 JR. 1

9
5
4
,
 

S
.
 

403ff.
)

の
坪
孟
思
的
見
解

T

ふ
ぶ
の
っ

た

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い
。

(23)
前
注

(
6
)
。
さ
ら
に、

後
注

(30
)
（35)
（40
)。

(24
)
W
.
 

B
ottk
e
,
 Su

izid S
.
 95ff.
,
 de

r
s
.
 D

a
s
 R
e
ch
t
 au
f
 S
u
iz
id u
n
d
 S
u
iz
i
d
v
e
r
hiitu
n
g
,
 GA

.
 1
98
2
`
S
.
 346ff.
,
 36

1
.
 

し
か
し
、
「
精
神
病
者
の
自
殺
願
望
」
を

「自
由
死
」
と
の
関
わ
り
で
論
じ
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
責
任
無
能
力
者
」
は

常
に
「
責
任
負
担
能
力
」
に
欠
け
る
の

で
あ

っ
て
、
「
不
法
」
に
出
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
こ
と
は
体
系
的
に
意
味
を
も
た
な

い
か
ら
で
あ

る
（
内
田
・
概
要
中
巻
二
五

一
頁
以
下
）
。
な
お
、
次
注

(25)
、
後
注

(55)
。

(25
)
ボ
ッ
ト
ケ
は
、
「適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
の
不
存
在
を
「
構
成
要
件
不
該
当
事
由
」
と
し
て
捉
え

(W
.B
o
t
tk
e
,
 

S
u
i
z
i
d
 S
.
 20

4
 A
n
m
.
1
4
9
9
)
、
「自

由
死
」
を

「
人
の
自
由
」
の
発
現
と
み
よ
う
と
す
る

(
W
.B
o
ttk
e
,
 GA

.
1
9
8
2
,
 

S
.
 36

1
)
。
「自
殺
」
は
「
殺
人
」

で
は
な
い

の
で
あ
る。

起
臥
疫
食
と
同
様
、

日
常
の
生
活
と
変
わ
り
の
な
い
営
み
と
な
る
。
し
か
し
、
ボ
ッ
ト
ケ

(W.B
o
t
t
k
e
,
 

G
A
.
 1
9
8
2
,
 

S
.
 36

1
)

も
、
そ
こ
迄
の
「
自
殺
自
由
」
を
肯
定
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
ボ
ソ
ト
ケ
の
曖
昧
さ
が
あ
る
。
ボ

ッ
ト
ケ
は
、

「集
団
自
殺
」

（前
注

(11
)）
の
勧
奨
な
ど
を
も
「
自
由
勧
奨
」
と
み
る
つ
も
り
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
自
由
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。（
後
注

(32)
（34)
（55
)）。

機
会
を
改
め
て
検
討
す
る
。

(26)
前
注

(15
)
。

(27
)
最
近
の
ド
イ
ツ
判
例
に

つ
い
て
は
、
内
田
・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
八
二
頁
以
下
。

(28
)
内
田
・
町
野
記
念
三
六
八
頁
注

(34
)、
三
七

一
頁
注

(51
)、
三
七
二
頁
注

(52
)。

(29)
内
田

・
概
要
中
巻
二

0
0
頁
以
下
、

二
0
六
頁
注

(
3
)、
二
七
一
頁
注

(28)
（
29
)。

(30
)
前
注

(6
)
。

稀
有
に
し
か
存
在
し
な
い
「
自
由
死
」
を

一
般
化
す
る
こ
と
は

「
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
自
由
死
」
を
、
「
構
成
要
件
外
」
に
置
き
「
不
法

で
な
い
」
と
す
る
こ
と
は

「
独
断
」
な
の
で
あ
る
。

前
注

(25
)
（
26
)。

(31
)

W
.
 

B
o
t
t
k
e
`
S
u
i
z
id
,
 S.
 95ff. 

(32
)
W
.
 

B
o
ttk
e
,
 GA

.
 1
9
8
2
,
 36

1
.
 

(33
)
W
.
 

B
o
t
t
k
e
,
 Pr

o
b
l
e
m
e
 d
e
r
 Su
i
z
i
d
b
e
t
e
i
li
g
u
n
g
,
 GA

.
 1
9
8
3
,
 S.
 22ff.
,
 32ff. 

(34)
ボ
ッ
ト
ケ

(
W
.B
o
t
t
k
e
,
 

G
A
.
 1
9
8
2
,
 

S
.
 352ff.)

が
、
一
九
五
四
年
の
刑
事
連
合
部
決
定
を
信
奉
す
る
の
は
因
習
に
安
ん
じ
、
「
神
」
へ
の
「
責
任
」
に
生

き
る
人
だ
け
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
ボ
ッ
ト
ケ
は

「自
由
死
礼
讃
者
」
で
あ
る
に
止
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。

(35
)
精
神
病
者
を
「
道
具」

と
し
て
操

っ
て
自
殺
さ
せ
た
り
、
追
死
の
意
思
が
な
い
の
に
虚
言
を
弄
し
て
自
殺
さ
せ
た
り
す
る

「偽
装
心
中
」
が

「
間
接
正
犯
」
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た
り
う
る
こ
と
は

一
般
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
〈
内
田
文
昭

・
刑
法
各
論
[
第
三
版
]

(平
成
八
）
二

O
頁
注

(1
)〉
゜
「
自
殺
者
」
が
「
操
り
人
形
」
と
し
て

利
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
命
を
喪
失
し
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
「
不
法
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
操
り
人
形
師
」
や
「
虚
言
を
弄
し
た
者
」
は、

「不
法
惹
起
者
」
で
あ
る
。
「
合
法
共
働
者
」
で
は
な
い
し
、
「
混
合
的
不
法
惹
起
者
（
前
出
、

二
注

(
6
)）
」
で
も
な
い
の
で
あ
る
。「
死
ん
だ
者
」
も
「
死

な
せ
た
者
」
も

「
不
法
」
で
あ
る
。
B
G
H
.
S
t
r.
 6,
 S.
 15

3
.
 

(36)
内
田

・
町
野
記
念
三
六
二
頁
以
下
、
同
・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
三
八
頁
以
下
。

(
3
7
)
F
.
 v.
 Li

Bt, V
D
B
.
 V
,
 S.

1
33ff.,;
 H
.
 Ge

r
la
n
d
,
 Di

e
 S
e
lb
s
tv
e
r
le
t
z
u
n
g
 u
n
d
 di
e
 V
e
rle
t
z
u
n
g
 d
e
s
 E
in
w
illi
g
e
n
d
e
n
,
 V

D
A
.
 II
,
 

1
9
08
,
 S.
 

487ff.
,
 520ff.
,
 

5
3
0
.
本
稿
も
そ
の

一
麗
を
担
つ
つ
も
り
で
あ
る
。
後
出
、
六
注

(35)
。

(38)
W
.
 

S
a
u
e
r
.
 A

llg
.
 Str

afr
e
c
h
ts
le
h
r
e
,
 3
 A
ufl
.
 S.
 200ff.
,
 20

3
ff.
,
 21

3
ff.
,
 225ff. 

(
39
)
F
.
 D

e
n
c
k
e
r
,
 Be

te
ili
g
u
n
g
 o
h
n
e
 T
ate
r
,
 L

u
d
e
r
s
s
e
n
,
F
 es
t
s
c
h
r
ift
,
 20

0
2
,
 S.
 

5
25ff.
,
 530ff.
,
 534ff. 

(
40
)
B
G
H
.
 Str. 6̀

S
.
1
4
7ff.
,

藝
．

前
注

(22)
。

(41
)
特
に
、

二
0
0
一
年
二
月
七
日
の
連
邦
裁
判
所
第
五
刑
事
部
判
決

(
B
G
H
S
tr
.
 

4
6
,
 

2
00
1
,
 

S
.
 

2
7
9
ff.
,
 

2
8
5
)

と
二
0
0
三
年
―
二
月

―
一
日
の
連
邦
裁
判
所

第
三
刑
事
部
判
決

(
B
G
H
.S
t
r
.
 

4
9,
 

2
0
0
5
,
 

S
.
 34ff.
,
 

4
2
ff.)

が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
内
田

・
町
野
記
念
三
七
二
頁
以
下
、

三
八
八
頁
以
下
、

同
・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
三
三
頁
注

(22)
。
す
で
に
、
一
九
三
六
年
九
月
一
四
日
の
帝
国
裁
判
所
第
三
刑
事
部
判
決

(
R
G
.
S
t
r.
 70.
 

1
9
3
2
,
 

S
.
 313ff.
,
 

3
1
5
)
 _
,
,
,
、
「
白
口
巫
枚
血
〖
ヒ
ナ
」
は
茸
い
さ
れ
は
し
な
い
が
、
「
処
罰
」
の
必
要
性
は
な
い
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、

B
G
H

.

S
tr
.
6

,

S
.
1
5
4
 A
n
m

・
 

(42)
ベ
ー
リ
ン
グ

(E
.B
e
li
n
g
 L. v
.
 

V
.
 

S
.
 

4
1
6ff.
,
 

4
1
7
)

は、

「正
犯
像
」
へ
の
従
属
で
充
分
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
「
自
殺
関
与
」
の
処
罰
は
現
行
法
上
不
可
能

で
あ
る
と

い
う
。
し
か
し
、
「
正
犯
不
法
」
と
「
共
犯
不
法
」
は
同
一
で
な
く
て
も
よ
い
と
も
い
う

(
E
.
B
e
li
n
g
,
 

L
• V

. 
V
.
 

S
.
 234ff.
,
 

4
2
4
ff.
)
。
整
合
性
を
欠

く
。
現
行
法
上
の
「
正
犯
像
」
は
存
在
し
な
く
て
も、

「
不
法
像
」
を
観
念
し
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
へ
の

「
共
犯
」
は
可
能
で
あ
る
と
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
わ
が
刑
法
二
0
二
条
前
段
は
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
始
め
て
、
「
正
犯
不
法
」
と
「
共
犯

不
法
」
の
相
違
が
鮮
明
に
な
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
新
―
一九
条
は
こ
の
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
ザ
ウ
ァ
ー
や
デ
ン
カ
ー
の
「
共
犯
」
も
、
こ
の
よ
う
な
理

解
の
下
で
肯
定
さ
れ
る
。
前
注

(38)
（3
9
)
。
さ
ら
に
、
前
出
、
二
注

(10)
。

(
4
3
)
G
.
 Si

m
s
o
n
,
 Ein J

A
 z
u
r
 S
te
r
b
e
hi
lfe
 a
u
s
 B
a
r
m
h
e
r
z
ig
k
e
it
,
 Sc

h
w
i
n
g
e
,
F
e
s
t
s
c
hrift
,
 19

7
3
,
 S.
 

89ff.
,
 lO

l
ff., 
1
05ff.
,
 ll

O
.
 

(
4
4
)
B
G
H
.
 S
tr. 
3
2
,
 19

8
4
,
 S.
 36

7
f
f
 .. 
369ff.
,
 376ff.
.
 380

£
 

(45
)
内
田

・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
八
二
頁
以
下
。
さ
ら
に
、

内
田
・
町
野
記
念
三
七
七
頁
以
下
。

(46
)
「責
任
共
働
」
を
求
め
る
の
が
「
資
任
共
犯
論
」
で
あ
る
。
「
不
法
共
働
」
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
（
内
田
・
概
要
中
巻
四
三
六
頁
以
下
）
。

M
．
E
.
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マ
イ
ヤ
ー
が
、
「
故
意
の
正
犯
へ
の
共
犯
」
と
考
え
て
い
た
の
に
、
実
は

「
過
失
犯
へ
の
共
犯
」
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
者
に
「
故

意
犯
の
責
任
」
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
不
都
合
が
生
じ
る
と
い
っ
て
い
た
の
は
、
「
責
任
共
働
」
を
前
提
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
前
出
、

二
注

(11)i(13))
。
「
不
法
共
働
」
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
前
出
、

二
注

(14
)）。

(47)
こ
れ
も

「
不
法
共
働
」
即
ち
「
混
合
的
不
法
共
働
」
で
あ
る

（前
出
二
注

(6
)
）。

(48)
内
田
・
概
要
中
巻
七
二
頁
以
下
。

そ
し
て
、
正
当
防
衛
も
、
「
社
会
倫
理
的
制
約
」
を
受
け
る
と
い
わ
れ
る

（内
田
・
概
要
中
巻
七
三
頁
）
。

(49)
内
田

・
神
奈
川
法
学
四
二
巻
一
号
二
頁
以
下
、
一
七
頁
以
下
、
六
五
頁
。

(50)
内
田
・
概
要
上
巻
―

二
頁
以
下
。

(
51
)
A
r
th
.
 Ka

u
f
m
a
nn, 
S
c
h
u
l
d
p
r
i
n
z
i
p
,
 2
 A
u
l
l
.
 S.
 18

7
 A
n
m
.
 33

2
,
 19

7
f., 
2
7
7
.
 

(52)

一
九
五
四
年
の
刑
事
連
合
部
決
定
に
す
こ
し
遅
れ
て
、

A

.
E

．
ブ
ラ
ウ
ネ
ッ
ク

(A.
E
.
 Br

au
n
e
c
k
,
N
u
m
 S
c
h
u
l
d
s
t
r
a
f
r
e
c
h
t
 d
e
s
 n
e
u
e
s
t
e
n
 

E
n
t
w
u
r
f
s
 e
i
n
e
s
 S
t
r
a
f
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
s
.
 

M
K
r
.
 u
.S
t
r
R
.
 1
9
5
8
,
 

S
.
 129ff.
,
 

1
3
9
)
は、

刑
な
広
の
正
出
＝

ttを
、
有
話
按
的
な

「
人
倫
律
」
へ
の
奉
仕
に
求
め
る
の
で
は

な
く
し
て
、
「
人
の
社
会
生
活
」
の
安
全
に
求
め
る
こ
と
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
社
会
の
安
全

そ
の
も
の
が
「
人
倫
的
価
値
」
で
あ
る
と
批
判
し
た

(
A
r
t
•
K
a
u
f
m
a
n
n

.

S
c
h
ul
d
p
r
i
n
z
i
p
,
 

2
 Au
l
l
.
 

S
.
 18

7
 A
n
m
.
 3
3
2
)
。
し
か
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
「
社
会

の
安
全
」
だ
け
を
切
り
取
る
メ
ス
を
提
示
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。

わ
た
く
し
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
「
メ
ス
」
は
な
く
て
よ
い
と
考
え
た
い
。
法
自
身
が
メ
ス
の
機
能
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
法
」
は
、

時
に
は
「
人
倫
律
」
を
押
さ
え
つ
け
て

「法
益
」
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（内
田
・
神
法
四
二
巻
一
号
一

九
頁
以
下
）。

強
姦
犯
人
を
殺
害
し

た
被
害
者
女
性
が
「
許
さ
れ
る
」
の
も
こ
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
い
（
内
田

・
概
要
中
巻
七
一
頁
以
下
、
七
五
頁
注

(12
)、
七
六
頁
注

(13)
、一

一
六
頁
注

(13
)
(14)
）
。
逆
に

「人
倫
律
」
に
任
せ
て
お
け
ば
足
り
る
と
考
え
る
場
合
も
あ
ろ
う
（
内
田
・
神
法
四
四
巻
ニ

・
三
号
ニ

―
四
頁
）
。
現
に
わ

が
国
で
は
「
近
親
相
姦
」
は
処
罰
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
前
出
‘

＿
注

（19
）
に
援
用
し
た
判
決
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
新
二
三
条
三
項
の

「
著
し
い
無
分
別
」
に
基
づ
く
殺
人
計
画
な
ど
は
、「
人
倫
違
反
」
で

は
あ
る
が
、

法
は
こ
れ
を

「
一
笑
に
付
す
る
」
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
大
掛
り
な

「殺
人
祈
移
」
な
ど
は
、
最
早

「迷

信
犯
」
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(53)
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

(H.
W
e
l
z
e
l
.
 D
a
s
 G
e
s
in
n
u
n
g
s
m
o
m
e
n
t
 i
m
 R
e
c
h
t
.
 J. 
v
.
 

G
i
e
r
k
e
,
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
.
 19

5
0
,
 

S
.
 

290ff.
.
 

2
9
5
)
は
、
「
自
律
」
と
「
他
律
」
の
関

わ
り
に
つ
き
、

「自
律
」
は
、

「
人
倫
的
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
法

(
G
e
s
e
tz)

に
み
ず
か
ら
進
ん
で
従
う
こ
と
」
で
あ
り
、
「
他
律
」
は
、
価
値
に
関
わ
り

を
も
た
な
い
衝
動
に
身
を
任
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
合
法

(
L
e
g
a
li
t
a
t
)

」
は
自
律

•

他
律
の
両
方
の
挙
動
た
り
う
る

が
、
「人
倫

(
Mo
r
a
l
i
t
a
t
)

」
は
、
自
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律
た
り
う
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
自
身
が
、
シ
ャ

ッ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
記
念
論
文
集
に
寄
せ
た
「
法
と
人
倫
」
の
前
身
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
マ
イ
ホ
ー
フ

ァ
ー
や
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル

・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
立
論
と
同
じ
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る

（前
注

(11
))
。
「自
由
死
論
者
」
か
ら
の
反
論

が
侯
た
れ
る
。
な
お
、
内
田

・
概
要
上
巻

一
四
頁
以
下
。

(54
)
「
自
殺
」
は

「他
律
」
へ
の
隷
属
で
あ
り

（H
.W
e
l
z
e
l. 
J. 
v
.
 

G
i
e
r
k
e
,
F
e
s
t
s
c
h
r
ift,
 

S
.
 29

5
)
、
し
た
が

っ
て
、
不
法
で
あ
る

(H
.W
el
z
el. 
D
a
s
 d
e
u
ts
c
h
e
 

S
tr
a
f
r
e
c
h
t,
 11 A

ufl
,
 

S
.
 

2
8
0
f.)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
生
き
る
こ
と
」
は、

「自
律
」
へ
の
積
極
的
な
参
加
で
あ
る

(H
.W
e
l
z
e
l
.
 J. 
v
.
 

G
ie
r
k
e
,
F
 es
t
s
c
h
r
ift,
 

S
.
2
9
5
)
0
 

(
5
5
)
W
.
 Bo

t
t
k
e
,
 Su

i
z
i
d
,
 S.
 38ff.

4`lff.
,
 59

ff.
,
 95ff.
,
 16lff.
,
 235ff.
 

し
か
し
、
一
九
八
四
年
七
月
四

H
の
第
三
刑
事
部
判
決
（
前
注

(44))
は
、
夫
の
許
に
死
を
急
い
だ
老
森
婦
の
自
殺
を
発
見
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
放
置
し

た
家
庭
医
に
対
し
て
、
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
―――
――
――
一条
C

の
構
成
要
件
該
当
性
の
違
法
性
を
肯
定
し
た
か
ら
こ
そ

「適

法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
を
吟
味
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
第
三
刑
事
部
は
、
ボ
ッ
ト
ケ
の
「
自
由
死
」
を
否
定
し
た
。
「
極
端
な
例
外
」
を
除
い
て
自

殺
は
や
は
り
「
不
法
」
な
の
で
あ
る
。

(56
)
E
.
 

H
e
ini
tz
,
 JR

.
 1
9
5
4
,
 S.
 

4
0
6
.
さ
ら
に
前
注

(22
)。

(
57
)
R. D
.
 He

r
z
b
e
rg
,
 Be

t
e
i
l
i
g
u
n
g
 a
n
 e
i
n
e
r
 Se
l
b
s
t
t
o
t
u
n
g
 o
d
e
r
 t
o
dli
c
h
e
n
 S
e
lb
s
t
g
ef
a
h
d
u
n
g
 a
ls
 T
o
t
u
n
g
s
d
e
li
k
t
:
J
A
.
 19

8
5
,
 S.

1
3lff.
1`
35ff .. 
1
3
6
 

に
も
拘
ら
ず
、
ヘ
ル

ツ
ベ

ル
ク

(R.
D
.
 He

r
z
b
e
r
g,
 

J
 A.
 1
9
8
5
,
 

S
.
 132ff.
,
 343ff.

)

は
、
「
自
殺
関
与
の
可
罰
性
」
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る。

「共
犯
従
属
性
論
の
呪
縛
」
に
喘
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
R.
D
.
 He

r
z
b
e
r
g,
 JA

.
 1
9
8
5
,
 S.
 135f.

1`84f., 
267ff.
,
 34

4f
 

「
真
正
の
不
法
共
働
」
内
部
に
あ
っ
て
、
教
唆
犯
と
指
助
犯
が
両
立
す
る
の
は
、
第

一
に
、
か
ね
て
争
い
が
あ
っ

た
「
収
賄
罪
の
教

唆
犯
」
と
「
収
賄
罪
の
制
助」

が
両
立
す
る
場
合
で
あ
る
。
二
人
の
「
非
公
務
員
」
が
い
か
に
高
額
の
餞
別
を
受
領
し
て
も
、
「
収
賄
罪
の

共
働
」
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
公
務
員
の
夫
と
非
公
務
員
の
妻
の
「
不
法
共
働
」
で
は

「
収
賄
罪
の
教
唆
犯
と
そ
の
鞘
助
犯
」
が
考

え
ら
れ
る
。
夫
が
妻
に
収
賄
を
依
頼
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
妻
が
夫
の
収
賄
に
関
与
し
た
場
合
に
は
、
妻
に
共
犯
が
成
立
す
る
が
、

教
唆
犯
と
耕
助
犯
の
併
立
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濫
用
し
て
「
人
に
義
務
の
な
い
こ
と
を
行
わ
せ
る
」
必
要
が
あ
る
。

夫
が
妻
に
収
賄
を
依
頼
し
た
場
合
は
、
妻
に
は
一
収
賄
罪
の
正
犯
」
が
成
立
し
え
な
い
か
ら
、
夫
に
は
い
か
な
る
罪
責
が
生
じ
る
か
は
重

大
問
題
と
な
る
。

「正
犯
な
け
れ
ば
共
犯
な
し
」
の
呪
縛
に
盲
従
す
る
な
ら
ば
、
両
者
共
に
「
無
罪
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
く
の
形
式
論
で
あ
り
、

「法

益
保
護
」
の
目
的
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
夫
に
間
接
正
犯
を
認
め
よ
う
と
す
る
、
こ
れ
迄
の
通

説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
方
策
は
、
間
接
正
犯
を

「正
犯
な
き
共
犯
」
の

「隠
れ
簑
」
と
す
る
弥
縫
策
に
過
ぎ
な
い
。
勿
論
、

(l
)
 

夫
が

「操
り
人
形
師
」
と
な
っ
て
妻
に
収
賄
を
行
わ
せ
た
と
き
は
、
「
間
接
正
犯
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
妻
が
業
者
を
誘
惑
し
て
予
定
以
上

の
金
額
を
受
領
し
た
よ
う
な
場
合
に
迄
「
間
接
正
犯
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
う
す
る
か
。

(2) 

ニ

シ
ュ
ト
ラ
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
両
者
共
に
無
罪
に
止
ど
ま
る
の
は
己
む
を
え
な
い
と
考
え
た
。
机
上
の
空
論
の
謗
り
を
免
れ
な

(
3
)
 

い
。
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
は
、

「行
為
支
配
」
の
観
念
を
「
規
範
的
」
に
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
り
「
間
接
正
犯
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
た
。
し
か
し
、
「
脇
役
」
は

「規
範
的
評
価
」
だ
け
で
は
「
主
役
」
と
は
な
ら
な
い
。
演
技
力
が
必
要
で
あ
る
。
規
範
的
評
価
だ
け
で
脇

役
を
主
役
に
す
る
の
は
「
拡
張
的
正
犯
論
」
で
あ
る
。

(
4
)
 

そ
こ
で
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
一
般
の
犯
罪
で
は
「
行
為
支
配
」
が
正
犯
の
要
件
で
あ
る
が
、
身
分
犯
の
よ
う
な

「
義
務
犯
」
で
は
「
行
為

支
配
」
で
は
な
く
し
て

「義
務
違
反
」
が
正
犯
の
標
識
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、

「
義
務
違
反
だ
け
」

で
は
犯
罪
で
は
な
い
。
公
務
員
の
義
務
違
反
は
公
務
員
法
上
の
「
懲
戒
処
分
」
の
対
象
た
り
う
る
の
み
で
あ
る
。
義
務
違
反
が
犯
罪
な
の

(5) 

で
は
な
く
し
て
、
義
務
違
反
の

「行
為
」
が
犯
罪
と
な
る
の
で
あ
る
。「
職
権
濫
用
罪

（刑
法

一
九
三
条
）
」
で
す
ら
、
公
務
員
が
職
権
を

さ
ら
に
ロ
ク
シ
ン
は
、
公
務
員
の
「
義
務
犯
」
に
お
い
て
は
、
「
共
働
公
務
員
」
は
「
外
部
的
共
働
」
の
形
態
い
か
ん
に
拘
わ
ら
ず
、
「
正

(6
)
 

犯
」
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
「
拡
張
的
正
犯
概
念
」
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
刑
法
新
二
五
条

一
項
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は
、
「
み
ず
か
ら
実
行
し
た
者
」
と
「
他
人
を
道
具
と
し
て
利
用
し
た
者
」
を
想
定
し
、

二
六
条
・

二
七
条
は
、

「正
犯
に
関
与
し
た
者
」

を
想
定
し
て
い
る
。
身
分
犯
に
は
「
拡
張
正
犯
概
念
」
が
妥
当
す
る
こ
と
を
肯
定
し
た
学
説
は
す
く
な
い
し
、
こ
れ
を
認
め
た
判
例
に
接

し
た
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
判
例
は
、
「
収
賄
」
に
関
与
し
た
だ
け
の
公
務
員
に
は
「
収
賄
罪
の
共
犯
」
し
か
成
立
し
な
い
と
い
う
立
場
を

(7
)
 

採
り
続
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

た
し
か
に
、
ロ
ク
シ
ン
の
「
義
務
犯
論
」
は
、
「
行
為
支
配
」
を
も
た
な
い
場
合
の
公
務
員
の
「
間
接
正
犯
」
の
正
犯
性
肯
定
に
は
有
効

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
、
義
務
犯
で
は

「拡
張
的
正
犯
概
念
」
し
か
通
用
し
な
く
な
る
。
「
限
縮
的
正
犯
概
念
」
を
否
定
し
て
迄

「
拡
張
的
正
犯
概
念
」
を
妥
当
さ
せ
よ
う
と
す
る
程
の
意
義
が
あ
る
の
か
、
わ
た
く
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
程
の
代
償
を
払
っ
て

(8
)
 

「
正
犯
な
き
共
犯
否
定
論
」
を
墨
守
す
る
必
要
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
で
に
メ
ッ
ガ
ー
も
、
「
収
賄
共
働
」
の
場
合
、
共
働
公

務
員
の
故
意
な
し
に
も
、
「
収
賄
す
る

(s
i
c
h
b
e
s
t
e
c
h
e
n
 !
a
s
s
e
n
)

こ
と
の
共
働
」
は
認
め
ら
れ
う
る
と
明
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ロ
ク
シ
ン
の

「義
務
犯
」
に
対
し
て
は
、
後
に
改
め
て
批
判
を
加
え
よ
う
。

(9
)
 

三

一
九
五
三
年
一

0
月

一
日
の
連
邦
裁
判
所
第
四
刑
事
部
判
決
は
、
妻
と
の
離
婚
を
有
利
に
進
め
る
た
め
に
、
同
業
の
婦
人
科
医
師

に
結
婚
前
の
妻
の
行
状
を
照
会
し
て

「秘
密
」
を
覚
知
し
た
被
告
人
医
師
に
秘
密
漏
洩
罪
（
当
時
の
ド
イ
ツ
刑
法
三
0
0
条
）
の
「
教
唆

「
秘
密
漏
洩
罪
」
も

「身
分
犯
」
で
あ
る
。
患
者
の
秘
密
を
漏
洩
し
た
医
師
は
処
罰
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第
四
刑
事
部
は
、

「
医
師
仲
間

の
情
報
交
換
」
と
勘
違
い
し
た
医
師
が

「故
意
」
な
し
に
照
会
に
応
じ
た
と
判
断
し

「
事
実
の
錯
誤
」
を
理
由
に
、
「
秘
密
」
を
漏
示
し
た

(10
)
 

医
師
を
「
無
罪
」
と
し
、
依
頼
し
た
被
告
人
医
師
を

「秘
密
漏
洩
罪
の
教
唆
犯
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
賄
賂
」
と
は
思
わ
ず
、
ま
た
い
つ

も
の
多
額
の
「
餞
別
」
に
与
っ
た
と
誤
伯
し
た
裔
級
官
僚
に
似
て
い
る
。
さ
き
の
メ
ッ
ガ
ー
の
設
例
が
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
度
は

「収
賄
共
働
」
で
は
な
く
し
て
、

「秘
密
漏
洩
共
働
」
で
あ
る
。
秘
密
を
漏
洩
し
た
正
犯
は
無
罪
で
も
、
そ
れ
を
唆
し
た
共
犯
は
教
唆
犯
で

犯
」
の
成
立
を
認
め
た
。
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四
で
あ
る
。
し
か
し
、
依
頼
医
師
は
「
故
意
」
で
あ
る
。

あ
る
。
や
は
り
「
正
犯
な
き
共
犯
」
で
あ
る
。

尤
も
、
漏
洩
医
師
に
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
れ
ば
「
許
さ
れ
る
」
が
、
そ
の
よ
う
な
検
討
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
単
な
る

「法
律

(11
)
 

の
錯
誤
」
に
陥
っ
た
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
強
い
。

(12
)
 

第
四
刑
事
部
判
決
に
対
す
る
評
価
も
区
々
で
あ
る
。
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
は
、
秘
密
を
「
秘
密
と
知
っ
て
」
他
に
漏
洩
し
た
医
師
は
「
正
犯
」

で
あ
る
と
い
う
。
患
者
の
秘
密
は
、
医
師
仲
間
の
情
報
交
換
で
も
「
秘
密
」
で
あ
り
続
け
る
か
ら
、
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
の
見
解
は
明
快
で
あ

(13) 

る
。
し
か
し
、
す
で
に
同
人
の
「
無
罪
」
は
確
定
し
て
い
た
と
い
う
。
ト
レ
ン
ド
レ
は
、
依
頼
医
師
の
「
間
接
正
犯
性
」
を
吟
味
す
る
必

要
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
依
頼
医
師
が
漏
洩
医
師
を
「
道
具
」
と
し
て
利
用
し
た
と
は
い
え
な
い
。
「
情
報
交
換
」
は
任
意
に
行
わ

れ
て
い
る
。
第
四
刑
事
部
も
、
依
頼
医
の
間
接
正
犯
を
否
定
し
た
。

し
か
し
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
こ
こ
で
も
「
間
接
正
犯
」
を
肯
定
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

「秘
密
漏
洩
罪
」
も
「
身
分
犯
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
医
師
の
職
務
倫
理
」
は
、
そ
の
違
反
を
す
べ
て
「
秘
密
漏
洩
罪
の
正
犯
」
と
し
て
よ
い
筈
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
す
る
ロ

(14) 

ク
シ
ン
の
明
確
な
態
度
は
明
ら
か
で
な
い
。

第
四
刑
事
部
は
、
漏
洩
医
師
の
「
軽
率
」
な
行
為
を
「
過
失
に
よ
る
秘
密
漏
洩
」
と
み
た
に
違
い
な
い
。
過
失
に
よ
る
漏
洩
は
不
可
罰

一
九
四
三
年
改
正
の
ド
イ
ツ
刑
法
四
八
条
は
、
非
故
意
の
正
犯
に
対
す
る
故
意
の

教
唆
犯
を
肯
定
す
る
。
第
四
刑
事
部
は
、
実
は
こ
う
考
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
第
四
刑
事
部
は
、
「
正
犯
な
し
の
教
唆
犯
」
を
肯
定

(15
)
 

し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、
「
正
犯
な
し
の
共
犯
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
京
都
地
裁
舞
鶴
支
部
の
論

理
で
あ
る
。わ

が
国
の
判
例
中
に
も
、
教
唆
犯
と
割
助
犯
の
両
立
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。

(16
)
 

昭
和
二
五
年
七
月
九
日
の
最
商
裁
判
決
は
、
運
送
会
社
社
長
が
、
同
郷
の
先
輩
の
依
頼
に
よ
り
、
米
穀
類
の
移
動
・
運
搬
を
制
限
し
た
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非
公
務
員
の
妻
を
利
用
し
た

「収
賄
共
働
」
に
代
表
さ
れ
る
。

五
当
時
の

「食
糧
管
理
法
」
に
違
反
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
闇
米
」
を
社
員
に
命
じ
て
車
で
鉄
道
駅
迄

「運
搬
」
さ
せ
た
と
し
て
「
運
搬
罪
の

間
接
正
犯
」
を
肯
定
し
た
。
弁
護
人
は
、
社
長
は
「
間
接
正
犯
」
で
は
な
い
と
主
張
し
た
が
、
最
高
裁
は
、
「
運
転
社
員
」
が
事
情
を
知
っ

て
い
た
か
ど
う
か
に
拘
わ
ら
ず
、
社
長
が
「
正
犯
」
で
あ
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、

「
運
搬
社
員
」
が
事
情
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
社
長
を
「
間
接
正
犯
」
と
み
る
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
を
左
右
し
な

い。

「行
為
支
配
」
は
「
力
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
運
搬
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
い
か
な
る
不
利
益
を
受
け
る
か
は
不
明
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
社
長
は
自
分
の
娘
を
介
し
て
依
頼
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
到
底
社
長
を

「正
犯
」
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
判
旨
に
賛

(17
)
 

成
す
る
立
場
は
、
「
間
接
正
犯
」
と
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
の
問
題
を
回
避
し
た
だ
け
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(18
)
 

こ
れ
に
対
し
て
、
現
実
に
車
で
闇
米
を
運
搬
し
た
社
員
が
「
正
犯
」
で
あ
る
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
運
搬
社
員
」
の
「
行
為
支

配
」
は
「
米
の
運
搬
」
に
及
ぶ
だ
け
で
あ
っ
て
、
社
長
等
の
「
闇
米
運
搬
」
に
は
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
社
員

(19
)
 

は
、
社
長
等
の
食
糧
管
理
法
違
反
の
「
料
助
犯
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。(20) 

ド
イ
ツ
の
判
例
に
も
、
「
殺
し
た
殺
人
胴
助
犯
」
を
肯
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
後
に
改
め
て
検
討
す
る
。

「
資
格
な
き
故
意
あ
る
道
具
」
は
、
「
間
接
正
犯
」
た
り
う
る
こ
と
も
あ
る
し
、

「
教
唆
犯
」
た
り
う
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
「
実
行
行
為
者
」
に
「
故
意
」
が
な
い
た
め
、
「
正
犯
」
た
り
え
な
い
場
合
に
あ

っ
て
も
、
「
教
唆
犯
」
だ
け
は
成
立
す
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
あ

っ
て
も
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
き
の
最
高
裁
判
決
事
案
は
典
型
的
な

「教
唆
犯
と
胴
助
犯
」

の
両
立
で
あ
ろ
う
。
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(l
)
内
田
・
神
奈
川
法
学
四
四
巻
ニ
・
三
号

一
四
七
頁
以
下
、

一
六
三
頁
以
下
。

(
2
)
G
.
 St

r
a
t
e
n
w
e
r
t
h
.
 St

r
a
f
r
e
c
h
t,
 Al

i
g.
 T.
 3
 A
u
f
l
.
 1981. S
.
 22

7f. 

(
3
)
H
.
 H
.
 Je

s
c
h
e
c
k
,
 Le

h
r
b
u
c
h
 d
e
s
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
,
 A

lig
.
 T. 4
 A
u
f
l
.
 19

88
,
 S.
 

6
0
7
 

(
4
)
C
.
 R
o
x
i
n
,
 Str

饂
r
e
c
h
t
,
I
L
 S
.
 108ff.

1`
09ff.
,
 112ff. 

(
5
)
内
田
・
神
奈
川
法
学
四
四
巻
ニ
・
三
号
一
六
一
頁
以
下
、
一
六
三
頁
以
下
。

(
6
)
尤
も
、

ロ
ク
シ
ン

(C.
R
o
x
i
n
,
 

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
.
 II
,
 

S
.
 

6ff.)

は
「
拡
張
的
正
犯
概
念
」
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
公
務
員
と
し
て
の
義
務
違
反
」
は
行

為
の
形
状
に
関
わ
り
な
し
に
「
収
賄
罪
の
正
犯
性
」
を
甚
礎
付
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら

(
C
.
R
o
x
i
n
,
 

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 II
.
 

S
.
 11

2
0

、
収
賄
罪
は
「
公
務
員

の
拡
張
的
正
犯
概
念
」
受
容
犯
罪
で
あ
る
。

(
7
)
従
来
の
ド
イ
ツ
判
例
が
、
公
務
員
の
「
収
賄
共
働」

に
つ
き
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
前
提
と
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
内
田・

神
奈
川
法
学
四
四

巻
ニ
・

三
号

一
六
八
頁
注

(38)
。

(
8
)
E
.
 Me

z
g
e
r
,
 Te

i
ln
a
h
m
e
 an u
n
v
o
r
s
a
tz
li
c
h
e
n
 H
a
n
d
l
u
n
g
e
n
,
 JZ
.
 19

5
4疇

S
.
3
1
2ff.
,
 31

4
.
 

(
9
)
B
G
H
.
 S
t
r
.
 4.
 19

5
4
.
 S.
 

355ff.
,
 358ff. 

(
10
)
B
G
H
.
 S
t
r
.
 4.
 S.
 

3
5
6ff.
,
 358ff. 

(11)

第
四
刑
事
部
は
、
「
漏
洩
医
師
」
を
、
「
医
師
仲
間
の
情
報
交
換
」
と
誤
信
し
て
い
た
と
し
て
「
無
罪
」
と
し
た
裁
判
を
受
け
て
「
教
唆
医
師
」
だ
け
を
「
教

唆
犯
」
と
し
た
が

(B
G
H
.
4
.
 

356ff.)
、「
事
実
の
錯
誤
」
で
は
な
く
し
て
、
単
な
る
「
法
律
の
錯
誤
」
の
結
果
、
自
己
が
扱

っ
た
患
者
の
「
秘
密
」
を
軽
率

に
漏
洩
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
強
い
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、
妻
の
秘
密
を
探
り
出
そ
う
と
し
た
医
師
が
教
唆
犯
で
漏
洩
医
師
が
正
犯
で
あ
る
。

し
か
し
、
第
四
刑
事
部
は
、

「漏
洩
医
師
」
に

「構
成
要
件
的
事
実
の
錯
誤
」
が
あ
っ
た
と
き
で
も

「教
唆
医
師
」
は
「
秘
密
漏
洩
罪
の
教
唆
犯
」
た
り
う

る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
正
犯
な
き
教
唆
犯
」
の
肯
定
で
あ
る
。

(
1
2
)

P
.
 Bo

c
k
e
l
m
a
n
n
,
 

N
o
c
h
m
a
ls
 iib
e
r
 da
s
 V
e
r
h
altnis v
o
n
 T
a
t
e
r
s
c
h
a
f
t
 u
n
d
 T
e
ilnah
m
e
,
 GA

.
 1
9
5
4
,
 

S
.
 193ff.
,
 

2
0
9
.
L
が
”
L
、
ギ
小
ッ

7
ル
マ
ン
は
、

「
秘
密
」
を
秘
密
と
知
り
な
が
ら
外
部
に
漏
し
た
か
ら
、
当
然
「
正
犯
」
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

(13)

H
.
 T
r
b
n
dle
,
 

Z
u
r
 F
r
a
g
e
 d
e
r
 T
e
iln
a
h
m
e
 a
n
 u
nv
o
r
s
a
t
z
l
i
c
h
e
n
 H
a
up
t
t
a
t,
 

G
A
.
 1
9
5
6
,
 

S
.
 12

3
ff.
,
 13

3
 ff.

｀
152ff.

ト
レ

ン
ド
レ
は
、
妻
の
秘
密
を
探
り

出
し
た

「
依
頼
医
師
」
の
「
間
接
正
犯
性
」
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ

っ
た
と
い
う
が
、

「依
頼
医
師
」
が
「
操
り
人
形
師
」
と
し
て
同
業
医
を
利
用
し
た
と

は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

注
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支
え
な
い
。

(14
)
C. R
o
x
i
n
`
T
a
te
r
s
c
h
a
ft
 un
d
 T
a
th
e
r
r
s
c
h
aft. 7
 A
u
fl
.
 2000
.
 

S
.
 19

4
 A
n
m
.
 61̀

364ff.
,
 368ff. 

(15
)
わ
た
く
し
は
、
依
頼
医
が
「
教
唆
犯
」
で
、
洞
洩
医
師
は
「
附
助
犯
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
依
頼
医
に
は

「行
為
支
配
」
を
認
め
る
程
の
力
は
な
い
し
、

漏
洩
医
の
「
軽
率
」
は
、
「
秘
密
漏
洩
共
働
」
の
促
進
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
―
一
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

「
正
犯
」
は
現
実
に
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。
な
お
、
前
出
、

二
注

(12)
。

(16
)
最
判
昭
二
五
年
七
月
六
日
刑
集
四
巻
七
号
一

―
七
八
頁
。

(17
)
荘
子
邦
雄
・
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕（
平
成
八
）
四
六

一
頁
以
下
、
四
六
四
頁
注

(4
)。

(18)
福
田
平
・

全
訂
刑
法
総
論
〔
第
五
版
〕
（
平
成
二
三
）
二
六
六
頁
注
（
二
）
。

(19)
わ
た
く
し
は
、
「
正
犯
の
背
後
の
正
犯
」
を
肯
定
す
る
以
上
は
、
運
搬
社
員
を
「
正
犯
」
と
し
、
社
長
を

「背
後
の
正
犯
」
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

と
考
え
た
が
（
内
田
・
概
要
中
巻
四
六
八
頁
以
下
）
、
運
搬
社
員
の
「
正
犯
性
」
に
疑
問
を
感
じ
、

「柑
助
犯
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
教
唆
犯
と
討
助
犯
の
両
立
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

社
長
に
も
社
員
に
も
、
「
闇
米
運
搬
」
の
「
指
導
形
象
」
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
両
人
共
、
「
み
ず
か
ら
の
犯
罪
」
と
し
て
共
働
し
た
と
い
う
に
は
「
カ

の
傾
注
」
が
弱
い
。
教
唆
犯
と
財
助
犯
の

「
両
立
」
に
止
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
。

(20)
後
出
、

三
・
三
注

(11
)
1
(
1
5
)
。

共
同
正
犯
の
特
質
と
の
関
連
で
料
助
犯
と
却
巾
助
犯
の
併
立

・
両
立
も
重
要
で
あ
る
。

二
人
の
殺
人
の
共
同
正
犯
が
、
意
思
の
連
絡
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
被
害
者
に
致
命
傷
を
与
え
た
場
合
に
は
、
敢
て

「共
同
正
犯

（
刑
法
六

0
条
）
」
を
認
め
る
必
要
も
な
い
が
、
共
同
正
犯
を
否
定
す
る
必
要
も
な
い
。
こ
れ
を

「
不
真
正
の
共
同
正
犯
」
と
呼
ん
で
差
し

し
か
し
、
二
人
が
致
死
星
の
半
分
ず
つ
の
毒
薬
を
供
与
し
て
始
め
て
被
害
者
の
毒
殺
に
成
功
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
刑
法
六

0
条
の

科
助
犯
と
討
助
犯
の
併
立
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意
義
が
鮮
明
と
な
る
。
二
人
の

「共
働
」
に
よ
り
、
始
め
て
殺
人
罪
が
既
遂
と
な
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
真

正
の
共
同
正
犯
」
と
呼
び
た
い
。
「
一
部
実
行
の
全
部
責
任
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
生
活
の
要
請
で
あ
る
。

(1
)（

2
)
 

定
さ
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ロ
ー
マ
法
以
来
、
こ
の
こ
と
が
否

「一

部
実
行
の
全
部
責
任
」
の
要
請
は
、
「
強
盗
罪
」
の
よ
う
に

「複
数
行
為
」
を
前
提
と
す
る
犯
罪
に
も
通
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
人
が
「
暴
行

・
脅
迫
」
を
加
え
、
抵
抗
を
抑
圧
し
た
上
、
他
の

一
人
が
、

「財
物
」
を

「盗
取
」
し
た
と
き
は
、

暴
行
罪

・
脅
迫
罪
と
窃

(3
)
 

盗
罪
で
は
な
く
し
て

「
強
盗
罪

（刑
法
二
三
六
条
）
」
の

「共
同
正
犯
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、

「
互
い
に
手
と
な
り
足
と
な
っ

て
強
盗
に
出
よ
う
」
と
い
う
堅
い
靭
帯
が
必
要
で
あ
る
。

一
人
が
暴
行

・
脅
迫
の
上
、
被
害
者
を
失
神
さ
せ
て
立
ち
退
っ
た
後
に
、
他
の

一
人
が
通
り
か
か
り
、
被
害
者
か
ら
財
物
を
盗
取
し
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
二
人
が
友
人
で
あ

っ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
容
易

に
は
「
強
盗
の
承
継
的
共
同
正
犯
」
と
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

二

尤
も
、
「
互
に
手
と
な
り
足
と
な
る
」
関
係
は
、
単

一
の
共
同
正
犯
を
構
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
人
を

「痛
め
付
け
る
」
た
め
に

共
働
し
た
二
人
の
う
ち
、
あ
る
者
は
殺
意
の
下
に
、
あ
る
者
は
専
ら
傷
害
の
意
思
で
「
互
い
に
手
と
な
り
足
と
な
る
」
こ
と
も
可
能
で
あ

(4) 

る
。「
部
分
的
共
同
正
犯
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
不
法
共
働
」
で
は
、

「殺
人
の
共
同
正
犯
」
と

「傷
害

・
傷
害
致
死
の
共
同
正
犯
」

が、

「共
同
正
犯
」
の
か
た
ち
で
成
立
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
刑
法
新
二
五
条
二
項
も
、
二
可
罰
的
所
為

（S
t
r
a
f
t
a
t
)
」
の
共

同
実
行
を
「
共
同
正
犯
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

ま
た
、
わ
が
国
固
有
の

「共
謀
共
同
正
犯
」
と
呼
ば
れ
る
「
共
働
形
態
」
も
、
「
共
謀
に
参
加
し
た
者
」
は
す
べ
て
「
共
同
正
犯
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
結
論
付
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
犯
罪
謀
議
に
参
加
し
た
者
の
中
に
も
、
「
互
い
に
手
と
な
り
足
と
な
る
」
程
の
「
働
き
」

(6) 

を
し
な
か

っ
た
者
は
「
捐
助
犯
」
た
り
う
る
の
み
で
あ
る
。
判
例
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
と
い

っ
て
よ
い
。
「
犯
罪
の
見
張
り
」
は、

そ
の
見
張
り
な
し
に
は
犯
罪
の
成
功
も
覚
束
な
か
っ
た
と
い
え
る
場
合
以
外
は
「
捐
助
犯
」
に
止
ど
ま
る
。



(408) 神奈川法学第 48巻第 2・3合併号 2015年 136 

四

以
上
の
考
量
は
、
「
不
法
共
働
者
」
中
に

「主
役
」
と
い
え
る
働
き
に
出
た
者
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
「
射
助
犯
」
と

同
人
に
「
盗
品
故
買
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
九
条
）

「討
助
犯
」
の
併
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
「正
犯
な
き
共
犯
」
で
あ
る
。

(7) 

一
九
五
三
年

一
0
月
二

二
日
の
連
邦
裁
判
所
第
四
刑
事
部
判
決
は
、
古
鉄
販
売
会
社
の
社
員
が
、
「
盗
品
古
鉄
」
を
購
入
し
た
事
案
で
、

の
財
助
罪
」
し
か
成
立
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
。
同

人
は
「
み
ず
か
ら
の
た
め
に
故
買
し
た
」
の
で
は
な
く
し
て
、
「
会
社
の
た
め
に
故
買
し
た
」
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

取
引
き
に
立
会
っ
て
い
な
か
っ
た
社
長
も
、

「盗
品
」
を

「自
己
の
も
の
」
と
し
た
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
。
事
後
承
認
を
与
え
た
か
ど

う
か
も
判
然
と
は
し
な
い
と
み
た
の
で
あ
る
。

同
じ

一
九
五
四
年
一

0
月
に
、
同
じ
第
四
刑
事
部
が
、
一
日
の
判
決
で
は
、
「
故
意
の
な
い
正
犯
」
へ
の
教
唆
犯
を
肯
定
し
た
こ
と
に
つ

(8) 

い
て
は
さ
き
に
検
討
し
た
が
、

二
ニ
日
の
判
決
で
は
「
故
意
の
な
い
正
犯
」
へ
の
幣
助
犯
の
成
立
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
二

ニ
日

の
判
決
で
は
、
社
長
は
社
員
の
盗
品
故
買
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一

方
は
、
独
立
教
唆
罪
で
あ
り
、
他
方
は
、
独
立
鞘
助

罪
で
あ
る
。
当
時
の
共
犯
論
に
と

っ
て
は
大
き
な
問
題
で
あ

っ
た
か
ら
、
共
に
活
澄
な
議
論
を
呼
ん
だ
。
し
か
し
、
考
え
方
と
し
て
は
、

(9
)
 

共
通
で
よ
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
改
め
て
触
れ
る
こ
と
を
割
愛
す
る
。

し
か
し
、
新
た
な
視
点
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

二
二
日
判
決
の
事
案
で
は
、
第
四
刑
事
部
は
、
社
長
に
も
二
五
九
条
の

「胴
助
犯
」
が
成
立
し
う
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
社
長
も
社
員
も
、
い
ず
れ
も

「我
が
社
の
た
め
の
盗
品
故
買
」
に
出
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
同
判
決
の

(10
)
 

批
評
で
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
示
し
た
考
え
で
あ
る
。
「
会
社
ぐ
る
み
の
盗
品
故
買
」
で
は
、

「共
働
者
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
「
非
故
意

の
正
犯
へ
の
開
助
犯
」
と
い
う
廻
り
道
に
出
る
の
は
誤

っ
た

「概
念
法
学
」
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

尤
も
、

「共
同
行
為
支
配
」
の
認
め
ら
れ
な
い
社
長
と
社
員
に

「共
同
正
犯
」
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
共
同
行
為
支
配
が
認
め
ら

一
方、
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「
我
が
社
の
た
め
の
盗
品
故
買
」
に
し
ろ
、

「
シ
ュ
タ
シ
ン
ス
キ
ー
事
件
」
に
し
ろ
、

「
み
ず
か
ら
の
た
め
に
す
る
関
与
」
が
な
か

っ
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
「
シ
ュ
タ
シ
ン
ス
キ
ー
事
件
」
で
は
、

二
0
0
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
当
時
の

「民
族
虐
殺

目
的
謀
殺
罪

（
ニ
ニ

0
条
）
」
の
帯
助
犯
の
成
立
が
問
わ
れ
る
可
能
性
も
あ

っ
た
。
正
犯
は
二
二

0
条

a
の
正
犯
で
も
、
二
人
の
剌
客
に

も
の
と
思
わ
れ
る
。

(12
)
 

第
三
刑
事
部
は
、
人
を
殺
し
た
者
は

「
通
常
は
殺
人
罪
の
正
犯
」
で
あ
る
と
い
う
。
「
形
式
的
客
観
説
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
刑
事

部
は
、
こ
の
よ
う
な
解
決
策
に
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
事
案
は
、
二
人
の
「
刺
客
」
を
意
の
如
く
に
利
用
し
尽
く
し
た
国
外
の
「
黒
幕
」

(13) 

が

「操
り
人
形
師
」
と
な

っ
た
政
治
的
謀
殺
事
件
で
あ
る
。
第
三
刑
事
部
は
、
伝
統
的
な
「
主
観
的
共
犯
論
」
に
盲
従
し
な
か
っ
た
だ
け

(14) 

で
あ
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
こ
の
判
決
を
「
極
端
な
主
観
的
共
犯
論
」
へ
の
復
帰
と
み
る
が
、
第
三
刑
事
部
は
、

事
件
の
特
殊
性
を
惧
重
に

考
慮
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
処
罰
が
困
難
な
国
外
の
黒
幕
に
操
ら
れ
た
人
形
と
し
て
の
二
人
の
刺
客
を

「実
行
し
た
桐
助
犯
」
と
評
価
し
た

持
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
れ
る
の
は
、
社
長
と
社
員
が
一
体
と
な

っ
た
場
合
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
案
か
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
靭
帯
」
は
看
取
さ
れ
な
い
。

や
は
り
、

「会
社
の
た
め
の
盗
品
故
買
の
射
助
犯
」
が
併
立
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、

「会
社
ぐ
る
み
の
犯
罪
」
と
い
う
視
座

は
、
古
典
的
な
「
法
人
の
犯
罪
能
力
」
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
も
有
益
で
あ
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。

「正
犯
な
き
共
犯
」
の
肯
定
は
、
「
教
唆
犯
と
胴
助
犯
」
の
併
立
、

「胴
助
犯
と
料
助
犯
」
の
併
立
を
可
能
と
す
る
ば
か
り
か
、
独
立

教
唆
罪
・
独
立
胴
助
罪
の
肯
定
に
も
通
じ
る
。
現
に
、

一
日
判
決
は
、
秘
密
漏
洩
依
頼
医
師
だ
け
に
教
唆
罪
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

(11
)
 

一
九
六
二
年
一

0
月

一
九
日
の
連
邦
裁
判
所
第
三
刑
事
部
判
決
は
、
殺
人
実
行
者
に
「
実
行
す
る
捐
助
犯
」
を
認
め
、
「
正
犯
」
は
「
な

に
人
か
」
は
問
題
に
し
な
か

っ
た
。
「
謀
殺
を
実
行
す
る
胴
助
犯
」
だ
け
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
事
件
は
「
シ
ュ
タ
シ
ン
ス
キ
ー
事
件
」
と

呼
ば
れ
る
が
、
伝
統
的
な
共
犯
論
の
根
底
を
覆
え
す
か
の
よ
う
な

「実
行
す
る
鉗
巾
助
犯
」
と
い
う
判
示
は
、
実
は
説
得
力
に
富
む
も
の
を
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要
件
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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六
は
、
そ
れ
程
強
大
な
「
目
的
」
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
「
目
的
な
き
故
意
あ
る
道
具
」
で
あ
る
。
「
摺
助
犯
」
に
止
ど
ま

(15) 

る
の
は
異
例
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
刑
事
部
判
決
に
は
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
が
窺
わ
れ
な
い
で
は
な
か
ろ
う
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
現
行
刑
法
上
、
す
で
に
「
正
犯
な
き
共
犯
」
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
「
現
実
の
正
犯
」
は
、
共
犯
の
成
立

(1
)
「真
正
の
共
同
正
犯
」
と
「
不
真
正
の
共
同
正
犯
」
に
つ
い
て
は
、
内
田
文
昭
・
刑
法
に
お
け
る
過
失
共
働
の
理
論
（
昭
和
四
八
）
五
頁
以
下
。

(2
)
内
田

・
概
要
中
巻
四
七
四
頁
以
下
、
四
八
六
頁
以
下
。

(
3
)
F
.
 De

n
c
k
e
r
,
 Lu

d
e
r
s
s
e
n
,
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 

S
.
 52

7
f
f
.
.
 5

3
0
f
f
.
 

(
4
)
部
分
的
共
同
正
犯
に
つ
い
て
は
、
内
田
・
概
要
中
巻
四
九
一
頁
以
下
。

(5
)
内
田
・
概
要
中
巻
四
八
七
頁
以
下
、
五

0
四
頁
以
下
。

(
6
)
内
田

・
概
要
中
巻
五

0
五
頁
注

(15)
掲
記
の
諸
判
例
を
挙
示
し
た
い
。

(
7
)
B
G
H
.
 

S
t
r
.
 5.
 1

9
5
4
,
 S
.
 

4
7
f
f
 .. 
4
8
f
f
.
,
 5

0
f
f.
 

(8
)
前
出
、
三

・
ニ
注

(
9
)
以
下
。

(
9
)
こ
こ
で
は
、
ロ
ク
シ
ン

(C.
R
o
x
i
n.
 

T
aterschaft u
n
d
 T
a
th
e
r
r
s
c
h
a
ft,
 

7
 A
u
fl. 
S
.
 36

8
)

だ
け
を
紹
介
す
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
、

二
ニ
日
の
第
四
刑
事
部

判
決
は
正
当
で
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
一
日
の
判
決
に
対
す
る
ロ
ク
シ
ン
の
態
度
も
二
二
日
の
判
決
に
対
す
る
態
度
も
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
、
ヴ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
（
次
注

(10
)
)
の
考
え
を
支
持
し
て
い
る
。

(10
)
H
.
 

W
e
l
z
e
こ
Z
.
1
9
5
4
,
 S
.
 12

7
f
f
.
 

わ
た
く
し
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
通
説
批
判
が
、
「
正
犯
な
け
れ
ば
共
犯
な
し
」
の
要
請
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
社
長
も
社
員
も
、
「
盗
品

故
買
罪
」
の
正
犯
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
わ
が
社
の
た
め
の
盗
品
故
買
」
は
、
や
が
て
「
み
ず
か
ら
の
利
益
」
と
な
る
。
両
名
共
に
「
盗
品
故
買
」
の
鞘
助

犯
な
の
で
あ
る
。
メ
ッ
ガ
ー
（
前
出
、

三
・
ニ
注

(
8
)
）
が
、

「
収
賄
共
働
」
で
は

「正
犯
」
が

「故
意
欠
如
」
の
故
で
「
正
犯
」
た
り
え
な
く
て
よ
い
と

主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
ヴ

ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、

「会
社
ぐ
る
み
の
盗
品
故
買
」
で
は

「
正
犯
」
は
現
存
し
な
く
て
よ
い
と
主
張
し
た
も
の
と
考
え
る
。
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(
1
1
)
B
G
H
.
 Str. 1
8
,
 
1
9
6
3
,
 
S. 8
7
f
f
.
,
 
9
4
f
f
.
 

(
1
2
)
B
G
H
.
 Str. 1
8
,
 S. 9

4
.
 

(
1
3
)
B
G
H
.
 Str. 1
8
,
 
S. 9
6
.
 

(
1
4
)
C
.
 R
o
x
i
n
,
 T
a
t
e
r
s
c
h
a
f
t
 u
n
d
 T
a
t
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t
,
 7
 
Aufl.. S. 1
0
5
 A
n
m
.
 5
2
.
 

(15)
デ
ン
カ
ー

(F.
D
e
n
c
k
e
r
,
 L
i
i
d
e
r
s
s
e
n
,
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 S. 5
3
4
)

は
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
は
存
在
し
て
よ
い
が
、
「
他
人
の
所
為
に
従
属
し
な
い
共
犯
」
は

存
在
し
え
な
い
と
い
う
立
言
の
下
に
、
「
シ
ュ
タ
シ
ン
ス
キ
ー
事
件
」
を
把
握
し
て
い
る
。
国
外
の
黒
幕
は
処
罰
困
難
で
あ
る
が
、
二
人
の
刺
客
は
処
罰
で

き
る
。
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
以
来
の
「
共
犯
隷
属
性
論
」
の
呪
縛
か
ら
の
脱
却
は
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
の
是
認
に
よ
り
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
間
接
教
唆
犯
（
刑
法
六
一
条
二
項
）
」
や
「
柑
助
犯
へ
の
教
唆
犯
（
刑
法
六
―
一
条
二
項
）
」
も
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
を
認
め
る
規

定
で
あ
る
。
尤
も
、
「
割
助
犯
へ
の
教
唆
」
は
、
そ
の
教
唆
行
為
が
間
接
的
に

「
現
実
の
正
犯
」
の
支
援
と
な
る
限
り
「
間
接
捐
助
」
に
他

な
ら
な
い
。
詳
細
は
後
に
検
討
す
る
。

A
が、

B
に
対
し
て
、

実
行
さ
せ
た
と
き
が
、

C
の
殺
害
を
教
唆
し
た
と
こ
ろ
、

B
は
み
ず
か
ら
は
C
を
殺
害
せ
ず
、

D
に
対
し
て
、

C
の
殺
害
を
教
唆
し
て

A
の
「
間
接
教
唆
」
で
あ
る
。

A
は、

D
に
対
し
て
直
接
「
教
唆
」
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

し
て
、
間
接
的
に
「

C
殺
し
」
を
教
唆
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

B
へ
の
教
唆
を
通

(2) 

テ
ロ
リ
ス
ト
集
団
の
「
首
領
．

A
」
が
、
「団
員
•
B

」
に
、
「
手
当
た
り
次
第
の
殺
人

(
G
e
m
e
t
z
e
l
)

」
を
教
唆
し
た
よ
う
な
場
合
は
、

B
が
み
ず
か
ら
が
実
行
し
よ
う
が
、

D
に
実
行
さ
せ
よ
う
が
、

C
を
殺
害
し
よ
う
が
、

E
を
殺
害
し
よ
う
が
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
い
ず

れ
か
を
問
わ
ず
、
「
み
ず
か
ら
の
概
括
的
故
意
」
に
包
摂
さ
れ
る
限
り
の
多
数
人
が
殺
害
さ
れ
る
限
り
、
「
殺
人
の
教
唆
犯
」
ま
た
は

「殺

四
連
鎖
的
共
犯
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さ
れ
て
い
る
。

(3
)
 

こ
れ
に
対
し
て
、
か
ね
て
著
名
な
「
ロ
ー
ゼ
・
ロ
ザ
ー
ル
事
件
」
で
は
、
「
正
犯
・
ロ
ー
ゼ
」
の
「
客
体
の
錯
誤
」
（
人
違
い
で
、

ッ
シ
ュ
を
シ
ュ
リ
ー
ベ
と
誤
認
し
た
）
が
、
教
唆
犯
・
ロ
ザ
ー
ル
の
「
客
体
の
錯
誤
」
か
「
方
法
の
錯
誤
」
か
で
争
わ
れ
た
も
の
で
、
「
間

接
教
唆
」
の
問
題
で
は
な
い
し
、

既
に
存
在
し
た
よ
う
な
と
き
は
、
ロ
ミ
オ
に
つ
い
て
「
間
接
教
唆
」
の
問
題
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
間
接
教
唆
」
は
、
か
な
り
限
局

し
か
し
、
複
数
市
会
議
員
に
対
す
る
数
個
の
脅
迫
が
順
次
に
行
わ
れ
た
よ
う
な
と
き
は
、
「
再
間
接
教
唆
犯
」
が
成
立
す
る
と
判
示
し

(4
)
 

た
、
大
正
一

―
年
三
月

一
日
の
大
審
院
判
決
は
、

「故
意
の
連
続
」
を
前
提
と
す
る
限
り
正
当
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
複
数
市
会
議
員
を
脅

迫
す
る
た
め
の
教
唆
を
「
手
分
け
」
を
し
て
直
接
・
間
接
に
数
回
行
わ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

名
の
市
会
議
員
に
対
す
る
脅
迫
が
、
被
告
人
を
始
め
と
す
る
八
名
の
者
に
よ

っ
て
順
次
に
行
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
四
名
の
市
会
議

員
に
対
す
る
脅
迫
は
、
被
告
人
の
教
唆
に
よ
っ
て
順
次
に
行
わ
れ
た
。
被
告
人
の
脅
迫
教
唆
は
所
期
の
通
り
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

(5
)
 

「再
間
接
教
唆
以
上
の
場
合
」
も
、
六
一
条
二
項
に
包
含
さ
れ
る
と
す
る
判
示
は
正
当
で
あ
る
。
被
告
人
の
教
唆
は
、
順
次
に
四
名
の
市
会

議
員
の

「脅
迫
」
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
誰
を
封
助
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
も
多
い

「間
接
幣
助
」
で
は
、
「
料
助
犯
」
の
成

立
は
容
易
で
あ
る
。「
誰
か
を
射
助
す
る
故
意
」
で
足
り
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
銃
砲
刀
剣
販
売
業
者
」
は
、
購
入
者

の
「
殺
傷
行
為
」
に
つ
き
、
直
ち
に
は
「
過
失
致
死
傷
罪
の
捐
助
犯
」
た
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
「
正
犯
」
を
「
特
定
」
す
る
こ
と
な
し

(6
)
 

に
は
そ
の

「割
助
犯
」
と
な
る
こ
と
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
「
誰
か
が
殺
傷
」
に
出
る
で
あ
ろ
う
こ
と
の
認
識
で
充
分
な
の
で
あ
る
。

要
も
な
く
な
る
。

人
の
間
接
正
犯
」
た
り
え
よ
う
。

A
は
、
「
ゲ
メ
ッ
ツ
ェ
ル
」
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
間
接
教
唆
」
を
考
え
る
必

ロ
ザ
ー
ル
の
「
概
括
的
故
意
」
の
問
題
で
も
な
い
。
し
か
し
、

A
に
は

「錯
誤
」
は
な
い
の
で
あ
る
。

四

ロ
ザ
ー
ル
を

「教
唆
」
し
た
ロ
ミ
オ
が

Jヽ

リ
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し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
間
接
教
唆
犯
」
は
、
殺
人
罪
の
場
合
は
、
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高

い
。
行
為
者
が
、
特
定
の

一
人
物
」
に
特
定
の

一人
物
」
を
殺
害
さ
せ
よ
う
と
教
唆
し
た
と
こ
ろ
、
被
教
唆
者
は
全
く
違

っ
た
人
物
の
殺

害
を
教
唆
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
A
は、

D
は
、

の
D
に
対
す
る
F
殺
し
の
「
間
接
教
唆
」
は
成
立
し
え
な
い
。
A
に
と
っ
て
、

る
。

(7
)
 

「教
唆
犯
」
の
場
合
に
比
較
し
て
、
正
犯
性
の
認
識
は
緩
や
か
で
よ
い
。
昭
和
四
四
年
七
月

一
七
日
の
最
高
裁
判
所
決
定
が
、
猥
褻
映
画
フ

ィ
ル
ム
を
知
人
ま
た
は
そ
の
得
意
先
の
誰
か
に
陳
列
さ
せ
る
意
思
で
知
人
に

「
貸
与
」
し
た
と
こ
ろ
、
同
人
は
得
意
先
に
「
映
写
」
さ
せ

た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、

「猥
褻
物
公
然
陳
列
罪

（刑
法

一
七
五
条
）
」
の

「
間
接
胴
助
犯
」
の
成
立
を
認
め
た
の
は
、
鞘
助
罪
の
特
徴
か

(8
)
 

ら
し
て
、
正
当
で
あ

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。

ド
イ
ツ
刑
法
は
、

「間
接
教
唆
」
・
「間
接
割
助
」
の
規
定
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
通
説

・
判
例
は
こ
れ
ら
を
肯
定
し
て
い
る
。

(9
)
 

一
九
五
四
年
七
月
八
日
の
連
邦
裁
判
所
第
三
刑
事
部
判
決
は
、
「
虚
偽
公
文
書
作
成
罪

（ド
イ
ツ
刑
法
三
四
八
条
一
項
）
」
の
不
法
共
働

に
関
し
、
パ
ス
ポ
ー
ト
発
行
機
関
に
対
し
て

「虚
佑
の
パ
ス
ポ
ー
ト
発
行
」
を
依
頼
し
、
担
当
職
員
を
数
名
経
由
し
て

「虚
偽
公
文
書
」

を
作
成
さ
せ
た
被
告
人
に
、
同
罪
の
「
間
接
教
唆
罪
」
の
成
立
を
認
め
た
。
た
し
か
に
、

「公
共
危
険
犯
」
で
は
、
行
為
者
は
、
所
定
の

「危

険
招
来
」
が
狙
い

で
あ
っ

て
、
誰
に
よ
っ

て
公
共
危
険
が
発
生
し
た
か
は
重
要
で
な
い
こ
と
が
多
い
。
誰
が
誰
を
殺
す
か
が
重
大
な

「殺

傷
罪
」
等
と
は
か
な
り
違

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
第
三
刑
事
部
が
、
被
告
人
は

「誰
が
正
犯
で
あ
る
か
」
を
知
ら
な
く
て
も
、

「
間
接

(10
)
 

教
唆
犯
」
が
成
立
す
る
と
判
示
し
た
の
は
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
限
り
、
無
差
別
殺
人
の
間
接
教
唆
犯
と
共
通
の
論
理
が
採
ら
れ
て
よ
い
。

(11
)
 

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
が
、

「正
犯
を
知
ら
な
い
間
接
教
唆
犯
」
を
肯
定
し
た
判
例
と
し
て
こ
の
第
三
刑
事
部
判
決
を
挙
示
し
て
い
る
。
正
当
で
あ

B
に
C
を
殺
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
D
に
そ
の
旨
を
教
唆
し
た
と
こ
ろ
、

E
に
F
を
殺
す
よ
う
教
唆
し
て
成
功
し
た
と
し
よ
う
。
D
の
E
に
対
す
る

F
殺
し
教
唆
の
成
立
に
は
疑
問
は
な
い
。
し
か
し
、

A

F
殺
し
は
想
定
外
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
が

「無
差
別
殺
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四
人
の
教
唆
」
と
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
A
は、

E
の
F
殺
し
に
関
し
て
は
何
の
関
わ
り
も
も
た
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る。

A
は、

B
が
C
殺
し
を
実
行
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
「
間
接
教
唆
犯
」
た
り
う
る
に
止
ど
ま
る
。
人
が
人
を
「
殺
傷
」
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
誰
が
誰
を
殺
そ
う
と
変
わ
り
が
な
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
A
は、

(12) 

つ
い
て
は
「
殺
人
教
唆
未
遂
（
無
罪
）
」
で
あ
る
。
「
教
唆
の
連
鎮
」
は
切
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

D
に
対
す
る

「
B
の
C
殺
し
」
に

「
間
接
教
唆
」
・
「
間
接
幣
助
」
は
、

「正
犯
の
教
唆
」
で
あ
り
、

「正
犯
の
哲
助
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
を
「
教
唆
の
教
唆
」

と
か

「摺
助
の
幣
助
」
と
呼
ぶ
の
は
誤
解
を
招
き
易
い
。
特
に
、
「
摺
助
犯
の
摺
助
」
は
、
「
減
軽
さ
れ
た
幣
助
犯
の
刑
」
を
今

一
度
減
軽

(13)

（

14
)
 

す
る
か
に
曲
解
さ
れ
る
。
ペ
ー
リ
ン
グ
が
指
摘
し
て
い
た
。
「
間
接
料
助
の
減
軽
」
も
一
回
限
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
現
実
の
正
犯
」
は
、

間
接
教
唆
犯
・
間
接
割
助
犯
の

「
目
の
前
」
に
存
在
し
な
く
て
も
よ
い
。「
観
念
的
に
表
象
」
さ
れ
る
こ
と
で
充
分
で
あ
る
。
さ
き
に
挙
示

し
た
、
大
正
―
一
年
の
大
審
院
判
決
や
、
昭
和
四
四
年
の
最
高
裁
決
定
も
、
さ
ら
に
は
ま
た
一
九
五
四
年
の
連
邦
裁
判
所
第
三
刑
事
部
判

(15
)
 

決
も
、
い
ず
れ
も
、
「
表
象
さ
れ
た
正
犯
」
へ
の
共
犯
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、

A
が、

D
に
対
し
て
、

「
B
の
C
殺
し
」
を
教
唆
し
た
と
こ
ろ
、

B
は
F
殺
し
に
出
た
よ
う
な
と
き
は
、
「
B
の
F
殺

(16
)
 

し
」
が
A
の
表
象
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
な
い
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、

A
は
「
B
の
F
殺
し
」
へ

の

「
間
接
教
唆
犯
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

尤
も
、
「
間
接
料
助
」
に
関
し
て
は
、
刑
法
六
一
条
二
項
の
よ
う
な

「
間
接
教
唆
」
の
規
定
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
間
接
粗
助
は
、
直

接
鞘
助
と
同
様
、

「特
定
の
正
犯
」
へ
の
胴
助
だ
け
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と

を
主
張
し
た
弁
護
人
の
上
告
に
応
え
て
、
「
間
接
開
助
」
で
も
、
「
特
定
の
正
犯
」
へ
の
柑
助
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
明
言
し
た
、
昭
和
一

(17
)
 

0
年
二
月

一
三
日
の
大
審
院
判
決
を
挙
示
す
る
必
要
が
あ
る。

事
案
は
、
金
地
金
商
会
店
員
の
「
密
輸
出
料
助
事
件
」
で
、
同
店
員
は
、

大
蔵
大
臣
の
許
可
を
受
け
ず
に
、
「
金
地
金
」
を
神
戸
港
か
ら
上
海
へ
密
輸
出
す
る
に
当
た
り
、
直
接
幣
助
犯
の
依
頼
に
よ
り
、
「
金
地
金
」
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注
二
貫
目
余
り
を
売
渡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
同
店
員
は
密
輸
出
の
正
犯
が
「
誰
で
あ
る
か
」
は
知
ら
な
か

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
審
院
は
、
「
間
接
二
正
犯
ヲ
桐
助
ス
ル
場
合
担
助
者
二
於
テ
正
犯
力
何
人
二
依
リ
実
行
セ
ラ
ル
ル
カ
ヲ
確
知
ス
ル
ノ
要
ナ
キ
モ
ノ
ト
解

(18
)
 

セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
判
示
し
て
上
告
を
斥
け
た
。
正
犯
が
誰
で
あ
る
か
を
確
知
す
る
と
否
と
は
、
正
犯
の
実
行
を
容
易
な
ら
し
め
る
点

に
お
い
て
変
わ
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
正
犯
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
捐
助
行
為
に

「強
弱
」
の
差
が
生
じ
た
際

に
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
配
慮
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
問
題
で
な
い
。
「
あ
の
人
の
料
助
だ
け
は
で
き
な
い
」
と
し
て
哲
助
に
出
な

か
っ
た
と
き
は
、

「幣
助
の
未
遂

（無
罪
）」

を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
限
り
、

「
間
接
教
唆
」
と
同
様
の
論
理
を
採
る
べ
き
で
あ
る
。

「
表
象
さ
れ
た
不
法
な
正
犯
」
へ
の
関
与
と
し
て
の

「正
犯
な
き
共
犯
」
は
、
わ
が
国
で
も
ド
イ
ツ
で
も
、
す
で
に
判
例
の
肯
定
し
て
き
た

と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

一
般
的
な
も
の
で
は
な
い
。
「
被
害
者
」
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
「
実
行
行
為
者
」

(l
)
内
田

・
概
要
中
巻
五
―
―
―
頁
以
下
。
な
お
、
後
注

(18)
。

(2
)
K. B
i
n
d
i
n
g
,
 

D
i
e
 N
o
r
m
e
n
 u
n
d
 ih
r
e
 O
b
e
r
t
r
e
t
u
n
g,
 

B
d
.
 III,
 

1
9
1
8
,
 S
.
 

2
1
4
,

2
1
4
 A
n
m
.
 9.
な
お
、
内
田
・

概
要
中
巻
五
八
三
頁
、
五
八
七
頁
注

(11
)。

(3
)
内
田
・
概
要
中
巻
五
八
一
頁
以
下
。

(
4
)
大
判
大
正
―
一
年
三
月
一
日
刑
集

一
巻
九
九
頁。

な
お
、
後
注

(10
)。

(
5
)
内
田

・
概
要
中
巻
五
―
二
頁
以
下
、
五
一
六
頁
注

(
7
)
。

(
6
)
異
様
な
様
相
の
刀
剣
購
入
者
に
唯
々
諾
々
と
出
刃
庖
丁
を
売
り
渡
す
行
為
な
ど
を
挙
示
し
た
い
。

(7
)
最
決
昭
和
四
四
年
七
月
一
七
日
刑
集
二
三
巻
八
号

一
〇
六
一
頁
。

(8
)
す
で
に
同
旨
判
例
と
し
て
、
大
判
昭
和

一
0
年
二
月

一
三
日
刑
集
一

四
巻
八
三
頁
（
後
注

(17
）
）
、
大
判
昭
和
―
一
年
―
一
月
―
二
日
刑
集
一
五
巻
一
四

三
一
頁
な
ど
が
あ
る
。

(
9
)
B
I
-
-
I
G
.
 

S
t
r
.
 6
,
 1

9
5
4
,
 S
.
 3
5
9
f
f
•

二3
6
2

.

(10)
そ
も
そ
も
、
「
殺
人
の
間
接
教
唆
」
と
い
う
「
不
法
共
働
」
は
、
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は
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
「
被
害
者
」
迄
も
が
別
人
で
あ
る
と
き
は
、
最
早

「
間
接
教
唆
」
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
「
ゲ
メ

ッ
ツ
ェ
ル
」
の
と
き
は
、
「
被
害

者
」
も
「
実
行
行
為
者
」
も
、
「
誰
で
も
よ
い
」
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
公
文
書
偽
造
教
唆
」
で
は
、
当
初
か
ら
「
複
数
公
務
員
」
の
手
を
煩
わ
す
の
が
予
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
間
接
教
唆
」
も

か
な
り

一
般
的
と
な
る
。

四
名
の
市
会
議
員
を
袴
迫
し
た
事
件

（前
注

(4
)）
の
「
再
間
接
教
唆
」
は
、

「被
害
者
」
の
特
定
が
破
れ
な
い
限
り
、
関
与
者
は

「誰
で
も
よ
か

っ
た
」

の
で
あ
る
。

(
1
1
)
H
.
 D
.
 

S
c
h
w
i
n
d
,
 Gr

u
n
d
f
a
lle 
d
e
r
 .. 
K
e
t
t
e
n
t
e
i
l
n
a
h
m
e
", 
M
D
R
.
 1
9
6
9
,
 S.
 13ff. 

(12
)
前
注

(10
)
。

「
因
果
の
連
鎖
」
が
切
断
さ
れ
た
以
上
、

「共
犯
従
属
性
説

（論）」

で
は
、
「
共
犯
の
未
遂
」
で
あ
り
、

「
不
可
罰
」
と
な
る
。

(
13
)
E
.
 Be

li
n
g̀
L
.
 V
.
 V
.
 

S
.
 

4
4
7ff.
 

(
1
4
)
E
.
 Be

li
n
g,
 

L
•
V•V

. 

S
.
4
4
8
.
こ
れ
を
明
言
し
た
判
例
も
あ
る
。
一

八
九
二
年

―
一
月

一
七
日
の
帝
国
裁
判
所
第
三
刑
事
判
決

(R
G
.
Str. 
2
3
,
 18

9
3
,
 S.
 

300ff.
,
 30

6
)

で
あ
る
。

(15
)
特
に
、
第
一
―
―
刑
事
部
判
決
は
、
「
正
犯
を
知
ら
な
い
教
唆
犯
」
の
肯
定
を
明
言
す
る
。
B
G
H
.
S
tr
.
 6,
 S.
 36

0
,
 36

2
.
 

(16
)
A
が
、
取
り
敢
え
ず
、
C
を
殺
害
し
、
次
に
は

F
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
、

D
に
そ
の
旨
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
立
ち
聞
き
を
し
て
い
た

B
が
F
を
C
と
誤

認
し
て
こ
れ
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
B
が
、
「
ロ
ー
ゼ
・
ロ
ザ
ー
ル
事
件
」

の
ロ
ー
ゼ
と
な

っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
と
い

っ

て
も
よ
い

（前
注

(3
)
)。
A
が

「組
長
」
、

D
が

「若
頭
」
、
B
が

「組
員
」
で、

C
.
F
が
対
立
暴
力
団
の

「組
員
」
で
あ

っ
た
よ
う
な
関
係
が
想
定
さ

れ
る
。

(17
)
大
判
昭
和
一

0
年
二
月

二
二
日
刑
集
一
四
巻
八
一
二
頁
以
下
、
八
八
頁
以
下
、
九

0
頁
以
下
。

(18
)
弁
護
人
は
、
被
告
人
に
お
い
て
、
「
正
犯
」
が

「な
に
人
」
た
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
な
し
に
、
し
た
が
っ
て
、
「
み
ず
か
ら
が
財
助
犯
」
た
り
う
る
か
も

知
れ
な
い
と
の
「
危
惧
」
を
も

っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「正
犯
」
を
特
定
し
な
い
ま
ま
の

「料
助
犯
」
を
認
め
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は

あ
り
え
な
い
と
し
て
上
告
し
た
の
に
応
え
た
の
で
あ
る

（刑
集

一
四
巻
九

0
頁
以
下
）。

弁
護
人
は
、

「正
犯
な
き
共
犯
は
な
い
」
と
い
う
通
説
に
従

っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国
の
判
例
も
、
す
で
に
「
正
犯
な
き
共
犯
」
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
「
不
法
共
働
」
は
、
同

一
不
法
共
働
に
お
い
て
、
「
正
犯
」
た
り
う
べ
き
共
働
者
が
、
正
犯
と
し
て
の
「
力
」
を
示
し
え
な

か
っ
た
た
め
に
、
「
教
唆
犯
」
な
い
し
は
「
幣
助
犯
」
た
る
に
止
ど
ま
り
、
他
の
共
働
者
も
ま
た
「
教
唆
犯
」
な
い
し
は
「
料
助
犯
」
に
過

ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
形
態
で
あ
る
。
「
連
鎖
的
教
唆
」

・
「
連
鎖
的
柑
助
」
も
、
連
鎖
の
「
鎖
」
を
開
始
さ
せ
た
共
働
者
の
胸
中
に
あ
る
「
正

犯
像
」
が
実
現
す
る
限
り
、
「
間
接
教
唆
」
・

「間
接
財
助
」
が
「
正
犯
な
き
共
犯
」
と
し
て
、
現
実
の

「共
働
形
態
」
と
な
る
。
尤
も
、

「自

殺
関
与
」
も
、
わ
が
刑
法
上
は
「
正
犯
な
き
共
犯
」
で
あ
る
が
、
「
自
傷
関
与
」
の
可
罰
性
の
確
認
は
、
新
た
な
立
法
を
必
要
と
す
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
前
稿
で
論
じ
た
。

「
自
傷
関
与
」
以
外
は
、
現
行
法
の
規
定
の
枠
内
に
あ
る
「
正
犯
な
き
共
犯
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
行
法
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
の
「
変
形
」
の
必
要
性
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
「
同

時
傷
害
の
特
例

（刑
法
二

0
七
条
）
」
で
あ
る
。

刑
法
―

10
七
条
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
争
い
も
あ
る
が
、
多
数
人
が
入
り
交
じ
っ
て
殴
り
合
い
が
行
わ
れ
た
際
に
は
、
誰
が
傷
害

の
「
正
犯
」
な
の
か
が
判
明
し
な
い
ま
ま
に
誰
か
が
傷
害
を
負
う
こ
と
が
多
い
。
形
態
上
は
、
「
正
犯
な
き
傷
害
の
共
犯
」
で
あ
る
。
法
は
、

こ
の
場
合
の
「
正
犯
な
き
傷
害
の
共
犯
」
を
均
し
く
「
傷
害
の
共
同
正
犯
」
と
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
論

二
0
七
条
は
、

「
暴
行
」
の

「
同
時
犯
」
を
「
共
同
正
犯
」
と
し
、
か
つ
、
「
傷
害
」
の
発
生
を
侯

っ
て
、
全
員
を

「傷
害
罪
の
共
同
正

犯
」
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

二
0
八
条
の
「
暴
行
罪
」
は
二

0
四
条
の
「
傷
害
罪
」
を
「
絶
対
的
結
果
的
加
重
犯
」
と
す
る
こ

と
、
し
た
が

っ
て、

「
同
時
暴
行
罪
」
は
人
の
受
傷
に
よ

っ
て、

「
同
時
傷
害
罪
」
た
り
う
る
こ
と
、
し
か
も
、

二
0
四
条
の
共
犯
は
、

「
同

理
は
、
「
真
正
の
共
同
正
犯
」
と
同
じ
で
あ
る
。

四
同
時
殺
傷
の
特
例
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時
暴
行
の
外
部
」
に
あ
っ
て
、
暴
行
罪
・
傷
害
罪
の
教
唆
．
捐
助
に
出
る
場
合

（た
と
え
ば
、
刑
法
二
0
六
条
の
「
現
場
助
勢
罪
」
）
に
限

(2
)
 

ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
演
繹
さ
れ
る
。

一
方
、
ド
イ
ツ
で
は
、
わ
が
―

1
0
八
条
の
よ
う
に
「
暴
行
罪
」
を
直
接
処
罰
す
る
規
定
を
も
た
な
い
が
、

二
三
一
条
は
、

「
殴
り
合
い
」

の
際
に
生
じ
た
「
殺
傷
」
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

「殴
り
合
い
参
加
者
全
員
」
に
三
年
以
下
の
「
自
由
刑
」
ま
た
は
「
罰
金
刑
」
を

(3
)

（

4
)
 

科
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

「同
時
殺
傷
の
特
例
」
で
あ
る
が
、
論
理
構
造
は
、
わ
が
二
0
七
条
と
異
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
は
、
ニ

三
一
条
の
前
身
で
あ
る
当
時
の
ニ
ニ
七
条
二
項
に
つ
い
て
、

「
同
時
犯
を
共
同
共
犯
と
す
る
規
定
」
で
あ
る
と
み
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

(5) 

ク
リ
ー
グ
ス
マ
ン
も
、
「
同
時
殺
傷
の
特
例
」
に
つ
い
て
、

謀
」
・
「
共
同
正
犯
」
と
の
比
較
に
よ
り
、
当
時
の
ニ
ニ
七
条

一
項

・
ニ
項
の
正
統
性
を
確
認
し
た
。
「
同
時
殺
傷
の
特
例
」
は
、
「
殴
り
合

い
」
が
内
包
す
る
「
殺
傷
の
危
険
」
が
現
実
化
し
た
こ
と
を
直
視
し
た
も
の
で
、

「個
々
人
の
行
為
」
で
は
な
く
し
て

「
一
連
の
危
険
な
事

態

(
V
o
r
g
a
n
g
)
」
に
従
属
す
る
こ
と
の
確
認
規
定
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「自
己
の
責
任
に
よ
る
他
人
所
為
へ
の

(6) 

刑
法
上
の
負
責

(e
i
n
e
s
t
r
afre
c
htlich
e
 H
a
f
t
u
n
g
 for f
r
e
m
d
e
 T
a
t
 kraft e
ig
e
n
e
r
 S
c
h
u
l
d
)
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

刑
法
の
規
定
上
の

(7) 

一
八
八
四
年

一
月
三
日
の
帝
国
裁
判
所
第
一

刑
事
部
判
決
の
「
生
活
上
の
共
犯
」

な
の
で
あ
る
。
合
理
的
な
範
囲
内
で
、
他
人
の
行
為
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
拒
否
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
座
に
お
い
て
は
、
わ
が
二

0
七
条
は
、

「同
時
傷
害
」
の
渦
中
に
あ
っ
て
も
、
殴
り
合
い
に
は
参
加
せ
ず
、
単
に
殴
り
合

い
を
教
唆
し
た
だ
け
の
者
は
「
傷
害
罪
の
教
唆
犯
」
た
り
う
る
に
止
ど
ま
り
、
現
場
で
気
勢
を
揚
げ
た
だ
け
の
者
は
二
0
六
条
の
「
助
勢

犯
」
た
る
に
止
ど
ま
る
。
ま
た
、
渦
中
の
人
に
傷
害
を
与
え
た
参
加
者
が
判
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
だ
け
が
傷
害
罪
の
正
犯
と
な
り
、

他
の
者
に
は
二
0
七
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
暴
行
罪
の
責
任
を
負
う
だ
け
で
あ
る
。

二
0
七
条
は
、
「
殴
り
合
い
」
の
際
に
生
じ
易
い

「
傷
害
」
に
つ
き
、
そ
の

「正
犯
」
が
不
詳
の
こ
と
も
多
い
事
実
に
鑑
み
て
、
暴
行
参

共
犯
で
は
な
い
が
、
す
で
に
リ
オ
ン
も
援
用
し
て
い
た
、

一
五
三
二
年
の
カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典

一
四
八
条
以
来
の
諸
規
定
と

「共
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は
毅
然
と
し
て
立
ち
向
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
が
刑
法
も
、
カ
ロ

リ
ナ
刑
法
典
以
来
の
伝
統
に
学
ん
で
、
「
同
時
殺
人
の
特
例
」
を
真
剣
に

な
い
。

(8
)
 

加
者
全
員
が
傷
害
罪
の
正
犯
た
り
う
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
、
「
傷
害
罪
の
共
同
正
犯
」
の

「補
充
規
定
」
で
あ
る
。
傷
害
罪
の
正
犯
が

(9) 

確
認
で
き
な
い
こ
と
故
の
「
補
充
的
規
定
」
で
あ
る
。
そ
れ
程
迄
に
「
身
体
の
安
全
」
は
保
護
に
値
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
二

三

一
条
は
、
「
殴
り
合
い
」
の
際
の
「
殺
人
」
に
迄
こ
の
こ
と
を
拡
大
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て、

「殴
り
合
い
」
の
最
初
か
ら
最

後
迄

「殴
り
合
い
」
に
参
加
す
る
必
要
は
な
い
し
、
場
所
を
変
え
て
の
「
殴
り
合
い
」
参
加
で
も
よ
い
が
、
「
正
犯
不
詳
の
傷
害
」
が
発
生

(10)
 

し
た
と
き
、
そ
の
「
時
点
」
で
の
殴
り
合
い
参
加
者
は
均
し
く
共
同
正
犯
の
責
任
を
負
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

(11) 

刑
法
は
、
「
他
人
所
為

(
f
r
e
m
d
e
T
at)
」
へ
の
責
任
を
負
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
ベ
ー
リ
ン
グ
が
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
み
ず
か
ら
の
責
任
に
お
け
る
他
人
所
為
へ
の
負
責
」
を
肯
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ク
リ
ー
グ
ス
マ
ン
の
「
殴
り
合
い
に
お
け
る
自

(12
)
 

己
責
任
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
行
刑
法
に
規
定
さ
れ
た
「
共
犯
」
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
リ
オ
ン
の

「生
活
上
の
共
犯
」
で
あ
る
。

(13) 

ザ
ウ
ア
ー
の

「自
然
的
共
犯
」
も
こ
れ
を
肯
定
す
る
。

こ
の
よ
う
な
考
量
は
、
わ
が
刑
法
も
、
「
同
時
殺
傷
の
特
例
」
を
立
法
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
直
面
す

直
ち
に
、
「
同
時
傷
害
」
な
ら
ば
と
も
か
く
、
「
同
時
殺
人
」
迄
に
拡
張
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
否
定
論
が
予
想
さ
れ
る
。
「
同
時

殺
人
」
で
は
‘
[
殺
人
者
」
と
単
な
る

「殴
り
合
い
参
加
者
」
と
で
は
歴
然
と
し
た
差
異
を
示
す
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
敢
て
参
加

(14
)
 

者
全
員
を
「
殺
人
罪
の
共
同
正
犯
」
と
す
る
立
法
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
わ
た
く
し
も
、
こ
う
考
え
て
き
た
。

だ
が
し
か
し
、
ピ
ス
ト
ル
携
帯
者
は

「殺
人
者
」
で
素
手
の
参
加
者
は

「殺
人
者
」
で
は
な
い
と
決
め
付
け
る
の
は
妥
当
で
な
い
。「
殴

(15) 

る
こ
と
」
は
「
殺
人
の
一
歩
手
前
」
で
あ
り
、
数
回
の
殴
打
は
「
殺
人
」
た
り
う
る
。
「
暴
力
の
否
定
」
な
く
し
て
は
「
戦
争
の
否
定
」
も

る。
四

一
方
で
戦
争
を
否
定
し
な
が
ら
、
他
方
で
暴
力
に
寛
大
な
の
は
正
当
で
な
い
。
人
類
不
滅
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
も
、
暴
力
に
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に
」
決
せ
ら
れ
る
。
両
者
共
に
殺
人
未
遂
で
あ
る
。

十
ご
し
、

身

(16) 

模
索
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
暴
行
罪
」
や
「
自
由
侵
害
罪
」
は
「
財
産
罪
」
に
比
較
し
て

(17) 

刑
が
軽
過
ぎ
る
こ
と
を
も
改
め
て
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
同
時
殺
傷
の
特
例
」
に
は
、
さ
ら
に
、
「
因
果
関
係
論
」
に
お
い
て
も
、
極
め
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら

な
い
。
「
因
果
関
係
の
発
見
公
式
」
と
し
て
、

「
そ
の
行
為
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
も
ま
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
え
る
と

き
に
は
、

「
そ
の
行
為
は
そ
の
結
果
の
条
件
で
あ
る
」
と
す
る
「
条
件
説
」
が
破
綻
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
、
有
効
な
機
能
を
営
む

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

命
中
し
、

B
の
弾
丸
は

C
の
胸
部
を
射
抜
い
た
と
し
よ
う
。

C
は
即
死
し
た
が
、

の
か
判
然
と
し
な
い
。

そ
こ
で
、

A
.
B
.
C
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
撃
ち
合
い
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
、

A
が
頭
部
を
粉
砕
し
な
く
て
も
、

B
が
胸
部
を
射
抜
か
な
く
て
も
、

の
「
致
命
傷
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
既
遂
」
を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る

(18) 

エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
、
条
件
説
の
因
果
関
係
の
「
発
見
公
式
」
に
問
題
が
あ
る
と
し
、
「
自
然
科
学
的
合
法
則
性
」
が
存
在
す
る

限
り
、
「
因
果
関
係
」
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
右
の
設
例
で
は
、

A
も
B
も、

C
の

「死
亡
」
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
す
べ
て
の
現
象
は
無
限
に
連
続
す
る

「
つ
な
が
り
」
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
「
原
因
と
結
果
」

見
」
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
設
例
で
、

A
が

「殺
し
た
」
と
い
え
る
の
か
、

C
は
即
死
し
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ

（
択
一
的
競
合
）
。

C
が
「
マ
ネ
キ
ン
人
形
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

罪
（
刑
法
二
六
一
条
）
」
の
「
既
遂
」
で
あ
る
。
頭
部
損
壊
と
胸
部
損
壊
と
は
「
個
別
化
」
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

A
と
B
が
、
そ

れ
ぞ
れ
別
個
に
致
死
量
の
半
分
ず
つ
の
毒
薬
を
盛
っ
て

C
を
毒
殺
し
た
よ
う
な
場
合
（
重
畳
的
競
合
）

定
し
た
こ
と
に
疑
問
は
な
い
が
、
「
相
当
因
果
関
係
」
に
疑
問
が
生
じ
る
。

五

一
発
だ
け
が

C
に
命
中
し
た
が
、

A
の
弾
丸
は

C
の
頭
部
に

B
が
「
殺
し
た
」

の
つ
な
が
り
を
「
発

A
も
B
も
「
器
物
損
壊

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
条
件
」
を
設

A
.
B
が
、
同
じ
型
の
ピ
ス
ト
ル
で
、
同
じ
弾
痕
の
弾
丸
を
発

A
の
弾
丸
か

B
の
弾
丸
か
は
特
定
不
可
能
で
あ
っ
た
と
き
は
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
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四
条
・

実
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
も
想
定
し
た
立
法
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

(19
)
 

一
五
五
条
や
一
八
四

0
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
刑
法
典
一
五
三
条
・

さ
き
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、

る
規
定
で
あ
る
と
考
え
た
。
共
同
正
犯
は
、
「
全
部
実
行
の
全
部
責
任
」

（択

一
的
競
合
）

畳
的
競
合
）

(21
)
 

六

一
五
一
三
一
年
の
カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典
一
四
八
条
、

(22
)

（

23
)
 

条
以
下
の
「
殴
り
合
い
殺
人
」
に
み
ら
れ
る
諸
規
定
を
経
て
、
さ
き
に
も
援
用
し
た

一
八

一
三
年
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
一
五
三
条
・
一
五

四
条
・

同
正
犯
」
な
の
で
あ
る
。

一
八

一
三
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典

一
五
三
条

・
一
五

(20) 

一
六
三
条
が
、
こ
こ
で
は
特
に
重
要
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
は
、
旧
ド
イ
ツ
刑
法
ニ

ニ
七
条

（現
行
二
三
一

条
）
は
「
同
時
犯
」
を
「
共
同
正
犯
」
と
す

で
あ
ろ
う
と
、

「一

部
実
行
の
全
部
責
任
」
（
重

で
あ
ろ
う
と
、
そ
し
て
ま
た
、
「
実
行
者
不
明
」
で
あ
ろ
う
と
を
問
わ
ず
、
「
一
心
同
体
」
と
な
っ
た
以
上
は
、
各
自
が
「
共

一
五
五
条
、

一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二

0
章
第
一

一
節
八
――1
0

一
八
四

0
年
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
バ
イ
ク
刑
法
典
一
五
三
条

・
一
六
三
条
に
至
る
「
択
一
的
競
合
」

・
「
重
畳
的
競
合
」
に

よ
る
「
殺
人
」
の
場
合
の
一
因
果
関
係
の
確
認
」
に
つ
い
て
は
、

「
同
時
犯
」
を

「共
同
正
犯
」
と
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
の
重
要
さ
を

(24) 

認
識
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

一
八
四
0
年
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
バ
イ
ク
刑
法
典

一
五
三
条
の
「
注
釈
」
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。

(25) 

因
果
関
係
の
存
否
は
、
特
に
「
人
の
殺
偏
」
、
「
物
の
損
壊
」
の
場
合
に
重
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「同
時
殺
傷
」
で
は
、
「
択
一
的
競

合
l

の
場
合
に
、
殊
更
に
困
難
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
「
同
時
殺
傷
」
を
「
殺
傷
罪
の
共
同
正
犯
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
働
者
全
員
に

「
既
遂
」
を
認
め
う
る
。
共
同
正
犯
は

「共
働
因
果
関
係
」
を
肯
定
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
同
時
殺
傷
」
は
、
参
加
者
各
人
が

(26) 

「他
人
所
為
に
対
す
る
自
主
責
任
負
責
」
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
に
「
重
大
な
危
険
」
を
内
含
し
て
い
る
。
ク
リ
ー
グ
ス
マ
ン
の
定

言
も
、
こ
の
こ
と
を
肯
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

(27
)
 

し
た
が
っ
て
ま
た
、
ト
レ
ー
ガ
ー
以
来
の
「
修
正
条
件
説
」
が

「択
一
的
競
合
」
の
場
合
は
、
「
A
.
B
二
人
の
行
為
が
な
か
っ
た
な
ら

ば
」
と
い
う
問
題
を
発
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
も
、
結
局
は
妥
当
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
条
件
説
の

「特
例
」
で
あ
る
。
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(l
)
内
田
・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
二
六
頁
以
下
、
四
七
三
頁
以
下
。

(
2
)
内
田
・
刑
法
各
論
〔
第
三
版
〕
二
四
頁
以
下
、
三
四
頁
以
下
、
三
五
頁
注

(
5
)
（
7
)
、
三
七
頁
以
下
。

(
3
)

一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二

0
章
第
一
―

節
「
身
体
傷
害
の
罪
」
は
、
傷
害
罪
・
殺
人
罪
を

一
括
規
定
し
、
八
―
―1
0
条
以
下
、

特
に
八
四
四
条
以
下
に
、

「
同
時
殺
傷
罪
」
を
「
兇
器
」
携
帯
の
有
無
や
首
謀
者
・
実
行
者
の
別
な
ど
に
応
じ
て
刑
罰
に
重
軽
の
差
を
設
け
る
立
法
態
度
を

示
し
た
が
、
こ
れ
が
殺
傷
罪
の
基
本
形
態
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
（
な
お
、
後
出
、

六
注

(1
)）。

「
殺
意
」
の
有
無
よ
り

「危
険
」
の
高
低
で
あ

る
。「
死
の
危
険
」
の
低
い
「
殴
り
合
い
」
か
ら
、
「
死
」
が
生
じ
た
場
合
（
い
わ
ゆ
る
重
畳
的
競
合
）
に
つ
い
て
、
そ
の
処
理
を
考
慮
し
た
の
が
、
一
八
一

一＿
一
年
バ
イ
エ
ル

ン
刑
法
典

一
五
三
条
・
一
五
四
条
と

一
八
四

0
年
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ

バ
イ
ク
刑
法
典
一

五一＿一条

・
一
六
三
条
で
あ
る
。
内
田
・
神
奈
川
大
学
法

学
部
五

0
周
年
記
念
四
七
六
頁
以
下
。

現
行
二
三
一

条
二
項
は
、

「殺
傷
に
関
わ
り
を
も
た
な
い
参
加
者
」
に
は

一
項
の
適
用
は
な
い
と
規
定
す
る
。「
関
わ
り
を
も
た
な
い
者
」
と
は
明
確
で
な

い
憾
み
が
あ
る
が
、

「危
険
の
高
低
」

へ
の
配
慮
が
窺
わ
れ
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。

(
4
)
R. 
v
.
 

F
r
a
n
k
,
 Da

s
 S
t
r
a
f
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
`
1
8
9
7
,
 S.
 263ff. 

(
5
)
H
.
 K
r
i
e
g
s
m
an
n
,
 M

ittate
r
s
c
h
a
f
t
 u
n
d
 R
a
u
f
h
a
n
d
e
l
 se
it 
F
e
u
e
r
b
a
c
h
,
 St

r
.
 A

b
h
.
 80
,
 1907, S
.
 lff.. 

84ff.
,
 106ff., 

158ff., 
1
8
lff., 
1
9
6ff.

｀
227£
.
 

(6
)
H
.
 
K
r
i
e
g
s
m
a
n
n
,
 

S
t
r
.
 

A
b
h
.
 

8
0
,
 

S
.
 182£.

そ
れ
は
、

「他
人
所
為
へ
の
負
責
」
で
は
な
い
。

一
種
の

「引
受
の
責
任
」
で
あ
る
。
「
真
正
の
共
同
正
犯
」
と

同
じ

「負
責
論
理
」
で
あ
る
。

(7
)
ク
リ
ー
グ
ス
マ
ン

(
H
.K
r
i
e
g
s
m
a
n
n,
 St

r
.
 A

b
h
.
 80
,
 S.
 18

3
 A
n
m
.
 

I
)

も
、
一
八
八
四
年

一
月
三
日
の
帝
国
裁
判
所
第

一
刑
事
部
判
決

(R
G
.
Str. 9̀
 

1
8
8
4
,
 S.
 38

0
)

に
示
さ
れ
た
、
リ
オ
ン

（前
出
、

二
注

(
3
)）
の
「
生
活
上
の
共
犯
」
を
援
用
し
た
。

(
8
)「
真
正
の
共
同
正
犯
」
（
前
出‘
-
―
―
•
三
注(1
)
（2
)
)に
せ
よ
、
「
部
分
的
共
同
正
犯
」
（内
田
・
概
要
中
巻
四
九
一
頁
以
下
）
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
「
生

活
の
要
請
」
を
受
容
し
て
、
「
実
行
行
為
性
」
を

「
補
充
」
さ
せ
る
機
能
を
営
む
。
「
同
時
殺
傷
の
特
例
」
も
、
こ
の
こ
と
を

「殺
傷
の
同
時
犯
」
に
迄
拡
張

注

年
の
帝
国
裁
判
所
第
一

刑
事
部
判
決
は
、
そ
の
刑
罰
は
「
嫌
疑
刑
」
で
は
な
く
し
て
、
「
予
防
刑
」
で
あ
る
と
み
て
い
た
こ
と
を
看
過
し
て

(29) 

は
な
ら
な
い
。

七

「同
時
殺
傷
の
特
例
」
は

「
生
活
上
の
共
犯
」
で
あ
る
。
最
近
で
も
、

苓
）

ツ
ォ
ッ
フ
が
、
こ
れ
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て

一
八
八
四
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し
た
の
で
あ
る
。

(
9

)

H
.
 Kr

i
e
g
s
m
a
n
n
,
 St

r
.
 Ab

h
.
 80
,
 S.
 

2
2
7
f.
 

(10
)
福
岡
高
判
昭
和
四
九
年
五
月
三
日
刑
裁
月
報
六
巻
五
号
五
六

一
頁
は
、
「
場
所
」
を
変
え
て
「
殴
り
合
い
」
を
続
け
た
「
共
働
者
]
に
二
0
七
条
の
適
用

を
認
め
た
。
当
然
で
あ
る
。

な
お

、
「殴
り
合
い
参
加
者
」
で
も
、
想
定
外
の
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
に
対
し
て
は
、
「
正
当
防
衛

」
が
可
能
で
あ
る

。

H
•
K
r
i
e
g
s
m
a
n
n
,

S
t
r
.
 

A
b
h
.
 

8
0
,
 

S
.
 

2
1
2ff.
｀
237ff.

さ
ら
に
、
前
注
（
3
）
。
「
堕
嘩
闘
争
」
と

「正
当
防
衛
」
の
問
題
（
内
田

・
概
要
中
巻
九
九
頁
以
下
）
が
想
起
さ
れ
る
。

(
11
)

E
.
 Be

lin
g
,
 L. v•V

. 

S
.
 

2
3
5
.
 

(12
)
前
出
、

二
注

(
3
)。

(13)
前
出
、

二
注

(13)
0

(14)
内
田

・
刑
法
各
論
〔
第
三
版
〕
三
五
頁
注

(
7
)
。

(15)
内
田

・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
七
八
頁
。「
殴
り
合
い
」
の
現
場
に
い
た
者
に
と
っ
て
、
「
人
の
死
傷
」
が
生
じ
る
こ
と
は

「
予
定
さ
れ
た

危
険
」
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。

(16
)
普
通
ラ
ン
ト
法
八
四
四
条
以
下
の

「
同
時
殺
傷
の
特
例
」
は
、

「
殴
り
合
い
殺
傷
」
に
関
す
る
限
り
、

「通
例
」
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
前
注

(
3
)
。

(17)
内
田

・
刑
法
各
論
〔
第
三
版
〕
三
七
頁
以
下
、
二
三
二
貝
以
下
。
「
桐
助
減
軽
」
は
正
義
の
要
請
で
あ
る
が
、

「
暴
行
軽
罰
」
は
不
正
義
の
残
滓
で
あ
る
。

(18)K. E
n
g
i
s
c
h
D̀
i
e
 K
a
u
salitat als M
e
r
k
m
al
 de
r
 s
t
r
a
f
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
n
 T
a
t
b
e
s
t
a
n
d
e
,
 19

3
1
,
 

S
.
 13ff.
,
 

21, 25f.

こ
れ
に
つ
き
、
内
田
・

概
要
上
巻
三
四

0

頁
以
下
。

(19
)
内
田
・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
七
六
頁
以
下
。

(20
)
前
注

(19
)
。

(21
)
H. K
r
i
e
g
s
m
a
n
n
,
 St

r
.
 A

b
h. 
8
0
,
 S.
 lOOff., 

106ff. 

(22)
前
注

(
3
)
。

(
23
)
H
.
 Kr

i
e
g
s
m
a
n
n
,
 St

r
.
 Ab

h
.
 80
,
 S.
 119ff. 

(
24
)
D
a
s
 C
ri
mi
n
a
l
1
1
G
e
s
e
t
z
1
1
B
u
c
h
 fiir 
d
a
s
 H
e
r
z
o
g
t
h
u
m
 B
r
a
u
n
s
c
h
w
e
i
g,
 18

4
0,
 Mo

t
i
v
e
,
 S.
 

274ff.̀
28
1. 

(25
)
内
田
・
概
要
上
巻
二

0
一
頁
以
下
、

二
0
六
頁
以
下
、

三
四
九
頁
注

(12
)。

(26)L

• v
. 

T
r
a
e
g
e
r
,
 D
e
r
 K
a
u
s
a
l
b
e
g
r
i
f
f
 i
m
 S
t
r
af
,
u
n
d
 Zivilrec
ht, 
1904, S
.
 

45ff. 

(27)

]
N
o
p
f
s
,
 T
a
t
e
r
s
c
h
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一
八
七

一
年
の
帝
国
刑
法
典
三
六

0
条
一
項
一

0
号、

＿
九
三
五
年
改
正
の
三
三

0
条
C

が
、
「健
全
な
民
族
感
情
」
に
よ
る

「義
務
付
け
」
の
文
言
を
挿
入
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

「
ナ
チ
ス

・
ド
イ
ツ
の
高
揚
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
受
け
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

(2) 

「
健
全
な
民
族
感
情
」
と
い
う
文
言
は
な
い
が
、
今
な
お
、
同
条
に
対
す
る
批
判
も
強
い
。

現
行
三
二
三
条
C

は、

な
っ
た
が
、

．

章
第
一

ド
イ
ツ
で
は
、
「
緊
急
救
助
義
務
違
反
罪
」
の
歴
史
は
古
い
。
す
で
に
、

一
節
「
身
体
傷
害
の
罪
」
は
、
殺
傷
罪
の
甚
本
理
念

（六
九
一
条
）
と
し
て
、
「
な
に
人
」
も
、「
他
人
の
生
命

・
身
体
」
に
危
険

を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な

「作
為
」
・
「
不
作
為
」
に
出
る
こ
と
が
な
い
よ
う

「振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
以
下
、
「
銃
器
」
．

「火
薬
・

毒
薬
」
等
の
取
扱
い
な
ど
を
規
制
し
た
他
、
七
八
二
条
に
、
「
死
の
危
険
か
ら
の
救
護
」
と
し
て
、
「
な
に
人
」
も
、
「
み
ず
か
ら

の
重
大
な
危
険
が
な
い
限
り
、
強
奪
者
・
殺
人
者
か
ら
人
を
守
り
、
風
水
害
等
か
ら
生
命
の
危
険
を
救
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
が
現

実
に
生
命
を
失
っ
た
と
き
に
は
、

の
後
に
置
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
緊
急
救
助
義
務
違
反
罪
は
、
殺
傷
罪
の
理
念
実
現
の
具
体
化
の
―
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
同

(l
)
 

時
殺
傷
の
特
例
」
は
、
八
四
四
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
七
八

二
条
は
、
八
四
四
条
以
下
よ
り
も
基
本
理
念
（
六
九

一
条
）
に
近
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
緊
急
救
助
義
務
違
反

（ド
イ
ツ
刑
法
三
二
＿
＿
一
条
C
)

A
n
m
.
 

7
 

(28)

R
G
.
 

S
t
r
.
 9
,
 S
.
 

3
8
0
.
 

一
九
八

0
年
改
正
の
現
行
三
二
三
条
C

に
は

一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二
〇

一
四
日
間
の
軽
懲
役
に
処
す
」
と
規
定
し
た
。
殺
人
罪
（
八

0
六
条
）
、
謀
殺
罪
（
八
二
六
条
）
は
、
こ

一
九
三
五
年
改
正
の
三
三

0
条
C

を
経
て
現
行
規
定
と
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し
か
し
、
三
三
二
条
C

は
、
「
健
全
な
人
間
理
性
」
の
産
物
で
あ
る
。
右
に
紹
介
し
た
普
通
ラ
ン
ト
法
第
七
八
二
条
の
位
置
付
け
、
規
定

内
容
か
ら
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
行
法
が
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
が
、
著
名
な
一
九
五
四
年
の
刑
事
連

(3) 

一
九
五
四
年
三
月
一

0
日
の
連
邦
裁
判
所
刑
事
連
合
部
決
定
は
、
破
局
寸
前
の
夫
婦
関
係
の
中
、
妻
の
自
殺
を
発
見
し
た
夫
が
、

医
師
に
連
絡
・
依
頼
す
る
な
ど
の
「
緊
急
救
助
義
務
」
履
行
に
出
な
か
っ
た
故
を
も
っ
て
、
当
時
の
三
―
―

1
0
条
C

違
反
を
認
め
た
の
で
あ

こ
の
連
合
部
決
定
に
つ
い
て
は
前
稿
で
も
検
討
を
加
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

第
一
は
、
「
自
殺
」
を

「
人
倫
律
」
に
反
す
る
「
不
法
」
と
捉
え
た
点
で
あ
る
。
勿
論
、
「
極
端
な
例
外
」
は
あ
り
う
る
と
い
う
。
し
か

そ
の
「
共
犯
」
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
オ
ッ
ト
ー
、

し
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
自
由
死
」
・
「
自
己
責
任
自
殺
」
で
は
な
い
。

「英
雄
的
自
殺
」
な
ど
を
指
称
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

リ
ス
ト
も
指
摘
し
て
い
た
が
、
「
生
命
」
と
引
き
替
え
に
守
る
べ
き
「
大
義
名
分
」
は
「
極
端
な
例
外
」
と
み
る
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
自
己
責
任
自
殺
」
と
は
、
「
意
思
万
能
論
」
の
産
物
で
あ
る
。
刑
法
は
こ
れ
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(5) 

「意
思
万
能
論
」
は
、
す
で
に
ド
イ
ツ
刑
法
ニ
―
六
条
や
ニ
二
八
条
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
殺
さ
れ
る
こ
と
の
切
望
も
「
善
良
の
風

俗
」
に
反
す
る

「傷
害
の
同
意
」
も
、
殺
人
罪
・
傷
害
罪
の
違
法
性
を
阻
却
し
な
い
の
で
あ
る
。
仲
間
に
対
す
る
義
理
を
欠
い
た
こ
と
の

詑
び
の
印
に
手
の
小
指
を
切
断
し
よ
う
と
す
る
者
の
依
頼
で
、

「指
詰
め
」
を
行
っ
た
者
は
、

「傷
害
罪
」
の
責
任
を
負
い
、
依
頼
者
は
、

(6) 

ケ
ー
ラ
ー
の
見
解
で
あ
る
。
連
合
部
決
定
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
も
支
持
す
る

ロ
ク
シ
ン
も
、
「
社
会
的
に
有
害
な
行
為
」

こ
と
に
な
る
。

「非
理
性
的
自
己
否
定
」
と
し
て
の
「
自
傷
」
は
「
公
序
良
俗
」
に
反
す
る
。

は

「公
序
良
俗
」
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

る。 る。 合
部
決
定
で
あ
る
。

二
つ
の
点
で
画
期
的
な
意
義
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き

ロ
ク
シ
ン
に
と
っ
て
も
、
意
思
は
万
能
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
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一
九
五
四

刑
事
連
合
部
決
定
も
、

「意
思
万
能
論
」
を
否
定
し
た
。
自
殺
者
は
、
み
ず
か
ら
の
意
思
を
も
っ
て
し
て
も
、
み
ず
か
ら
の
生
命
を
処
分

(
8
)
 

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
自
殺
は
、
連
合
部
に
と
っ
て
、
加
害
者
と
被
害
者
の
「
同
居
」
な
の
で
あ
る
。
普
通
ラ
ン
ト
法
第
二

(
9
)
 

部
七
八
―
一
条
は
、
強
奪
者
・
謀
殺
者
の
行
為
に
よ
っ
て

「生
命
の
危
険
」
に
陥
っ
た
人
は
「
救
助
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
宣
言
し
た
。

被
害
者
と
し
て
の
自
殺
者
は
、

「自
殺
の
危
機
」
か
ら
「
救
助
さ
れ
る
」
べ
き
で
あ
る
。
連
合
部
決
定
は
、
ラ
ン
ト
法
七
八
二
条
の
趣
旨
を

も
受
容
す
る
こ
と
に
な
る
。

「緊
急
救
助
義
務
」
は

「
ナ
チ
の
高
揚
」
で
は
な
く
し
て
「
人
間
相
互
の
共
助
要
請
」
即
ち

「
人
倫
律
」
な
の

(10) 

で
あ
る
。
「
不
法
は
人
倫
違
反
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
倫
違
反
は
常
に
不
法
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

法
は
「
人
倫
律
」
程
に
は
完
全
で
な
い
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
近
親
相
姦
」
は
わ
が
国
で
は
処
罰
さ
れ
な

(12) 

い
。
し
か
し
、
人
倫
違
反
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
人
倫
と
法
は
対
立
し
て
は
な
ら
な
い
。
連
合
部
決
定
は
、
こ
の
こ
と
を
確
言

し
た
の
で
あ
る
。

刑
事
連
合
部
決
定
の
第
二
の
重
要
な
点
は
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
と
し
て
の
「
自
殺
関
与
罪
」
の
確
認
で
あ
る
。
刑
法
三
三
0
条
C

（
現
行
三
ニ
―
―
一
条
C
)

に
よ
っ
て
、
自
殺
関
与
罪
の
不
処
罰
は
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
立
言
で
あ
る
。
自
殺
関
与
を
不
処
罰
の
ま
ま

放
置
し
て
お
く
こ
と
の
是
非
を
巡
っ
て
は
、
帝
国
裁
判
所
の
時
代
か
ら
議
論
を
呼
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
諸
種
の
「
補
充
策
」
が
採

(13) 

ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
連
合
部
決
定
は
、
一
三
―

1
0
条
C

に
よ
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
「
処
罰
」
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と

(14) 

い
う
の
で
あ
る
。
当
然
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
以
来
の
通
説
は
反
対
し
た
。

(15) 

シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
は
、
自
殺
を
、
三
二
三
条
C

の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
し
た
方
が
よ
い
と
主
張
し
た
。
み
ず
か
ら
死
を
求
め
た
の
は
、
「
不

幸
な
事
故
」
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
絶
望
の
果
て
に
死
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を

「
不
幸
な
事
故
」
で
な
い

と
い
う
の
は
「
非
人
間
的
」
で
あ
る
。
連
合
部
決
定
以
後
の
判
例
中
に
も
、

「自
殺
関
与
は
現
行
法
上
は
不
処
罰
に
止
ど
ま
る
の
み
で
あ

(16) 

る
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、

「自
殺
関
与
処
罰
」
を
求
め
る
方
向
に
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
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年
三
月
一

0
日
の
刑
事
連
合
部
決
定
は
、
こ
の
方
向

へ
の
第

一
歩
を
踏
み
出
し
た
、
画
期
的
な
判
例
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
し
か

し
、
実
は
、
す
で
に

一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二

0
章
第
一
―
節
の
「
傷
害
の
罪
（
六
九
一
条
以
下
）
」
が
、

(17
)
 

そ
の
七
八
二
条
に
規
定
し
た
「
死
の
危
険
か
ら
の
救
助
」
に
由
来
し
て
い
た
と
い
う
事
実
も
看
過
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(18) 

ボ
ッ
ト
ケ
は
、
連
合
部
決
定
の

「
人
倫
律
」
に
つ

い
て
、
そ
れ
は
「
神
へ
の
責
任
」
に
生
き
る
因
習
的
な
人
に
と

っ
て
の
み
の

「安
住

墨
守
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
以
来
の
長
い
「
伝
統
」
に
背
を
向
け
た
立
論
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。

ロ
ク
シ
ン
も、

シ
ュ
ベ
ン
デ
ル
も
、
そ
し
て
ま
た
ボ
ッ
ト
ケ
も
「
共
犯
従
属
性
論
の
呪
縛
」
に
「
安
住
」
し
て
、

自
殺
関
与
不
処
罰
を

「自
殺
関
与
処
罰
論
」
も
長
い
伝
統
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

(19
)
 

四

「
緊
急
救
助
義
務
違
反
」
は
、
「
真
正
不
作
為
犯
」
で
あ
る
。
普
通
ラ
ン
ト
法
第
二
部
七
八
二
条
も
、
「
不
救
助
」
を
想
定
し
て
い
た
。

(20) 

ナ
ー
ク
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
真
正
不
作
為
犯
」
は、

「純
粋
の
不
服
従
」
で
あ
る
。「
命
令
違
反
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

「
命
令
違
反
」
は、

「命
令
違
反
の
す
べ
て
」
を
罰
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「禁
止
違
反
」

は、

当
該
の
禁
止
に

(21
)
 

反
す
る
こ
と
だ
け
を
罰
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
「
殺
人
の
禁
止
」
は
「
傷
害
の
禁
止
」
で
は
な
い
し
、
「
窃
盗
の
禁
止
」
で
も
な
い
。

人
は

「殺
人
」

を
行
わ
な
け
れ
ば
「
殺
人
罪
」
の
故
に

「処
罰
」
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は

「自
殺
」
を
目
前
に

し
な
が
ら
、
こ
れ
を
放
置
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
三
条
C

に
よ
り
、
処
罰
さ
れ
る
。

「緊
急
救
助
義
務
違
反
」
と

い
う
「
命
令
違
反
」

が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
殺
を
悲
し
も
う
と
歓
迎
し
よ
う
と
、
傍
観
し
よ
う
と
立
ち
去
ろ
う
と
、

三
二
三
条
C

の
「
命
令
」
に
反

す
る
限
り
、
「
な
に
人
」
も
罰
せ
ら
れ
る
。
命
令
違
反
は
、
命
令
を
「
遵
守
し
な
い
限
り
」
、
何
を
や
っ
て
も
罰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
殺

さ
な
け
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
「
殺
人
罪
」
で
は
処
罰
さ
れ
な
い
が
、
助
け
な
け
れ
ば
何
を
や
っ
て
も

「
不
救
助
罪
」

で
処
罰
さ
れ
る
。
「禁

止
違
反
」
と

「
命
令
違
反
」
の
相
違
で
あ
る。

刑
法
で
は
、
命
令
違
反
の
処
罰
は
「
例
外
」
な
の
で
あ
る
。

の
場
」
で
あ
る
に
止
ど
ま
る
と
い
う
。
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国
民
の
「
行
動
の
自
由
」
を
大
き
く
制
約
す
る
命
令
違
反
の
処
罰
を
正
当
化
す
る
の
は
、
「
人
の
生
命
」
が
そ
れ
程
迄
に
価
値
を
も
つ
か

(22
)
 

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

「命
令
受
範
者
」
を
限
定
し
た
り
、
「
命
令
違
反
の
程
度
」
に
よ
り
、
処
罰
に
差
を
設
け
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ

る
。
し
か
も
、
単
な
る
「
不
作
為
」
の
不
救
助
は
「
自
殺
遂
行
」
に
些
少
の

「
寄
与
l

を
も
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
看
過
し
て
は

こ
の
よ
う
な
視
点
で
考
え
ら
れ
る
方
策
に
は
三
つ
が
あ
る
。

第
一
は
、

三
二
三
条
C

に
関
し
て
も
、
「
真
正
の
期
待
可
能
性
」
が
欠
如
す
る
と
き
は
、
「
不
可
罰
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の

(23) 

判
例
中
に
も
、
こ
の
方
策
を
明
言
す
る
も
の
が
あ
る
。
一
九
八
四
年
七
月
四
日
の
連
邦
裁
判
所
第
三
刑
事
部
判
決
に
代
表
さ
れ
る
。
亡
き

夫
の
許
に
行
き
た
い
と
の
医
師
宛
の
遺
書
を
残
し
て
毒
殺
自
殺
を
図
っ
た
動
脈
硬
化
に
悩
む
老
婦
人
を
発
見
し
た
医
師
が
、
意
識
回
復
の

苦
痛
再
開
を
慮
ん
ば
か
っ
て
、
翌
朝
迄
「
死
の
床
」
に
付
き
添
っ
て
臨
終
を
見
届
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
第
三
刑
事
部
は
、
被
告

人
医
師
の

「良
心
的
選
択
」
を
酌
ん
で

「無
罪
」
を
言
渡
し
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
も
、
第
三
刑
事
部
裁
判
官
の
「
決
断
」
と
被
告
人

(24
)
 

の

「良
心
的
選
択
」
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
し
か
し
、
老
婦
人
の
「
自
殺
」
は
「
自
由
死
」
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
「
自
由
死
」
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
診
察
医
に
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
を
議
論
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
「
自
由
死
」
は
「
不
法
」
で
な
い
筈
だ

か
ら
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
よ
う
な
解
決
は
、
犯
罪
一
般
に
通
じ
る
「
責
任
阻
却
」
の
問
題
で
あ
っ
て
、
三
二
三
条
C

の
問
題
で
は
な
い
。

第
二
の
方
策
は
、

と
み
て
い
た
が
、

三
二
三
条
C

を、

「義
務
犯
」
と
み
る
こ
と
で
あ
る
。
ナ
ー
ク
ラ
ー
は
、
「
真
正
不
作
為
犯
」
を

「
純
粋
の
不
服
従
」

ロ
ク
シ
ン
も
、

「真
正
不
作
為
犯
」
を
、
「
作
為
犯
と
の
等
置
に
相
応
し
い
義
務
違
反
」
に
よ
り
、
常
に
「
正
犯
」
と
す

(25) 

る
犯
罪
で
あ
る
と
み
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
「
真
正
身
分
犯
」
を

「義
務
犯
」
と
し
て
捉
え
、

「身
分
者
の
共
働
」
は
常
に
「
正
犯
」
た
り
う

(26
)
 

る
と
主
張
し
て
い
た
が
、
「
真
正
不
作
為
犯
」
で
も
全
く
同
じ
論
理
が
採
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、

「拡
張
的
正
犯
概
念
」
の
採
用
は
、
「
命
令
違
反
」
を
根
絶
す
る
た
め
に
は
最
適
で
あ
る
。「
人
命
尊
重
の
要
請
」
に
も
合
致

五
な
ら
な
い
。
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す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
「
加
重
遺
棄
罪
に
お
け
る
不
保
護
罪

（刑
法
ニ

―
八
条
後
段
）
」
で
は
、
要
保
護
者
を
「
保
護
し
な
い
者
」

は
、
特
定
さ
れ
限
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
ま
た
ま
路
上
で
急
病
人
を
発
見
し
た
人
が
「
す
べ
て
不
保
護
罪
の
正
犯
」
と
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
急
病
人
の
近
親
者
等
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
、

「
緊
急
救
助
義
務
違
反
罪
」
が
義
務
違
反
者
を
す
べ
て
正
犯

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
妻
に
収
賄
を
依
頼
し
た
公
務
員
が
、
常
に
収
賄
罪
の
間
接
正
犯

と
さ
れ
る
べ
き
根
拠
も
、
緊
急
救
助
義
務
不
履
行
者
が
常
に
三
二
三
条
C

の
正
犯
と
さ
れ
る
べ
き
所
以
も
、
ロ
ク
シ
ン
は
何
ら
明
ら
か
に

（力
）

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
「
真
正
不
作
為
犯
」
で
は
「
拡
張
的
正
犯
概
念
」
が
妥
当
す
る
と
考
え
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
。
「
命
令
不
遵
守
」
を

処
罰
す
る
目
的
の
た
め
に
は
、

「す
べ
て
の
人
に
均
し
く
同
じ
刑
罰
」
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
が
好
都
合
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
だ
け
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ー
刑
法
―
二
条
は
、
「
拡
張
的
正
犯
概
念
」
を
採
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
し
か
し
、
「
正
犯
」
と

「共

犯
」
と
の
区
別
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、

「正
犯
」
も
「
共
犯
」
も、

そ
れ
ぞ
れ

「
み
ず
か
ら
の
責
任
」
に
応
じ
て
処
罰
さ
れ
る
べ

き
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
(
-
三
条
）
。
し
か
し
、
「
捐
助
犯
」
の
「
減
軽
規
定
」
は
見
当
ら
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
は
、

(28) 

や
は
り

「正
義
」
に
反
す
る
。

そ
こ
で
、

「
限
縮
的
正
犯
概
念
」
を
維
持
し
な
が
ら
、
「
命
令
違
反
」
の

「重
み
」
に
応
じ
て
、

「正
犯
」
と

「共
犯
」
の
区
別
を
考
え
て

ゆ
く
方
策
が
提
案
さ
れ
る
。
第
三
の
方
策
で
あ
る
。「
真
正
不
作
為
犯
」
に
お
い
て
も
、
命
令
違
反
の
「
重
み
」
に
よ
り

「主
役
」
と
「
脇

役
」
の
区
別
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
認
識
に
出
る
こ
と
で
あ
る
。

(29
)
 

わ
た
く
し
は
、
か
な
り
以
前
に
、
「
不
真
正
不
作
為
犯
」
に
お
い
て
も
、

「正
犯
」
と
「
共
犯
」
の
区
別
は
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

「非
保
障
人
」
は
、
刑
法
六
五
条

一
項
を
も
っ
て
し
て
も

「共
犯
」
た
り
え
な
い
が
、
「
保
障
人
同
志
」
の
「
共
働
」
で
は、

「
主
役
」

た
り

う
る
「
保
障
人
」
と

「脇
役
」
に
過
ぎ
な
い
「
保
障
人
」
の
不
作
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
果
た
す
不
作
為
の
「
重
み
」
に
よ
っ
て
「
正
犯
」

実
は
、
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B
は
「
減
軽
」
さ
れ
な
い
。

ロ
ク
シ
ン
ヘ
の
疑
問
は
ま
す
ま
す
強
ま
る
。

ロ
ク
シ
ン
は
、
「
自

一
方
、
ロ
ク
シ
ン
は
、

と
「
共
犯
」
に
区
分
け
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
に
出
た
の
で
あ
る
。
「
真
正
不
作
為
犯
」
に
お
い
て
も
同
様
に
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
人
」
に
課
さ
れ
る
「
救
助
義
務
」
も
、
「
不
履
行
者
」
の
義
務
違
反
の
も
つ
意
味
の
相
違
に
よ
り
、
「
正
犯
と
し
て
の

義
務
違
反
」
と
「
共
犯
と
し
て
の
義
務
違
反
」
と
で
相
違
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
医
師
A
と
友
人
B
と
が

連
れ
立
っ
て
演
奏
会
に
出
掛
け
た
と
し
よ
う
。
途
中
で

C
が
自
殺
を
図
っ
た
の
を
目
撃
し
た

A
は
、
ど
う
し
よ
う
か
迷
っ
た
が
、

B
が
急

が
な
け
れ
ば
遅
れ
て
し
ま
う
と
主
張
し
た
の
で
、
救
護
措
置
に
出
な
か
っ
た
と
し
よ
う
。
両
名
共
に
、

三
二
三
条
C

の
「
救
護
義
務
」
に

反
す
る
行
動
を
取
っ
た
。
し
か
し
、

A
の
義
務
違
反
は
「
不
救
助
の
主
役
」
で
あ
り
、

(30) 

役
」
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
B
は

「減
軽
」
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

B
の
そ
れ
は

A
の
義
務
違
反
を

「
促
進
さ
せ
た
脇

拡
張
的
正
犯
概
念
の
主
唱
者
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
刑
法
一
三
条
に
も
拘
わ
ら
ず
、

B
に
対
し
て
も

A
と
同
じ
刑
罰
を
認
め
る
な
ら
ば
、

(31
)
 

そ
れ
は
や
は
り
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(32
)
 

シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
は
、
三
三
二
条
C

で
も
、
「
射
助
犯
」
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
も
、
拡
張
的
正
犯
概
念
を
採
る
わ
け
で

は
な
い
か
ら
、
当
然
、
開
助
犯
の
成
立
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
減
軽
」
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

こ
こ
で
も
拡
張
的
正
犯
概
念
を
妥
当
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
、
「
粗
助
犯
」
の
成
立
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

殺
関
与
」
に
三
二
三
条
C

を
代
替
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
三
二
三
条
C

の
も
つ
刑
法
上
の
意
味
は
重
大
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
き
の
設
例
の

加
え
て
、
「
緊
急
救
助
義
務
」
を
履
行
し
た
者
に
は

「被
保
護
者
」
に
対
し
て
「
先
行
行
為
」
に
基
づ
く
「
保
障
人
的
地
位
」
が
生
じ
る
。

(34
)
 

前
稿
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
今
度
は
、

「
不
真
正
不
作
為
犯
」
の
問
題
が
登
場
す
る
。

三
二
三
条
C

の
存
在
は
、
刑
法
に
と
っ
て
極
め
て
深
刻
な
の
で
あ
る
。

一
九
五
四
年
の
刑
事
連
合
部
決
定
は
、
三
二
三
条
C

に
よ
っ
て
、
「
自
殺
関
与
不
処
罰
」
の
要
請
は
「
身
を
退
く
」
こ
と
を
余
儀
な
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ま
た
、

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
は
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
以
来
の
伝
統
を
守
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
連
合
部
は
、
そ
の
よ
う
な
「
伝

(36
)
 

統
」
が
崩
壊
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
。
連
合
部
決
定
を
承
継
す
る
判
例
も
あ
る
。

(37) 

一
方
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
も
、
連
合
部
の

「
人
倫
律
」
尊
重
に
は
必
ず
し
も
反
対
で
は
な
い
。「
人
類
の
平
和
的
共
存
」
に
反
対
す
る
者
は

最
早
い
な
い
。
「
ナ
チ
ス
否
定
」
も
、
掛
声
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
は
、

三
二
三
条
C

の

「財
助
犯
」
は
こ
れ
も
肯
定
す

る
。
「
正
犯
な
き
共
犯
」
を
否
定
し
な
が
ら
、
三
二
三
条
C

の
「
暫
助
犯
」
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
と
い
う
の
も
、
「
自
殺
胴
助
の
粗
助
犯
」

(38) 

を
認
め
る
の
で
は
な
く
し
て
、

「自
殺
不
阻
止
の
開
助
犯
」
で
あ
る
か
ら

「構
わ
な
い
」
と
い
う
の
は
強
弁
で
あ
る
。
「
不
救
助
」
は

「自

殺
胴
助
」
と
は
限
ら
な
い
が
、

「自
殺
幣
助
」
は
、
連
合
部
決
定
が
喝
破
し
た
よ
う
に

「緊
急
救
助
義
務
違
反
」
た
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

(39) 

「
自
由
死
論
の
高
揚
」
も
唐
突
で
あ
る
。
プ
リ
ン
ゲ
バ

ー
ト
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
「
自
由
死
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
な
の
で
あ
る
。

(40
)
 

の
代
替
に
―
-＝一
三
条
C

を
揚
げ
る
の
も
、
承
服
で
き
な
い
。

ロ
ク
シ
ン
が
、

「自
殺
関
与
」

さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
普
通
ラ
ン
ト
法
六
九
一
条
は
、
「
殺
傷
罪
」
の
碁
本
理
念
の
表
白
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
市
民
社
会
の

刑
法
と
し
て
は
、
市
民
の
自
由
尊
重
の
必
要
上
、
殺
偏
の
「
禁
止
」
に
場
を
譲
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
殺
傷
罪

の
基
本
形
式
は
「
禁
止
違
反
」
と
な
り
、
「
人
命
尊
重
命
令
」
は
、
補
充
的
な
命
令
と
し
て
残
存
す
る
に
止
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ

を
看
過
し
て
、

三
ニ
――一
条
C

を
刑
法
の
片
隅
に
追
い
遣
り
、
自
殺
関
与
処
罰
の
代
用
品
と
す
る
こ
と
で
安
心
立
命
す
る
こ
と
は
本
末
転
倒

の
謗
り
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
三
二
三
条
C

は
、
決
し
て
「
自
殺
関
与
」
の
代
用
品
で
は
な
い
。
別
に
、
自
殺
関
与
の
処
罰
規
定
を
設

け
る
必
要
が
あ
る
。
自
殺
関
与
は
、
本
来
、
「
作
為
」
を
想
定
し
て
い
た
筈
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
普
通
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二

0
章
第
一
一

節

「
人
の
生
命

・
身
体
の
傷
害
」
は
、
人
命
尊
重
の
基
本
理
念
（
六
九

否
定
論
」
は
脆
か
っ
た
。

(35)
 

く
さ
れ
た
と
い
う
。
「
正
犯
な
き
共
犯
」
は
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
以
来
の
「
正
犯
な
き
共
犯
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に
あ
る
。

一
条
）
に
始
ま
り
、
銃
器
・
火
薬
・
薬
物
等
の
取
扱
い
か
ら
七
八
二
条
の
「
死
の
危
険
か
ら
の
救
護
」
を
経
て
、
「
故
殺

（八
0
六
条
）
」、

「謀
殺
（
八
二
六
条
）」

へ
と

「悪
質
性
の
高
ま
り
」
に
応
じ
た
重
い
刑
罰
を
科
す
る
と
い
う
立
法
形
式
を
採
っ
た
も
の
で
、
現
行
三
二
三

条
C

は
、
当
時
と
は
異
質
な
配
置
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
三
二
三
条
C

は
、
「殺
傷
罪
」
の
一
種
で
あ
っ
て
、
「
公

共
危
険
犯
」
と
さ
れ
た
の
は
、
「
形
式
的
な
分
類
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

「傷
害
」
は

「殺
人
」
の
手
前

(l
)
普
通
ラ
ン
ト
法
六
九
一
条
は
、
一

般
的
・
基
本
的
規
定
で
あ
り
、
「
同
時
殺
傷
」
は
、
「
受
諾
殺
人
（
八
三
四
条
）
」
や
「
嬰
児
殺
人
（
八
八
七
条
以
下
）
」
、

「故
殺
（
八

0
六
条
以
下
）」
、
「
謀
殺

（
八
二
六
条
以
下）
」
な
ど
と
共
に
「
具
体
的

・
個
別
的
規
定
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る。

(
2
)

L
K
.
 11 A
u
f
l
.
 19

9
7
,
 

§
 

3
2
3
c
 R
d
n
.
 !Off. 

(
G
.
 Sp

e
n
d
e
l
)
 

(
3
)
B
GH
.
 

S
tr
.
 

6
,
 

S
.
 147ff.

こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
、
内
田

・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
同
年
記
念
四
四―

一五
頁
以
下
。
さ
ら
に
前
出
、
三
・
＿
注

(22)
な
ど
。

(
4
)
前
出
、

三

・
＿
注

(15
)。

(
5
)
L
K
,
 11 A

u
fl
.
 

§
 

2
2
8
 R
d
n
.
 5ff.

〔

H
.
J
.
H
i
rs
c
h〕

尤
も
、
最
近
の
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
「
自
由
意
思
」
の
尊
重
に
傾
き
過
ぎ
て
い
る

(L.
K
.
 11 
A
u
f
l
.
 

§
 

2
2
8
 R
d
n
.
 11

〔

H
.J.
H
i
r
s
c
h
〕
）
。
内
田

・
町
野
記
念
―
―
―
八
七

頁
以
下
。

(
6
)
H
.
 Ott

o
,
 St

r
a
f
l
o
s
e
 T
e
i
l
n
a
h
m
e
?
`
L
a
n
g
e
,
F
e
s
tschrift
,
 19

7
6
,
 S.

1
77ff.
,
 212f.; 

M. K
o
h
l
e
r
,
 Fr

e
i
h
e
itli
c
h
e
s
 R
e
c
h
t
s
p
r
i
n
z
i
p
 u
n
d
 B
e
ta
u
g
u
n
g
s
m
i
t
,
 

te
lstr
a
f
r
e
c
h
t
`
Z
S
t
r
W
.
 10

4
,
 19

9
2
`
S
.
 2ff.
,
 20ff.
,
 26ff.
,
 28ff. 

(
7
)
C
.
 Ro

xin, 
S
tr
a
f
r
e
c
h
t, 
A
lig
.
 T. I. 

4
 A
u
f
l
.
 S.
 

5
5
8
f
f.
 

(
8
)

B
G
H
.
 Str. 6
,
 S.
 15

3
.
 

「
必
要
的
共
犯
」
の

「対
向
犯
」
で
は
、
一
方
だ
け
が
処
罰
さ
れ
、
他
方
の
処
罰
規
定
が
な
い
場
合
が
あ
る
が
（
内
田
・
概
要
中
巻
四
―
1
0
頁
以
下
）
、
刑

法
二

0
二
条
も
こ
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
前
段
で
は
「
実
行
者
」
は
処
罰
さ
れ
な
い
が
、
「
共
働
者
」
が
処
罰
さ
れ
、
後
段
で
は
、
「
実
行
者
」
が
処
罰
さ
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れ、

「依
頼
者
」
は
処
罰
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
受
託
殺
人
」
が
「
未
遂
」
の
場
合
、
「
依
頼
者
」
も
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
「
依
頼
者
」
も
、
「
人
の

生
命
」
に
対
す
る
加
害
を
求
め
た
と
い
う
限
り
で
、

「殺
人
共
働
」
に
出
た
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
、

「依
頼
者
」
も
、

「自
殺
者
」
と
同
様
、
「
適
法
行
為
の
期

待
可
能
性
」
に
欠
け
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
「
死
ぬ
し
か
仕
方
が
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
オ
ッ
ト
ー

(
H
.O
t
t
o
,
 

L
a
n
g
e
、F
e
s
t
s
c
h
r
i
s
t
,S
.
 212£.)

は
、
こ
こ

に
着
目
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

（内
田
・
町
野
記
念
三
六
三
頁
注

(
11
))
。

し
か
し
、

「人
倫
律
違
反
」
・
「
不
法
」
に
関
し
て
は
、
連
合
部
決
定
と
オ
ッ
ト
ー
と
で
、
そ
の
考
え
方
に
相
違
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
対
向
犯
」
に
お
い
て

は
、
人
は
「
被
害
者
」
と
し
て
は
、
そ
し
て
「
被
害
者
で
あ
る
限
り
」
は
処
罰
さ
れ
な
い
だ
け
で
あ
る

（内
田
・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
六

八
以
下
）。

な
お
、
内
田
•
町
野
記
念

三
六
三
頁
。

(
9
)
普
通
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二

0
章
六
九
一
条
と
七
八
二
条
と
は
、
「
生
命
・
身
体
と
い
う
法
益
」
不
可
侵
性
の
「
抽
象
的
確
認
」
と
、
そ
の
「
具
体
的
方

策
」
の
例
示
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
前
注

(1
)、
後
注

(17
)。

(
1
0
)
B
G
H
.
 Str
.
 6,
 S.
 15

1

シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
も
、
こ
れ
を
認
め
て

い
る
。
L
K
.
§
 

3
2
3
c
 R
d
n
.
 27ff

〔

G
.
S
p
e
n
d
e
l
〕

(
11
)
H
.
 We

l
z
e
l
,
 S
c
h
a
f
fs
tein
,F
 es
t
s
c
h
r
ift,
 S.
 

4
 7f.
 

(12
)
内
田
・
神
奈
川
法
学
四
四
巻
ニ

・
三
号
二

0
二
頁
以
下
、

ニ―

四
頁
。

(
1
3
)
内
田
•
町
野
記
念
―
―
―
七
一
頁
以
下。

(
14
)
B
G
H
.
 S
tr. 
6
,
 S.
 14

8
 ff. 

(
1
5
)
L
K
.
 1
1
 Aufl. §
 

3
2
3
c
 R
d
n
.
 

3
6
f
f
,
 

5lff.
〔

G
.S
p
e
n
d
e
l
〕
・
ボ
ソ
ト
ケ

(
W
.B
o
t
t
k
e
,
 

S
u
i
z
id
,
 

S
.
 292ff.
,
 

3
1
4
)

に
も
、
同
様
の
理
解
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、

連
合
部
は
「
自
由
死
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
注

(
18
)
。

(16
)
内
田

・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
八
八
頁
以
下
。

(17)
前
注

(
9
)
。

(
18
)
W
.
 Bo

t
t
k
e
,
 G

A

 1
98
2
,
 S.
 

352ff. 

(
1
9
)
L
K
.
 
1
1
 A
u
f
l
.
 

§
 

3
2
3
c
 R
d
n
.
 19

〔

G
.
S
p
e
n
d
e
l〕

．

(
2
0
)

J. 
N
a
gle
r
 D
i
e
 P
r
o
b
le
m
a
t
ik
 d
e
r
 B
e
g
e
h
u
n
g
 <l
u
r
c
h
 U
n
t
e
r
l
a
s
s
u
n
g,
 G

S
.
 111. 

1
9
3
8
,
 S.
 17ff. 

(21)
内
田
・
概
要
上
巻
一
九
三
頁
以
下
、
一
九
五
頁
、
一
九
六
頁
注

(
3
)
。

(22
)
「
人
倫
律
」
は
、
「
人
の
生
命
・
身
体
」
の
滅
失
を
「
予
防
」
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

(23)

B
G
H
.
 St

r
,
 32
 1
9
8
4
,
 S.
 367ff.
,
 373ff.
,
 38

0
f.
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
内
田
・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
八
二
頁
。
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三
•
四
注

(1
3)。

(24)
内
田
・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
八
二
頁
以
下
。

(2
5
)
C
.
 R
o
x
i
n
.
 St

r
a
f
r
e
c
h
t,
 Al

l
g.
 T. II
,
 

S
.
 

632ff.
,
 67lff.
,
 79

lff. 

(26
)
前
出
、
三
・

ニ
注

(4
)
(
5
)
（
6
)
（
14
)。

(27
)
前
注

(16
)、
後
注

(33)
。

(28
)
「幣
助
犯
l

を
「
減
軽
し
な
い
」
こ
と
に

「拡
張
的
正
犯
概
念
」
を
採
用
し
た
実
益
が
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、

「正
犯
・
共
犯
」
の
歴
史
を
無
視
す
る
こ
と

に
な
る
。

(29
)
内
田
文
昭

「
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
」
神
奈
川
法
学
三
四
巻
三
号

一
頁
以
下
、
三

0
頁
以
下
、
八
四
頁
以
下
。

(30)
三
二
三
条
C

に
お

い
て
も
「
正
犯
」
と

「
共
犯
」
の
区
別
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
シ
ュ
ペ

ン
デ
ル
も
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
。

LK.
11 

A
u
f
l
.
 

§
 

3
2
3
c
 R
d
n
.
 l
 77ff.
,
 18

3
.
 
~:\!:l 

(32)
。

(31
)
オ
ー
ス
ト
リ
ー
刑
法
九
五
条

（
緊
急
救
助
義
務
違
反
）
は、

「
す
べ
て
の
人
」
に
課
さ
れ
る
義
務
違
反
で
は
な
く
し
て
、

「
過
失
に
よ
り
危
難
を
生
じ
さ
せ

た
人
」
に
課
さ
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
人
に
限
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
が

(F
o
r
e
g
g
e
r-S
e
r
e
n
i
,S
t
G
B
.
 

5
 A
u
f
l
.
 19

9
1
,
 

S
.
 59ff.
.
 

259ff.
)
、
「無
過

失
」
の
関
与
者
を
除
外
す
る
根
拠
は
明
確
で
な
か
っ
た
。
な
お
、

F
o
r
e
g
g
e
r
,F
a
b
r
iz
y
,
S
t
G
B
.
 l
l
A
u
fl
.
 20

1
3
.
 S.
 30

4
f
f
 

こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
刑
法
九
五
条
は
、
同
法

―
二
条
に
調
和
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

(32
)
LK. 11 A
u
f
l
.
 

§
 
3
2
3
c
 R
d
n
 l
 77ff.
.
 1恕

〔G
.
S
p
e
n
d
e
l
)

(3
3
)
C
.
 R
o
x
i
n
,
 

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 

A
l
i
g
.
 T. II
,
 

S
.
 

7
5
9
f
f., 
774ff.

「
自
殺
関
与
」
の
「
代
用
品
」
と
さ
れ
た
ロ

ク
シ
ン
の
「
緊
急
救
助
義
務
違
反
罪
」
で
は
、
本
文
設

例
の

B
は

「減
軽
」
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
緊
急
救
助
義
務
違
反
罪
の
「
脇
役

B
」
は
減
軽
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(34
)
検
討
は
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

(
3
5
)
B
G
H
.
 S
t
r
.
 6.
 S.
 15

4
.
 

(36)
連
合
部
決
定
の
後
継
者
た
ら
ん
と
す
る
判
例
に
つ
い
て
は
、
内
田
・

神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
九
三
頁
注

(14)
。

(37
)
LK. 11 A
u
f
l
.
 

§
 
3
2
3
c
 R
d
n
.
 27

〔

G
.
S
p
e
n
d
e
l〕

・

(38)
「幣
助
犯
の
胴
助
」
と
い
う
表
現
は
不
正
確
な
の
で
あ
る
。
前
出、

(39
)
LK. 11 A
u
fl
.
 

§
 
3
2
3
c
 R
d
n
,
 54

〔

G
.
S
p
e
n
d
e
l
)

(40
)
前
注

(25
)
(
33)
。
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本
稿
の
底
流
を
な
す
の
は
、
「
制
限
従
属
性
論
」
を
採
っ
た
場
合
の
「
正
犯
と
共
犯
」
の
関
係
で
あ
っ
た
。

「
正
犯
不
法
」
と
「
共

犯
不
法
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
程
度
に
お
い
て
独
立
し
、
如
何
な
る
程
度
に
お
い
て
「
重
な
り
合
う
」
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
発

想
で
あ
っ
た
。
正
犯
と
共
犯
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
み
ず
か
ら
の
不
法
」
を
如
何
な
る
程
度

「重
ね
合
わ
せ
る
」
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
い
わ
ゆ
る
「
違
法
連
帯
」
即
ち
「
不
法
共
働
」
の
問
題
で
あ
る
。

正
犯
が
殺
人
罪
を
実
行
し
、
共
犯
が
「
そ
の
殺
人
」
に
関
与
し
た
と
き
は
、
両
者
は
「
同
一
不
法
共
働
」
に
出
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

関
係
が
、
最
も
単
純
明
快
で
典
型
的
な
正
犯

・
共
犯
関
係
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
正
犯
が
、
「
責
任
無
能
力
者
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
摺
助
者
が
責
任
無
能
力
者
で
な
い
限
り
、
人
を
殺
ろ
し
た
と
い
う

「
不

法
」
に
関
し
て
は
、
「
不
法
共
働
」
で
あ
る
こ
と
は
「
重
な
り
合
っ
て
い
る
」
か
ら
、
胴
助
者
は
「
料
助
犯
」
た
り
う
る
の
で
あ
っ
た
。
こ

(2
)
 

の
限
り
、
制
限
従
属
性
論
で
は
「
正
犯
な
き
共
犯
」
は
無
用
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
極
端
従
属
性
論
は
、

「責
任
共
働
」
迄
を
も
求
め

る
か
ら
、
鞘
助
者
も
「
開
助
犯
」
た
り
え
な
い
。
さ
り
と
て
、
単
な
る
「
支
援
者
」
は
、
責
任
無
能
力
者
を
「
道
具
」
と
し
て
利
用
し
た

(
3
)
 

と
は
い
え
な
い
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
間
接
正
犯
」
と
す
る
の
も
妥
当
で
な
い
。
極
端
従
属
性
論
者
は
、
「
正
犯
な
き
開
助
犯
」
を

認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
両
者
共
に

「無
罪
」
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
実
行
行
為
者
の
「
正
当
行
為
」
に
仮
託
・
便
乗
し
た
り
、
こ
れ
を
利
用
し
た
り
し
て
、
被
害
者
を
殺
傷
す
る
場
合
は
、

実
行
行
為
者
に
「
不
法
」
は
な
い
が
、
仮
託
者

・
利
用
者
に
は
「
不
法
」
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
仮
託
者
・
利
用
者
の

「
不
法
」

(4) 

は
、
実
行
行
為
者
の
「
合
法
」
に
も
拘
わ
ら
ず

「
不
法
」
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
「混
合
的
不
法
共
働
」
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
き
に
再
三
に
亘

っ
て
紹
介
し
た
大
正
一

0
年
五
月
七
日
の
大
審
院
判
決
は
、
「
同
意
堕
胎
罪
（
刑
法
ニ

―
三
条
）
」
に
失
敗
し
て
妊
婦

六

結
論
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の
生
命
・
身
体
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
被
告
人
が
、
専
門
医
の

「緊
急
避
難
」
と
し
て
の
「
業
務
上
堕
胎

（刑
法
ニ

―
四
条
）」

に
よ

っ
て、

妊
婦
と
共
に
難
を
免
れ
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
医
師
は
「
正
当
業
務
行
為

（刑
法
三
五
条
）
」
で
あ
る
が
、
被
告
人
は
「
業
務
上
堕
胎
罪
」

の
「
間
接
正
犯
」
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
。
医
師
は
、

一
般
的
な
正
当
行
為
で
は
な
く
し
て
「
緊
急
避
難
」
に
出
た
の
で
あ
り
、

被
告
人
は
「
間
接
正
犯
」
で
は
な
く
し
て

「業
務
上
堕
胎
罪
の
教
唆
犯
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
「
混
合
的
不
法
共
働
」
を

肯
定
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
刑
法
三
七
条
は
、
緊
急
時
に
お
け
る
三
五
条
の

「特
別
法
」
た
り
う
る
か
ら
、
医
師
は
三
七
条
に
よ
っ

て
「
合
法
共
働
」
と
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
被
告
人
は
、
事
案
か
ら
し
て
、
到
底
医
師
を
「
道
具
」
と
し
て
利
用
し
た
と
は
い
え
な
い
筈
で

あ
る
か
ら
、
「
業
務
上
堕
胎
罪
の
教
唆
犯
」
た
る
に
止
ど
ま
る
の
で
あ
る
。「
独
立
教
唆
犯
」
で
あ
る
。

二

こ
の
よ
う
な
発
想
は
、

「教
唆
犯
と
鞘
助
犯
」
の
併
立
及
び
「
財
助
犯
と
射
助
犯
」
の
併
立
の
場
合
の
底
流
で
も
あ
っ
た
。

公
務
員
の
夫
と
非
公
務
員
の
妻
の

「収
賄
共
働
」
に
お
い
て
は
、
す
く
な
く
と
も
四
つ
の
共
働
形
式
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一

に
、
夫
の

「
間
接
正
犯
」
と
妻
の
「
柑
助
犯
」
、
第
二
に
、
夫
の

「
教
唆
犯
」
と
妻
の
「
胴
助
犯
」
、
第
三
に
、
妻
の

「
間
接
正
犯
」
と
夫
の
「
割
助
犯
」

で
あ
る
。
妻
が
夫
を

「道
具
」
に
使

っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
第
四
に
、
夫
妻
の
「
共
同
正
犯
」
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
刑
法
六
五
条
一

(5
)
 

項
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、

夫
の
背
後
か
ら
。
ヒ
ス
ト
ル
を
突
き
つ
け
て
収
賄
さ
せ
た
妻
の
場
合
は
、
妻
は
夫
を
「
道
具
」
と
し
た
「
間
接

正
犯
」
た
り
う
る
が
、
夫
は
「
緊
急
避
難
」
で
あ
ろ
う
。
妻
は
「
直
接
正
犯
」
た
り
え
な
い
か
ら

「間
接
正
犯
」
と
な
る
こ
と
も
で
き
な

(6) 

い
と
い
う
見
解
が
正
当
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
論
及
し
た
。
妻
は
「
身
分
」
を
欠
く
か
ら
直
接
正
犯
た
り
え
な
い
が
、
「
間
接
正
犯
」
と

な
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
夫
は
、
刑
法
三
七
条
に
よ
っ
て
、

「合
法
共
働
」
と
な
る
か
ら
不
可
罰
で
あ
る
。
妻
だ
け
が
、
収

(6
a
)
 

賄
罪
の
報
助
た
り
う
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
夫
が
「
誤
想
避
難
」
に
陥
っ
て
い
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
残
る
の
は
、
第
一
形
態
と
第
二
形
態
で
あ
る
。
夫
が
「
間
接
正
犯
」
の
実
を
実
現
し
た
と
き
は
、
当
然
こ
れ
を
「
正
犯
」

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
実
を
示
し
て
い
な
い
場
合
は
、
夫
は

「教
唆
犯
」
で
あ
り
妻
は
「
粗
助
犯
」
で
あ
る
。
こ
の
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こ
と
を
率
直
に
認
め
な
い
考
え
が
多
過
ぎ
る
。
ま
た
、
第
四
の
夫
妻
の
「
共
同
正
犯
」
を
認
め
る
べ
き
場
合
は
、
夫
婦
が
「
一
心
同
体
」

(7
)
 

と
な
っ
て
「
収
賄
」
し
た
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
安
易
に
六
五
条
一
項
を
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
論
理
は
、
「
割
助
犯
と
捐
助
犯
」
の
併
立
に
も
妥
当
す
る
。
「
わ
が
社
の
た
め
の
盗
品
故
買
l

な
ど
に
顕
著
で
あ
る
。
「実
行
す
る
幣

(8) 

助
犯
」
も
、
「
独
立
割
助
犯
」
た
り
う
る
。
し
か
し
、
明
確
な
「
正
犯
像
」
に
指
導
さ
れ
て
い
る
。
「
連
鎖
的
共
犯
」
も
、
現
実
の
正
犯
で

は
な
く
し
て
「
表
象
さ
れ
た
正
犯
」
へ
の

二
不
法
共
働
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
生
命
・
身
体
と
い
う
「
一
身
的
法
益
」
の
「
不
可
処
分
性
」・「
不
可
分
割
性
」
に
鑑
み
て
、
「
同
時
殺
傷
の
特
例
」
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。
特
に
、
殺
人
罪
は
「
択
一
的
競
合
」
を
拒
否
し
「
殴
り
合
い
殺
人
参
加
者
」
は
す
べ
て
殺
人
罪
の
正
犯
と
さ
れ
る
。
「
人
が
死

(9
)
 

ん
だ
」
以
上
、
「
未
遂
」
と
「
既
遂
」
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
し
、

「共
犯
」
と
「
正
犯
」
を
区
別
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。

三

勿
論
、
何
と
い

っ
て
も
、
殺
人
の
正
犯
と
そ
の
共
犯
と
い
う
「
不
法
共
働
」
が
、
殺
人
罪
の
正
犯
と
共
犯
の

「
常
態
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
諸
種
の

「
不
法
共
働
」
が
あ
り
う
る
。
「
自
殺
関
与
」
が
、
そ
の
頂
点
に
あ
る
。「
正
犯
」
は
な
い
の
に
「
共
犯
」
が
あ
る
こ
と

を
立
法
し
た
の
が
、
わ
が
刑
法
二
0
二
条
前
段
な
の
で
あ
る
。「
独
立
共
犯
罪
」
で
は
あ
る
が
「
例
外
規
定
」
で
は
な
い
。

(10) 

一
九
五
四
年
三
月
一

0
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
刑
事
連
合
部
決
定
が
喝
破
し
た
よ
う
に
、

「自
殺
」
も
「
不
法
」
な
の
で
あ
る
。
「構

(1
0
a
)
 

成
要
件
外
」
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
き
に
も
触
れ
た
が
、
一
九
六
―
一
年
一

0
月
一
九
日
の
連
邦
裁
判
所
第
三
刑
事
部
判
決
も
、

「
実
行
し
た
殺
人
摺
助
犯
」
を
認
め
て
い
る
。
「
正
犯
な
き
共
犯
は
な
い
」
と
い
う
標
語
は
こ
れ
を
過
去
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
射
助
犯
の
刑
は
「
正
犯
の
刑
を
減
軽
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
「財
助
不
法
」
は
、

「正
犯

(11) 

不
法
l

を
減
軽
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
に
「
軽
微
」
な
の
で
あ
る
。
「責
任
そ
の
も
の

(S
c
h
u
ld
p
e
r
 s
e
)
」
は
存
在
し
な
い
。
「
責
任
は

不
法
に
従
属
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「自
殺
関
与
」
の
処
罰
は
、
自
殺
の
「
不
法
」
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
た
い
。
そ
し
て
、
「
自
殺
粗
助
」
の
「
減
軽
規
定
」
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
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四 さ
ら
に
、
旧
刑
法
三
ニ

―
条
が
、

「自
己
ノ
利
ヲ
図
リ
人
ヲ
教
唆
シ
テ
自
殺
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
重
懲
役
二
処
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
こ
と

(12) 

を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
旧
刑
法
三
ニ
一
条
は
「
加
重
規
定
」
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
故
意
犯
は
過
失
犯
よ
り
も
重
罰
に
値
し
、
常
習
犯
は
非
常
習
犯
よ
り
も
重
罰
に
値
す
る
と
い
う
の
も
、
刑
法
の
常
識
で
あ

(13
)
 

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
責
任
」
が
重
い
か
ら
で
は
な
い
。
す
で
に
「
不
法
」
が
よ
り
重
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

「
正
犯
な
き
共
犯
」
の
諸
形
態
は
、
す
べ
て

「自
殺
関
与
罪
」
の
可
罰
性
の
論
理
を
モ
デ
ル
と
す
る
の
で
あ
る
。

全
体
を
総
括
し
よ
う
。

自
殺
は
、
構
成
要
件
外
で
は
あ
る
が
、
人
倫
律
を
超
え
る
よ
う
な
超
越
的
な
場
合
以
外
は
「
不
法
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
殺
関

与
も
、
同
様
に
「
不
法
」
で
あ
る
。
わ
が
刑
法
二
0
二
条
前
段
は
、
こ
の
こ
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
殺
関
与
は
、

二
0

二
条
の
構
成
要
件
に
該
当
し
て
も
、
違
法
阻
却
さ
れ
、
或
い
は
責
任
阻
却
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
溺
れ
た
二
人
の
う
ち
一
人
し
か
救
助
で

き
な
い
よ
う
な
状
態
で
は
、
他
の

一
人
に
は
自
殺
を
奨
め
て
実
行
さ
せ
た
者
は
、
わ
が
刑
法
三
七
条
に
よ

っ
て
許
さ
れ
る
。
「供
手
傍
観
」

し
て
二
人
を
溺
死
さ
せ
る
こ
と
は
、

「緊
急
救
助
義
務
違
反
」
と
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
一
三

一三
条
C

に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
。「
緊
急
避
難
」
は

(14
)
 

「
最
少

（小
）
被
害
」
の
要
請
に
も
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
慈
悲
の
自
殺
胴
助
」
は、

「責
任
阻
却
」
さ
れ
う
る
。

自
殺
者
へ
の
「
共
鳴
」
は、

「適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
を
否
定
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
共
犯
は
、

「共
犯
行
為
」
と

(15) 

し
て
違
法
・
有
責
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
量
は
、
他
の
「
正
犯
な
き
共
犯
」
の
成
立
に
も
均
し
く
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
傷
も
構
成
要
件
外
で
あ
る
が
、
「
指
詰
の
勧
奨
」
な
ど
は
「
傷
害
罪
」
の
教
唆
犯
た
り
う
る
。
自
傷
も
「
不
法
」
で
あ
り
、
自
傷
関
与

も
当
然
「
不
法
」
な
の
で
あ
る
。
身
体
の
安
全
も
、

「意
思
の
自
由
」
に
よ

っ
て
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
前
稿
で
は
、
や
や
詳
細
に
取
り

(16
)
 

上
げ
た
。
「
直
接
自
傷
」
は
構
成
要
件
外
で
あ
る
が
、
「
間
接
自
傷
」
は

「傷
害
罪
の
共
犯
」
た
り
う
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
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る。 「
受
託
殺
人
罪
（
刑
法
二

0
二
条
後
段
）
」
と
同
じ
構
造
と
な
る
。

同
意
堕
胎
に
失
敗
し
て
、
専
門
医
の
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
「
事
無
き
」
を
え
た
無
免
許
医
は
、

「混
合
的
不
法
共
働
」
の
故
に
、
業
務
上

堕
胎
罪
の
教
唆
犯
で
あ
っ
た
。
専
門
医
は
、
「
合
法
共
働
」
で
あ
る
が
、
無
免
許
医
は
「
不
法
共
働
」
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
「
合

法
」
と

「
不
法
」
が
「
混
在
」
す
る
。
「
連
帯
」
で
は
な
く
し
て
「
混
在
」
な
の
で
あ
る
。
「正
犯
不
法
」
と
「
共
犯
不
法
」
は
同

一
で
あ

(17) 

る
必
要
が
な
い
と
い
う
論
理
の
「
極
限
」
で
あ
る
。

公
務
員
の
夫
と
非
公
務
員
の
妻
と
の
「
収
賄
共
働
」
は
、
両
者
共
に

「
不
法
共
働
」
で
あ
る
か
ら
、
「
適
法
行
為
を
利
用
す
る
違
法
行
為
」

の
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
夫
が
、
盃
間
接
正
犯
」
た
り
え
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
ま
た
別
の
問
題
が
生
じ
る
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に

(18)
 

夫
の
「
収
賄
教
唆
犯
」
と
妻
の
「
収
賄
討
助
犯
」
と
の
併
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
。「
正
犯
な
き
共
犯
」
の
典
型
の
一
っ
で
あ
る
。
．

勿
論
、
無
免
許
医
が
、
専
門
医
に
。ヒ

ス
ト
ル
を
突
き
付
け
て
強
制
し
た
り
、
妻
が
夫
を
操
縦
し
た
よ
う
な
場
合
は
、
「
間
接
正
犯
」
と
な

か
く
し
て
、

「共
犯
従
属
性
論
の
呪
縛
」
か
ら
の
脱
却
が
行
わ
れ
る
。

構
成
要
件
実
現
行
為
を

「実
行
し
た
者
」
は
、
違
法
性
・
有
責
性
を
具
備
す
る
限
り

「正
犯
」
で
あ
る
。
「
共
働
者
」
も
、
共
犯
と
し
て

の
違
法
性
・
有
責
性
を
具
備
す
る
と
き
は
「
共
犯
」
と
な
る
。
「
制
限
従
属
性
論
」
の
下
で
は
、
「
正
犯
不
法
」
と
「
共
犯
不
法
」
と
が

「重

な
り
合
い
」
を
も
つ
限
り
、
正
犯
・
共
犯
関
係
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
「
正
犯
責
任
」
と
「
共
犯
責
任
」
は
「
重
な
り
合
い
」
を
も
つ
必

(19
)
 

要
が
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
「
正
犯
責
任
」
を
具
備
す
る
者
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、

「共
働
者
全
員」

が
＿
共
犯
」
と
な
る
。
「
捐
助
犯
」
と

「討

(20)

（

21) 

助
犯
」
の
併
立
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
肯
定
さ
れ
る
。
「連
鎖
的
共
犯
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
共
犯
責
任
」
を
具
備
す
る
者
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
「
正
犯
責
任
」
を
具
備
す
る
者
の
確
認
で
足
り
る
。
正
犯
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五 し
か
し
、
共
犯
に
と
っ
て
は
、
指
導
形
象
と
し
て
の

「正
犯
像
」
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
る
。「
正
犯
な
き
共
犯
」
も
、
不
法
な

「
正
犯

像
」
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
公
務
員
が
、
精
神
病
の
妻
に

「
金
員
収
受
」
を
依
頼
し
た
よ
う
な
場
合
、
妻
は
「
無
罪
」

で
も
、
夫
は
す
く
な
く
と
も
「
収
賄
教
唆
犯
」
と
な
る
。
夫
の
胸
中
に
去
来
す
る
の
は
、
単
な
る
「
餞
別
受
領
」
で
は
な
く
し
て
、
「
収
賄

の
正
犯
像
」
な
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
が
収
賄
の
「
主
役
」
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
妻
と
の
共
働
で
行
う
「
収
賄
像
」
は
確
実
に
存
在

す
る
の
で
あ
る
。
夫
は
妻
の
「
不
法
」
に
些
か
の
疑
念
も
抱
か
な
い
筈
で
あ
る
。

な
お
、
「
人
倫
律
違
反
」
の

「
不
法
」
が
す
べ
て
立
法
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
を
最
後
に
一
言
し
て
お
き
た
い
。
や
は
り

「
人

倫
」
は
「
法
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「自
殺
」
は
、
「
人
倫
違
反
」
の
「
不
法
」
で
は
あ
る
が
、
現
行
法
上
は

「違
法
」
で
は
な
い
。「
近

親
相
姦
」
も
、
わ
が
国
で
は

「構
成
要
件
外
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
自
殺
関
与
」
は
、
「
自
殺
の
不
法
像
」
に
指
導
さ
れ
る
か
ら
処
罰
可

能
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
近
親
相
姦
関
与
」
だ
け
を
処
罰
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で

(23
)
 

は
、
そ
の
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

超
現
実
的
な
「
殺
人
祈
蒻
」
も
、
「

一
笑
に
付
す
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
と
き
は
、
改
め
て
、
「
殺
人
未
遂
像
」
と
の
関
わ
り
が

(24) 

検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
掛
り
な
「
集
団
殺
人
祈
輯
」
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た、

「適
法
行
為
を
利
用
す
る
違
法
行
為
」
は
「
間
接
正
犯
」
な
の
か
「
共
犯
」
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
か
に
窺
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る

(25) 

の
は
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
の
肯
定
に
よ
っ
て
払
拭
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
「利
用
者
」
が
「
支
配
力
」
を
発
揮

し
た
と
き
が
「
間
接
正
犯
」
で
あ
り
、
「
利
用
」

・
「便
乗
」
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
き
は
「
共
犯
」
に
止
ど
ま
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
だ
け
だ
か

ら
で
あ
る
。か

く
し
て
「
観
念
的
不
法
像
へ
の
み
ず
か
ら
の
不
法
共
働
」
が
独
立
し
て

「共
犯
」
と
な
る
。
そ
し
て
、

(22
)
 

に
と
っ
て
、
「
片
面
的
共
犯
」
は
不
要
な
の
で
あ
る
。

一
八
四

0
年
ブ
ラ
ウ
ン
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注

(27
)

（

28) 

実
は
、
す
で
に

一
九
三
0
年
代
初
頭
に
も
本
稿
の
先
鞭
を
付
け
る
よ
う
な
論
策
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
リ
ス
ト
や
ゲ
ル
ラ
ン

(29
)
 

の
主
張
は
さ
き
に
も
紹
介
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
ケ
ペ
ル
ニ
ッ
ク
の
見
解
に
触
れ
て
お
こ
う
。

ケ
ペ
ル

ニ
ッ
ク
は
、

「拡
張
的
正
犯
論
」
と
、

「極
端
従
属
性
」
か
「
制
限
従
属
性
」
か
の
対
立
が
入
り
交
じ
っ
て
い
た
当
時
か
ら
、
「
違

警
罪
」
相
当
の

「
軽
犯
罪
」
た
る
「
自
殺
関
与
処
罰
」
に
出
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ー
刑
法
（
三
三
五
条
）
と
、
「
自
殺
関
与
不
処
罰
」
を
続

(30) 

け
て
い
た
ド
イ
ツ
刑
法
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
人
は
個
人
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
構
成
員
の
一
員
で
も
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
「
自
殺
桐
助

(31) 

処
罰
」
に
は
や
や
消
極
的
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
「
自
殺
教
唆
処
罰
」
に
は
か
な
り
積
極
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
自
殺
鞘
助
軽
罰
」
を
掲

げ
る
本
稿
と
は
共
通
の
基
盤
に
立

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。「
自
殺
教
唆
」
も
「
自
殺
射
助
」
も
処
罰
さ
れ
る
当
時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ー
刑
法
が

し
か
し
、
当
時
の
学
説
は
冷
淡
で
は
あ

っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
ク
レ
ー
の

「意
思
万
能
論
」
に
賛
同
し
た

「自
由

(32) 

死
論
」
が
大
勢
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
し
た
の
が
、

刑
事
連
合
部
決
定
も
、

「自
殺
指
助
軽
罰
」
の
言
及
は
な
い
。
し
か
し
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
以
来
の
刑
法
は
、

(33) 

ぶ
市
助
軽
罰
」
を
守
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
わ
が
刑
法
二

0
二
条
前
段
も
「
教
唆
犯
」
と

「財
助
犯
」
の
刑
罰
に
高
低
の
差
を

「規
定
」
し

(34)

（

35) 

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
歴
史
は

「継
続
」
す
る
し
、

「
繰
り
返
し
」
も
す
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(1
)
自
殺
は

「不
法
」
で
は
あ
る
が
、

「構
成
要
件
」
に
は
該
当
し
な
い
。
し
た
が
っ
て

一違
法
」
と
は
い
え
な
い
。
自
殺
関
与
も
、

「不
法
」
で
は
あ
る
が
、

前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

あ
る
。

(26
)
 

シ
ュ
バ

イ
ク
刑
法
典

一
四
八
条
や
わ
が
刑
法
二
0
二
条
前
段
の
「
正
犯
な
き
共
犯
」
が
そ
の
典
型
と
な
る
。
正
犯
の
処
罰
規
定
は
不
要
で

一
九
五
四
年
の
刑
事
連
合
部
決
定
で
あ
る
。
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「違
法
連
帯
」
に
は
親
し
ま
な
い
。「
自
殺
そ
の
も
の
」

が、

形
式
的
犯
罪
概
念
の
「
違
法
性
」
に
欠
け
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
殺
関
与
は
「
不
法
共

働」

で
あ
る
。
形
式
的
犯
罪
概
念
の

「違
法
性
」
に
は
欠
け
る
が
、
「
法
益
侵
害
」
と
し
て
の
「
人
殺
し
の
不
法
共
働
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
な
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ

の
よ
う
な
認
識
か
ら
、
「
違
法
連
帯
」
と
い
う
用
語
を
用
い
な
い
。
教
唆
犯
と
桐
助
犯
の
「
不
法
共
働
」
も
、
「
違
法
連
帯
」
の
な

い

「
不
法

共
働
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
教
唆
犯
に
は
正
犯
不
法
の
刑
が
科
さ
れ
、
試
巾
助
犯
に
は
正
犯
不
法
の
刑
が
減
軽
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
出
、

二
注

(23)
。

な
お
、
従
来
の
「
違
法
連
帯
」
に
つ
い
て
は
、
内
田
・

概
要
中
巻
五
四
二
頁
以
下
。

(2
)
「
責
任
共
働
」
と
は
、
正
し
く
は
「
実
質
的
犯
罪
概
念
」
の
「
犯
罪
共
働
」
で
あ
る
。
正
犯
を

「堕
落
と
罪
業
」
に
導
く
の
が
共
犯
で
あ
る
と
い
う
「
い

わ
ゆ
る
責
任
共
犯
論
」
と
は
全
く
異
な
る
。
内
田
・
概
要
中
巻
四
三
七
頁
以
下
、
四
四

0
頁
注

(11
)。

(3
)
内
田
・
概
要
中
巻
四
五
二
頁
以
下
。

(
4
)
前
出
、

二
注

(
6
)
（
8
)
（
15
)。

(5
)
刑
法
六
五
条

一
項
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
内
田

・
概
要
中
巻
五
四

0
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
後
注

(7
)。

(6
)
内
田
・
神
法
四
四
巻
ニ

・
三
号
一
五

0
頁
、
一

七
五
頁
以
下、

ニ
―
一
頁
以
下。

(6
a
)
内
田
書
概
要
中
巻
三

一
六
頁
以
下、

三
二

0
頁。

な
お
、
前
出
、

二
注

(23
)。

(7
)
公
務
員
と
非
公
務
員
の
「
収
賄
共
働
」
を
一
律
に
共
同
正
犯
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
互
に
手
と
な
り
足
と
な
る
」
程
の
共
働
が
必
要
で
あ
る
。
判
例
に

現
わ
れ
た
事
例
も
こ
れ
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
（
内
田
・
概
要
中
巻
五
四
七
頁
注

(19
)）。

し
た
が
っ
て
、
か
つ
て
公
務
員
で
あ

っ
た
妻
が
隠
然
た
る
力
を

も

っ
て
「
収
賄
の
現
場
」
に
立
ち
合
っ
て
い
た
場
合
な
ど
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
単
に
業
者
を
誘
惑
し
て
多
額
の
収
賄
を
得
た
と
い
う
の
で
は
、
や
は

り

「耕
助
犯
」
で
あ
る
。
「
実
行
し
た
収
賄
耕
助
犯
」
（
前
出
、
三
・
三
注

(11
)）
を
認
め
る
べ
き
場
合
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
事
後
収
賄
罪
（
刑
法

一
九
七

条
の
三
第
三
項
）
」
を
も
考
え
る
べ
き
場
合
も
あ
ろ
う
。

な
お
、
「
業
務
上
横
領
罪
（
刑
法
二
五
三
条
）
」
に
「
共
働
」
し
た
「
非
占
有
者
」
の
「
不
法
共
働
」
に
関
わ
る
特
殊
な
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
内
田
・
概

要
中
巻
五
四
五
頁
、
五
四
八
頁
注

(21)
。

(8
)
「
実
行
す
る
料
助
犯
」
と
い
う
標
語
は
、
非
公
務
員
の
妻
が
、
収
賄
額
を
釣
上
げ
た
よ
う
な
場
合
に
も
、
よ
り
適
合
し
易
い
の
で
あ
る
。

(9
)
前
出
、

五
注

(
5
)
（6
)
（
9
)
（25
)
（
26
)。

(1
0
)
B
G
H
.
 Str. 6
,
 S
.
 

1
4
7
f
f
.
 1

5
3
f
f
 

(1
0
a
)
B
GH
.
 Str. 1
8
,
 S
.
 

8
7
f
f
.
 

(11
)
E
.
 

B
e
ling
,
 Un

s
c
h
u
l
d
.
 Sc

h
u
l
d
 u
n
d
 S
c
h
u
l
d
s
tu
f
e
n
,
 

1
9
1
0
,
 S
.
 

4ff.
,
 K

田
・
阻
土
哭
中
＇
逸
8

-

+

～0
百
盆
以
下
。

(12
)
内
田
・
町
野
記
念
三
七
0
頁
注

(44)
。
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(13)
「
故
意
の
殺
人
」
が
、

「
過
失
致
死
」
よ
り
も

「違
法
性
」
が
強
く
（
内
田
・
概
要
中
巻
二
六
頁
以
下
）
、
「
常
習
犯
」
が
、
「
非
常
習
犯
」
よ
り
も
「
違
法

性
」
が
強
い
の
は
当
然
で
あ
る
（
内
田
・
概
要
中
巻
二
0
四
頁
以
下
、
＿
―
-
五
頁
以
下
、
五
五
二
頁
以
下
）
。
構
成
要
件
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
定
立
さ
れ

る
所
以
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
開
助
犯
が
「
正
犯
の
刑
を
減
軽
」
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
唆
犯
に
は
「
正
犯
の
刑
」
が
科
さ
れ
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

伝
統
の
継
承
に
他
な
ら
な
い
と
も
い
え
よ
う
が
、
改
正
前
の
「
正
犯
二
準
ス
」
る
方
が
よ
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
二

0
ー
一条
前
段
も
、
自
殺
教
唆
は
「
六

月
以
上
七
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
鑑
」
で
よ
い
と
し
て
も
、
自
殺
開
助
は
こ
れ
を
「
減
軽
」
す
る
べ
き
で
あ
る
。
詳
細
は
次
稿
に
譲
る
。
な
お
、
内
田
・

町
野
記
念
――
―七

0
頁
、
三
八
一
二
頁
以
下
。

(14)
内
田
・
神
法
四
二
巻
一
号

一
八
頁
以
下
、
二
九
頁
以
下
。

(15)
前
出
、
三
・
一
注

(43)
（44)
（
45)
。

(16)
内
田
・
神
奈
川
大
学
法
学
部
五

0
周
年
記
念
四
五
二
頁
以
下
、
四
五
三
頁
注

(13)
。

「受
託
殺
人
罪
（
刑
法
二
0

ー
一条
後
段
）
」
の

「共
犯
」
に
つ
い
て
は
、
内
田
•
町
野
記
念

三
七
八
頁
以
下
。

(17)
前
出
、
二
注

(
6
)
1
(
1
0
)
、（

15)1(17)
。
な
お
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
。
「
合
法
共
働
」
と
「
不
法
共
働
」
が
両
立
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
一
方

が
他
方
を
凌
駕
し
た
り
、
外
部
的
事
情
の
介
入
に
よ
り
、
両
者
の
実
が
挙
が
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
「
正
当
防
衛
」
を
誘
発
さ
せ
、
こ
れ
を
利

用
し
て
目
的
を
遂
げ
た
よ
う
な
場
合
は
、
「
合
法
共
働
」
が
「
不
法
共
働
」
を
凌
駕
し
て
い
る
が
、
「
不
法
共
働
」
は
消
失
し
な
い
。
ま
た
、
「
緊
急
避
難
」

に
成
功
し
た
専
門
医
の
「
合
法
共
働
」
も
、
皿
免
許
医
の
「
不
法
共
働
」
を
凌
駕
し
た
が
、
無
免
許
医
の
「
不
法
共
働
」
は
消
失
し
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

「
正

犯
な
き
共
犯
」
で
あ
る
。
専
門
医
の
周
到
な
処
置
に
も
拘
わ
ら
ず
、
妊
婦
の
異
常
体
質
に
よ
り
同
女
が
死
亡
し
た
よ
う
な
場
合
は
、
無
免
許
医
だ
け
が
、

「業

務
上
堕
胎
未
遂
教
唆
」
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。
事
案
に
応
じ
た
擬
律
が
必
要
で
あ
る
。

(18)
前
出
、
三
・
ニ
注

(
1
)
（8
)
（9
)
（
15)
（16
)
（19)
。

(19)
「
極
端
従
属
性
論
」
は
「
責
任
共
働
」
を
も
求
め
た
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
新
―

一九
条
が
こ
れ
を
明
示
し
て
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

(
2
0
)前出
‘
-
―
―
•
三
注(
7
)（1
0
)（1
1
)（1
5
)
。

(
2
1
)前出
、
三
•
四
注

(
4
)
（5
)
（6
)
（7
)
（8
)
（9
)
（1
0
)（1
4
)（1
9
)
。

(22)
周
知
の
よ
う
に
、
「
片
面
的
共
犯
」
と
は
、

「
正
犯
」
が
、
「
共
働
者
の
存
在
」
を
知
ら
な
い
場
合
に
も
、
そ
し
て
、
共
働
者
が

一
方
的
に
関
与
し
た
に
過

ぎ
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
な
お
、
「
共
犯
」
た
り
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
「
因
果
的
共
犯
論
」
を
採
る
以
上
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
べ
き
で
あ
る

（
内
田
・
概
要
中
巻
四
八
五
頁
以
下
、
五

0
一
頁
以
下
）。

し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
片
面
的
教
唆
犯
」
・
「
片
面
的
財
助
犯
」
に
お
い
て
は
、

「現
実
の
正
犯
」
を

確
認
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
の
事
理
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
て
敢
え
て
検
討
し
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
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(23
)
内
田

・
神
法
四
四
巻
ニ

・
三
号
ニ―

四
頁
、
ニ
―
六
頁
注

(12
)。

(24)
前
出
、

一
注

(19)
（20)
、
三
・

＿
注

(52)
。
な
お
、

W
.S
a
u
e
r
,
 

A
l
l
g
.
 

S
t
r
a
f
r
e
c
h
ts
le
h
r
e
3̀
 Au
f
l
.
 

S
.
 

203£.

さ
ら
に
、
C.
R
o
x
m
,
 

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 

Alig. T
,
 

I
I

、

S
.455ff.

(25
)
島
田

・
立
教
法
学
五
五
号
八
八
頁
注

(170
)、
前
出
、

二
注
（
15
）
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は、

「共
犯
従
属
性
論
の
呪
縛
」
か
ら
の
脱
却
と
は
、

「適
法
行

為
を
利
用
す
る
違
法
行
為
」
を

一
律
に
「
間
接
正
犯
」
と
す
る
こ
と
か
ら
の
脱
却
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

(26
)
D
a
s
 C
r
i
m
i
n
a
l
1
1
G
e
s
e
t
z
1
1
B
u
c
h
 fiir 
d
a
s
 H
e
r
z
o
gth
u
m
 B
r
au
ns
c
h
w
eig.
 Mo

t
iv
e
 S
.
 

2
7
1
.
 

(27
)F

.v•
LiB

t, 

V
D
B
.
 V.
 S.
 lff.
 

1
2
3ff. 
137ff. 

(28
)
H
.
 Ge

r
l
a
n
d
.
 VD

A
.
 II
.
 

S
.
 487ff.
,
 52

0ff., 
5
3
0
.
 

(29
)
H•Kapernic

k
, 

D
i
e
 A
k
z
e
s
s
o
r
i
e
t
a
t
 d
e
r
 T
e
i
l
n
a
h
m
e
 u
n
d
 die s
o
g
.
 m

ittelb
a
r
e
 T
a
t
e
r
s
c
h
a
f
t
,
 19

3
2
.
 S.
 6ff.
,
 16ff.
,
 28ff.
,
 96ff.
,
 10

9ff., 
116ff. 

(30
)
H•Kapernick

. 

A
k
z
e
s
s
o
r
i
e
t
a
t.
 S.
 8ff.
,
 10
 

•• 

15ff.
な
お
、

A
l
t
m
a
n
n,J
a
c
ob
`
K
o
m
m
e
n
tar
z
u
m
 6sterrei
c
hi
s
c
h
e
n
 S
t
G
B
,
 Bd
.
 

I. 
1
9
2
8
,
 S.
 797ff.
 

(31)
H. K
a
p
e
r
n
i
c
k
.
 A
k
z
e
s
s
o
r
i
e
t
a
t̀
S
.
 96ff.
.
 104ff.
,
 109ff.
,
 116ff.
,
 12

2ff.
な
お
、

F
.
v
.
 Li

B
t
 V
D
B
.
 V
,
 S.
 133ff. 

(
3
2
)クレ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
内
田

•

町
野
記
念
三
六
九
頁
注

(
3
5
)
。
さ
ら

に
、
「
自由
死
」
に
つ
い

て
は
、
W

.

B
o
t
t
k
e
,
 

S
u
i
z
id
,
 

S
.
 

52ff.
,
 

95ff.
,
 

3
18ff.
,
 

前
出
、
三
・

ニ
注

(24
)
i
(
3
3
)
。

(33
)
前
出、

四
注

(
3
)
（16
)
（
23
)、
五
注

(l
)
（9
)
（
17
)。

(34)
前
出
、
四
注

(17
)、
五
注

(28)

（30
)

（32
)
(
33
)。
さ
ら
に
前
注

(13
)。

(35)
前
出
、
三

・
＿
注

(37
)
（42
)。
そ
し
て
、
「
独
立
帯
助
罪
の
刑
」
は
、

「独
立
教
唆
罪
の
刑
」
よ
り
も
軽
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
前
注
34
)。
前
出、

一
注

(18)
（23)
。
さ
ら
に
、
前
注

(
1
)
。

こ
の
よ
う
な
理
解
が
構
成
要
件
の
「
形
式
的
性
格
」
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
当
然
で
あ
る

（内
田
・
概
要
上
巻
一
四
八
頁
以
下
、
一
五
八
頁
以

下）。
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